


iまじめに  

1997年12月、京都で国際連合気候変動枠組条約の第3回締約国会議（lheThirdConLererLCeOfdle  

PartleStOtheUnitcdNationsFrameworkConvenliononClimaleChange．COP3／UNFCCC）が開催され、  

先進国の2（Xカ年以降の二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガス排出量の抑制ないし削減を盛り込  

んだ京都議定書が採択された。地球温暖化問題の重要性が一般に認識されるようになりながらも、  

温室効果ガス排出量の削減の難しさが強調される中で、このような法的拘束力を持つ数量目椿が  

合意されたことは画期的な出来事であったといえよう。しかし、今回合意された京都議定書で気  

候変動問題が解決するわけでは決してない。気候変動は、人々の日常生活のレベルから、各国の  

産業政策、エネルギー政策、国土計画、研究・開発、そして国際協調にもとづいた地球規模のレ  

ベルにまでの幅広い範囲において、総合的かつ長期的に取り組んでいく問題であり、京都議定書  

は、その道のりの方向性を示す一里塚として位置づけられるべきである。   

今後、COP3後の新たな協議プロセスに従事する各主体の参加者が、そのプロセスで有益な役  

割を果たすためには、京都議定書の解釈、及び、議定書採択に至る国際的取り組みの経緯をふま  

えておく必要がある。本書は、このような観点からまとめたものである。例えば、COP3では、  

人々の関心は、専ら、日本や米国、EUの温室効果ガスの削減率の数値に注がれた。しかし、この  

数値は、気候変動の交渉プロセスのはんの一部を表しているにすぎない。その数値が合意される  

ために、数値の前提となるさまざまな仕組みや制度が整備されてきており、この動向を把握せず  

には数値の意味を正しく理解できないだろう。   

本報告書では、まず、気候変動問題に関する国際交渉の経緯を概説する（1章）。大気中CO2  

濃度の上昇と気候変動との関連性に関する科学的知見は以前から存在したが、国際政治問題とし  

て取り上げられるようになったのは、19鋤年代後半からである。したがって、本書でも、19氾年  

の気候変動枠組条約交渉と、1995年の第1回締約国会議まで、そしてそれ以降の議定書交渉に分  

けてまとめた。   

次に、COP3における交渉と、その結果得られた議定書の概要を示す（2章）。議定書には多  

くの問題点、課題を残したが、そうせざるを得ない事情がCOP3にあった。今後、これらの残さ  

れた課題に取り組む際には、これらの事情を把握した上で、打開策を打ち出していく必要がある。  

本報告書では、交渉の最終局面での争点をまとめながら、議定寧の条項ごとにその解釈を示す。   

最後に、今後の検討課題を挙げる（3章）。世界はすでにCOP4に向かって動き始めている。  

本番では、COP3後の協議に残された主な課題をまとめる。   

交渉の前提となる気候変動の科学的知見の発展過程も重要であるが、本報告着では取り上げら  

れていない。これについては、IPCC（気候変動問題に関する政府間パネル）の多くの報告書が出  

されているので、そちらを参照いただきたい。   

また、本報告書作成にあたっては、環境庁の多くの方からの情報を参考にさせていただいた。  

ここに、感謝の意を表す。但し、本書における誤りはすべて著者個人の責任である。   
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図0．1気候変動枠組条約制定以降の協議の流れ全体像   



第1章 国際社会の取り組みの経緯  

－ COP3に至る交渉過程   

気候変動開題に関する国際的取り組みは、科学的知見の集積をふまえて1980年代に国際政治問  

題化して以来、集中的に行われてきた。京都議定書は、この一連の国際交渉の流れの通過点であ  

り、この経緯をふまえない限り、議定書の解釈や、今後の交渉に向けた意思決定は、適切なもの  

とはなりえない。今後、日本が、そして国際社会が、気候変動問題の解決に少しでも近づいてい  

くためにも、まずは、過去の話し合いの概要を把握しておくことが重要であろう。   

本章では、この10数年間の交渉の経緯を概観する。この経緯の中では、特に、1992年の気候変  

動枠組条約採択、及び、1995年の第1回締約国会議（TheFirstCon藍renceoftheParLies，COPl）が  

節目となっているので、ここでは、節目ごとの経緯を背景として抑えつつ、主にCOPl以降の議  

定書交渉過程を中心に述べる。  

1．条約採択まで （1980年代～1992年）   

気候変動の説の発祥は、19世紀末に見ることができる1が、気候変動問題が地球規模で取り組む  

べき重要な課題として国際政治の場で認識され始めたのは、19鋤年代の後半であった2。  

198り年11月、オランダのノルトヴェイクで開催された閣僚級会議では、約70か国の大臣が集  

まり、初の閣僚レベルの会合として重要性をもつ会議となった。そこでは、二酸化炭素（CO2）  

の排出量に関する目標値を設定すべきである、と主弓枝するオランダやスウェーデンなどと、明示  

的な数量目標設定に反対の米国、先進国の中でも省エネが進んでいるとして一枠削減に反対の日  

本などの国とが対立した。その間僚宣言では、排出量の目標値に関する文吉に議論が集中し、最  

終的には、「CO2の排出およびモントリオール議定書（オゾン層保護のために、フロンを規制し  

た議定書）に含まれないその他の温室効果ガスを、世界纏済の安定的発展を保証しつつ安定化さ  

1気候変動の研究の先駆者として、アレニウスやティンダールは∴大気巾のCO2が、地上からの放射熱を吸  

収し、地上に再放射する性質をもっていると指摘した。それは、一つの理論としては存在していたが、大気  

中C02鳴度の精密な測定手段もなく、実際にそのような状態になる恐れはまだ認識されていなかったといえ  

る。  

21985、87年にオーストリアのフィラハやイタリアのベラジオで開催された国際会議は、気候変動問題の認  

識が科学者聞から政策決定者の聞にまで広まった契機であるとされる。また、1り88年6月に、カナダのトロ  

ントにて開催された「変化する地球大気に関する国際会議」では、気候変動を、長距離越境大気汚染やオゾ  

ン層等とともに、大気保全問題の一局面として扱ってはいたものの、問題解決のために自然科学者と政策決  

定者が一同に介し、具体的な指針を示した初の会合として、重要な会合となった。ここでは、全地球の目標  

として、2005年までに（二っz排出量を1988年レベルの20％削減、長期目標として50％削減を勧告しており、  

この目棲はその後、トロント秦と呼ばれるようになった。この勧告に対し、気候変動に関する科学的知見を  

集積するために1988年秋に設立されたのが、気候変動に関する政府間パネル（IntergovernmentalPanelon  

口元IateChallge．1PCC）である。  

l11一   



ノルトヴェイク宣言（1989年11月7日）抜粋  

ハーグ郊外ノ／レトヴュイク 大気汚染と気候変動に関する閣僚会議   

4，地球温暖化は、UNEPとWMOにより設置され、1988年12月の「人難の現在及び将来の世   
代のための地球免候の保全に関する国連総会決議43β3」において詔知された1R二Cによって   
対処されている。…．1989年の第15回しmEP管理理事会及び第41回WMO執行理事会は、   
UNEP及びWMOの事務局長に対し、気候変動に関する枠組み条約の交渉のための準備を開   
始するよう求めたが、この交渉は、IP（二Cの中間報告採択後に速やかに開始されるべきである。．．．  

16．世界経済の安定的発展を確保しつつ、CO2の排出及びモントリオール議定書によって規制   
されていない他の温室効果ガスの排出を安定化させる必要性を認識する。先進工業国は、こ   
のような安定化がIPCC及び】990年ユ1月の第三回世界気候会議によって検討される水準で、   
先進工業国により可能な限り早期に達成されるぺきことに合意する。多くの先進工業国の見   
解によれば、CO2排出のこのような安定化は第1段階として、遅くとも2000年までに達成   
されるべきである。  

全先進工業国に対し、例えば、1988年にトロントで開催された大気変動に関する科学者に   

よる世界会議によって勧害された2005年までの0⊃2の排出水準の20％削減を含む、（二D2の   
排班抑制又は削減目樺の達成可能性の検討を通じて、1KCの作業を支援するよう勧奨する。  

せる必要性を認識する」という文章で合意された3。  

19卯年8月に、スウェーデンのスンツ′ヾルで採択されたIPCCの第1回の評価報告書の結論4を  

受け、同年秋にジュネーブで開場された第2回世界気候会議では、会議声明として、「多くの先  

進国では、エネルギー部門からのCO2排出量を2∝）5年までに少なくとも20％減少させられるだ  

けの技術が存在すること」などのIPCCの知見を再確認した上で、1992年の署名を目指して条約  

及びそれに関する法的措置についての交渉が護ちに始められるべきであると勧告された。その勧  

告を受け、H例年から本格的な集約交渉が始まった5。   

政府間交渉会合（lntergoverlllnentalNegotiatingColllIlliLtce，INC）は、1991年初頭から、早速、  

開始された。  

INCl（1991年2月4日 －14日、ワシントン）、及び、INC2（1991年6月19日 － 28日、  

ジュネープ）では、条約の内容に入る以前に、全体会議の議長、副議長等の選出、交渉の態様、  

議事規則等交渉の体制およびルールが議題となり、内容は議論できずに終わった。INC3（1991  

年9月9日 － 25日、ナイロビ）、及び、INC4（1991年12月9日－ 20日、ジュネープ）では、  

jその後、主要先進国は、自主的に独白の排出量目標値を設定し始める。1989年秋に、オランダは、の2  

排出量を1995年までに1989／90年レベルで安定化（後に2000年までに3～5％削減という目標に改訂）、  

90年には、ドイツはエネ／レギ一関適の（二D2排出員をユnO5年までに1987年レベルより25％減、英国は全て  
の温室効果ガス排出量を2005年までに1990年レベルで安定化、日本は一人あたり（：D2排出量、ただし技  

術開発が予想以上に進展すれば総量を2000年までに1990年レベルで安定化という国家目榛を掲げた。先進  

諸国の温室効果ガス排出虫の目棟値については．0ECD（1994）C］LJ）DtCa）a）tgeEb））‘cyh’LjaEんes．OECD，p．19，  

ヱ0を参照。  

ヰ1PCC報告書では、特段の対策が取られない場合、C02などの排出量が大幅に増加し、全地球の平均とし  

て来世紀中の温度上昇は10年間で約0．50C（0．2～0．50C）、20ヱ5年までに現在より約1℃、来世紀までに3℃  

の上昇があり得ること、また、長寿命の温室効果ガスの濃度を現在の濃度に安定化するためには、人為的な  

排出の60％以上を直ちに肖り滅する必要がある旨警告された∩  

51NCの交渉過敏こついては、赤尾（1995）、Bo（1日IISky（1り93）またはMiIlはel・（1994）を参照。  
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ようやく各国の条約秦をまとめて作成された議長塞をたたき台として、パラグラフごとの検討に  

入ることができた。しかし、義務規定などの主要な論点については、各国の意見が交わされたも  

のの、集約には至らなかった。  

1992年に入り、INC5（1992年2月18日－ 28日、ニューヨーク）になると、4か月後に国  

連環境開発会議（UnltedNalionsCon色IenCeOnEnvironmentandDevelopmenl，UNCED）を控えてい  

るという切迫感から、本格的に合意を見いだす雰囲気が生まれ、検討は徐々に進んだ。しかし、  

排出量の目棟値については、先進国間で主弓良の相違の幅を狭める努力が続けられたにも関わらず、  

EC諸国があくまで「何年までに何年の水準で安定化」といった目標値を明記すべきと主張する一  

方で、米国はそのような具体的な目標値には一切反対し、歩み寄りは見られなかった。   

条約交渉開始当初は、INC5で交渉を終わらせる予定であった。しかし、期限が近づくにつれ、  

INC5では決められないという雰囲気が生まれ、4月に同じ名称（INC5）の会合を再開させる  

ことが決まった。この決定によるINC5が最後の交渉でないという安心感からも、最重要事項に  

合意が得られなかったと言える。   

途上国は、先進国の目揺他に加えて、資金供給と技術移転の促進に向けて強い態度を保持し、  

先進国と対立した。米国は、途上国および改正された地球環境ファシリティー（GEF）に対して  

資金供給を公表したが、歓迎されるには至らなかった。  

INC5と1NC5再開会合（1992年4月30日－5月9EJ．ニューヨーク）までの間に、拡大ビ  

ューロー会議（Exle血由餌lⅦLIMeeting）が4月15日から17日まで開催され、いくつかの論点を  

まとめることに成功した6が、排出量の目擦値の条項だけは進展が見られなかった。ビューローは、  

ジャン＝リベール議長に一任してINC5再開会合までに独自の議長案を掟出することに合意し、  

議長もそれを承諾した。しかし、その後、再開会合の直前、米国と英国との間で非公式交渉があ  

り、そこで両国が合意できる条文が独自に考案され、INC5再開会合でのたたき台となった。   

この妥協案は、数量目標が明確な義務として示されていなかったため、INC5再開会合で提出  

されると各国から批判を受けたが、限られた交渉時間の中で、米国がその妥協案より厳しい内容  

の条約には署名できないという強い態度を維持したため、その実は若干の訂正を経て採用された。  

最終合意文は、「CO2その他の温室効果ガスの人為的な排出の量を19卯年代の終わりまでに従前  

の水準に戻すことは、このような修正に寄与するものであることが認識される」ことを念頭にお  

いて「温室効果ガスの人為的な排出を抑制すること並びに温室効果ガスの吸収源及び貯蔵庫を保  

護し及び強化することによって気候変動を緩和するための自国の政策を採用し、これに沿った措  

置をとる」という、政策をとった結果、排出量の安定化目標に達成しなくても義務違反にはなら  

ないと解釈される極めて難解な文章となった。また、2（刀0年以降の排出量に関しては合意できず、  

それに関する条文案は、全て削除された。気候変動枠組条約は、19盟年5月の1NC再開会合で採  

択され、6月にブラジルのリオデジャネイロで開催されたUNCEDにて署名のために開放された。  

6例えば、原則の前にシャポーを匠くことによって意味を限定させることに成功した（Boda舶ky、1993）b  
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表1．1気候変動問題に関する国際動向  

＊1980年、1985年、フィラハ国際会合に  

＊ 国際会合にて、政策形成を中心に議論（フィラハ、   て科学的知見を中心に議論  

ヰ「われら共通の未来」発表  

＊ 「地球大気に関する首脳会議」（ハーグ）  

＊ t∬沌P管理理事会にて、気候変動防止の条約作りを  

ヰ 「地球環境保全に関する東京会議」開催（東京）  

■ 「気候変動に関する閣僚会議」（ノルトヴュイク）  

＊ 「EC地球環境に関する会合」（ベルゲン）  

＊ 第2回世界気候会議  ＊IPCC第1回評価報告書  

＊ 途上国による北京宣言  

＊INC2 （ジュネーブ）  

＊INC3 （ナイロビ）  

ヰ】PCC改訂報告書  
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2．条約採択から第1回締約国会議まで（1992年～1995年）   
条約は、1992糾こ採択された後、各国内での批准手続きを経て、1994年3月に発効した。その  

後、同年9月までに、附属書Ⅰ締約国（AnnexIPa山6、先進国及び旧ソ連、東欧を指す。条約4  

粂2項で途上国よりも厳しい義務が課されている）は、条約第12粂（実施に関する情報の送付）  

の規定に従い、国内からの温室効果ガスの排出量及び吸収量を記した目録（inven佃γ）と、排出  

量抑制のために講じている政策・措置（PoliciesandMeasures，PAM）に関する国別報告書を作成し、  

条約事務局に通報した。この通報の結果、ほとんどの附属書Ⅰ締約国が、2〔伽年までに排出量を  

安定化する見通しがたっていないことが明らかになった（表1．2）7。これを受け、今の条約だけ  

では気候変動問題の解決には不十分であり、先進国に追加的な義務を課す議定書が必要、との声  

が高まった8。そこで、気候変動による海面＿ヒ昇を懸念する小島峡国連合（AllianceofSmalllsland  

Stales，AOSIS）が、「先進国は2005年までにCO2排出量を19卯年レベルより20％削減すべき」  

という主旨の議定書案を出し、ドイツは、議定書作成に際し含まれるべき事項を箇条書きにして  

提出した9。しかし、難航した条約交渉の纏験がまだ記憶に新しい巾で、これらの提案は、第1回  

締約国会議が開催されるまで、そして、開催後もほとんど真剣に取り上げられることはなかった。  

表1，2 第1回国別報告書にて報告されたCO2排出量の予測  

（森林、土地利用変化を除く）（A／AC．237侶1、1994年、より抜粋）  

国  1990年排出量 2000年予想排出量 2000年の1990年比  
（（二DZ，（元）  （CC佗，G邑）  （％）  

オーストラリア  
オーストリア  
カナダ  
チェコ共和国  
デンマーク  
ドイツ  
日本  
オランダ  
ニュージーランド  
ノルウェー  
スペイン  
スウェーデン  
スイス  
英国  
米国   

288965  33（う199   

59200  65800   

457441  510 000 

169514  135536   

52100  53 753 

1012443  

1173360  1200000  

1（汀600  1（ラフ600   

25530  29550   

35533  二i9500   

260（）54  ヱ7652二‡   

61ヱ5（う  63800   

4二）60D  43800   

584078  58（〕720  

4957022  51（）313（）  
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注：通報の期限に遅れて提出されたものについては、ここでは掲載されていない。   

また、ドイツは2005年の推計のみ掲載していたために、比較できていない。  

7 国連文書A仏C．237／飢を参隠  

8気候変動間左削こ関する交渉は、欧州の酸性雨問題や、オゾン層破壊問題での交渉と同様、2段階のアプロ  

ーチを採用している。つまり、まず、問題の存在について共通語誠をもつことを主要目的とした条約を作り、  

その後、合意できる範田で、数値を含んだ具体的な義務を含んだ議定書を作っていく、という交渉方法であ  

る。例えば、オゾン層破壊問題では、1985年にウィーン条約が採択され、その2年後に、モントリオール議  

定書が採択されている。  

9国連文書A／＾C．237／L．23、A／AC．237几．23／Ad〔1．1を参駄  
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3．第1回締約国会議の概要（1995年3月28日－ 4月7日）  

1995年3月28日から4月7日まで、ドイツのベルリンにて第1回締約国会議（COPl）が開催  

された。全体会合（Plen町）の議長は、ドイツ環境・自然保全・原子力安全省大臣アンゲラ＝メ  

ルケルが務めた。  

（1）先進国に対する義務の強化   

COPiでの最大の議題は、現在の枠組条約が気候変動の解決に不十分であるか否か、不十分で  

あるならば、いかなる行動を取るべきか、ということであった10。   

この議論は、新たに選出されたア／レゼンチンのラウル＝エストラーダ大使が議長を務める全体  

委員会（Comm摘∝OftkWho】e）において進められた。ここでは、まず、附属香1締約国が、条  

約に定めた「2000年までに1900年水準で安定化」がほとんどの国で達成できていないことを念頭  

に、AOSISが、自らの議定書塞を交渉のたたき台として議定書交渉を早期に開始するよう主張し  

た。また、多くの途上国は、先進匡だけが対策を強化すべきであり、気候変動の責任が途上国に  

移されるべきでないと強調した。   

一方、先進国側は、条約における自らの責任には積極的な言及を控えた。EU（欧州連合）は、  

先進国がさらなる削減目標をたてる必要があるとし、COPlで、議定書交渉開始に向けた決議を  

行うべきであるとしたものの、中には、これは「交渉」ではなく、話し合いの場としての非定期  

的な会合として「アドホック作業グループとすべき」という意見も出された。これに対し、米国  

や日本、オーストラリア等EU以外の先進国（頭文字を取ってJUSCANZと呼ばれる）は、議定  

書交渉開始自体に慎重な態度をとり、米国は、排出量に関する義務の見値しはあくまで条約下の  

補助機関であるSBI（SubsidiaryBodyfbrhnpJemenlat10n、実施に関する補助機関、後述）及びSBSTA  

（SubsidiaryBodybrSclenti丘candTechnologicalAdvi∝、科学上及び技術上の助言に関する補助機  

関、後述）で、科学的根拠にもとづいて進められるべきだとした。また、同じ附属番l締約国で  

ある旧ソ連、束欧諸国（EconomyinTran5itionさEIT）は、議定書交渉には前向きな姿勢を示すと同  

l時に、自らの義務に関しては曖昧な態度をとった。   

先進国の義務遂行の不十分性を指摘する途上国と、それを認めつつも新たな交渉に慎重な先進  

国との議論は、 なかなか歩み寄りを見せず、スウェーデンのボ＝シエレン大便が議長を務める非  

公式会合に一任されることになった。   

4月1日、途上国は、途上国全体の態度をまとめるための非公式会合を開いた。途上国グルー  

プの中でも、先進国の対策強化を主張したいと考えるAOSISやインド、中国などの主要な途＿ヒ国  

は、それに強く反発する産油国との間で歩調が合わず、途上国全体として要求を一本化すること  

ができずにいた。しかし、その中で、産油国以外の途上国は、インドを中心に「グリーングルー  

プ」と称するグループを結成した。このグ／レープは当初30数カ国で始まったが、最終的には約70  

カ国の途」二国が賛同するグループとなった。そして、AOSISの議定書案をもとに、先進国に対し  

10気候変動枠組条約第4粂二項（d）には．「締約国会議は、第1同会合において、（a）およぴ（b）の規定（附  

属審1締約国の排Lll量に関する義務を定めた項）の妥当性について検討する」とある。  
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気候変動への責任をとるよう、義務をさらに強めた内容のペーパー、いわゆる「グリーンペーパ  

ー11」をまとめ、先進国に提示した。   

4月3日、非公式会合が再開されると、まず、EUが、「グリーンペーパー」に対するコメント  

を提出した。しかし、その後、議論は膠着したため、議長の友（FriendsortheChalr）として、24  

か国の交渉担当者が議長と打開策を話し合うことになったlユ。この小グループの会合は、最終的に  

は各国の閣僚レベルの参加を求め、最終日（4月7日）の早朝まで綻けられた。そこでは、1997  

年を目ざして新たな義務を示す議定書ないしはその他の法的文書を作成するということまでは合  

意は得られていたが、「抑制（1irnjtation）か、削減（reductioIl）か」、あるいは、「目標（target）  

なのか、努力目標（aiIll）か」といった義務の内容に関しては、決着が見られていなかった。特に、  

米国とオーストラリアは、法的拘東力をもつ「目標」という膏薬に強く反対した。また、途上国  

への義務に関しても、先進国がまだ条約の約束を十分に果たしていないうちは、途上国が新たな  

義務を受け入れる必要はないとする途上国と、先進国の条項のような数量目椋でなくても、条約  

からはいくらかの前進を求める先進国との間で意見が異なっていた。   

最終日前夜、COPl全体会合の議長メルケルは、主要国の代表と夜を徹して調整を続け、翌日  

早朝に、その結果を引き出した。その決議が、いわゆるベルリン・マンデート13である。この決議  

では、まず、現状の条約にある義務は、気候変動問題の解決に不十分である（notad叫心Ie）こと  

が確認され、1997年に開催される予定の第3回締約国会議（COP3）までに、新たな議定書ある  

いはそれに代わる法的文書に合意するよう、決議された。その法的文番には、（1）目標達成に必  

要な政策・措置、及び、（2）2000年後の附属書1締約国の温室効果ガス排出量及び吸収源による  

吸収に関する数量目棲（QuantiLicdEmissionLimitatiorlandRedtlCtionOb）eClives，QELROs）が盛り込  

まれることになった。ここでの数量目控は、「target」と「ai111」の閑のニュアンスを持つ「0切ective」  

となったため、法的拘束力の強さには曖昧さが残された。   

また、途上国には新たな義熟ま課さないが、条約に書かれている既存の義務について、実施を  

促進する方策を検討することになった。この決議にもとづくその後の一連の交渉は、その決議の  

名をとり、ベルリン・マンデートに基づくアドホックグル，プ（AdhocGrouponlhel）erlinMandate，  

AGBM）と呼ばれることになった。  

（2）共同実施  

COPlのもう一つの重要な課題は、共同実施（JointImplementation、JI）であった14。条約では、  

11グリーンベー パーの内容は、交渉の過程でしばしば変更されているが、主張の概要は、現集約の不＋分性  

の承認、附属蓄1締約国の義務の強化（排出量抑制義務、及び、非附属畜l締約国への資金、技術移転義務）  

AOSIS議定書案を出発点とすること、非附属書l締約国への新たな義務なし、共通であるが差異化された義  

務の原則、等であった。  

12「議長の友」は、EUから4カ国（イギリス、ウランス、オランダ、ドイツ）、JUSCANZから4か国（米  

国、日本、オーストラリア、カナダ）、EITよりロシアとハンガリー、グリーングループから11か国、加え  

て産油国よりサウジアラビア、クウェート、イラン。  

13国連文否FCCC／CP／1995／7／Add．1Decisionl／CP．1を参照。  

1一気侯変動枠組条約節4粂2項（a）には、「附属審Ⅰ締約国が、これらの政策及び措置を他の締約国と共同  
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ベルリン・マンデート抜粋（FCCC／CP／1995／7／Add．1）   

締約国会議は、第1同会議において第4粂2項（a）（b）の規定を審査し、その規定が十分ではないとの結論  

に至った結果、議定書その他の法的文書をもって、第4条2項（a）（b）に規定する附属智Ⅰ締約国の誓約の強  

化も含め、2000年以降の期間において適切な行勒をとることを可能とするプロセスを開始することに合  
意する。  
1．本プロセスは、とりわけ以下の指針に従って進められる：   

2．本プロセスは、とりわけ以下のことを行う：  

（a）第4灸2（a）（b）に規定する誓約を強化するためのプロセスの優先事項として、先進国及びその他の附属   

書I締約国が以下の事項を行うことを目擦とする。   

一 枚策・措置の考案   
一 モントリオール議定書によって制限されない温室効果ガスの排出源からの人為的な排出及び吸収源  

による吸収に閲し、2005、2010、2020年といった特定の時間的枠内における抑制及び削減の定量  
的な目標の設定  

（b）附属書Ⅰに掲げられていない締約国に対し新たな義務を導入せず、第4粂3、5、7項の規定を考慮   
し、第4条1頓に規定する既存の約束を再確認し、持続可能な発展の達成に向けてその義務の実施を   
引き続き促進する。  

（c）．．．   

6，本プロセスはただちに開始され、至急の事項として扱われる。本プロセスは本決定をもって設置され   
る締約国のアドホックグループにおいて行われる。同グループは、締約国会議の第2回会合に対し、そ   
の進行状況を報告する。同グループの検討結果を締約国会議の第3国会合にて採択することを目的とし  
て、その作業を1997年のできるだけ早い時期に完成することができるよう、同グループの会合の日程   
を設定すべきである。  

複数の周による排出量目標の共同での達成を認めている。そこで、先進国は、途上国内で排出量  

を削減するプロジェクトに資金的、技術的支援をするかわりに、その支援によってもたらされた  

排出量削減分を、先進国の削減分（クレジット）として認めてもらう共同実施の制度を早期に実  

施可能とするよう主張していた。しかし、大半の途上国は、共同実施によって、先進国が国内対  

策を行わなくなること、あるいは、海外開発援助（ODA）等の従来からの国際支援が共同実施と  

いう看板に置き換えられだけに終わることを恐れ、排出量が抑制されるのはあくまで附属書1締  

約国内だけであり、途上国との共同活動（JointActivi【y）は、従来どおりの支援の形態で進められ  

るぺきであると主張した。   

その中で、ニュージーランドや日本は、クレジットの移転を伴わない共同実施の試行期間（pilot  

phase）を開始し、その結果効果が認められれば本格的な共同実施に移行すればよい、と主張した0  

クレジットの移転を伴わない共同実施であっても、途上国が共同実施という吉葉そのものの使用  

に対して強い懸念を示したため、最終的には共同実施活動（ActivitieslmplementedJointly，AJJ）と  

いう名で試行を開始し、20〔0年までにその評価を行うことになった15。  

して実施すること．．．．を支援することもあり得る」とあり、同条同項（d）には、「締約国会議は、第1回会合に  

おいて、（a）に規定する共同による実施のための基準に関する決定を行う」とあることから、複数の国で合  

計の排山盛を削減する方法が残されていた。  

15国連文習1TCCC／CP／1995／7／∧dd．1Decisiolll／CP．5を参照。  
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（3）その他の決議   

さらに、もう一つの重要な課題に、手続き規則（Ru］eofProcedure）があった。条約交渉でも、  

またCOPlに至る会議においても議論したが、結論は出ずに終わった事項である。これは、産油  

国が条約のビューローメンバーに、地域ごとの代表に加え産渦国にも議席を主張していること、  

そして、すべての議定書の採択は、多数決でなくコンセンサスを採用するよう求めていることに  

よる。他の大半の国は、産油国としての議席を用意することに応じられず、COPlでも解決する  

ことはできず、今後の検討課題として摸された。   

また、参加者が強い関心をもっていた話題の一つに、条約事務局の設置場所があった。それま  

では、国連機関の多くが配置されているジュネーブに仮の事務局を置いていたが、常設事務局の  

設置場所に閲し、トロント、ジュネーブ、ボン、モンテビデオの4カ所が立候補し、蛾烈な誘致  

合戦を繰り広げた。最後は投票によってボンに決定されたが、ドイツにとっては、初めての国連  

関連機関の招致となった16。   

最後に、4月5日の閣僚セグメントにおいてステートメントを発表した宮下創平環境庁長官は、  

COP3またはそれ以降の締約国会議を日本に招致する意志があることを示した。このときには、  

まだ政府部内で正式に日本がCOP3をホストすることが決まったわけではなかったが、日本では、  

COPl以降、その実現に向けて国内での準備が進められることになる。  

4・AqBM交渉   
べ／レリン・マンデートを受け、早速COP3に向けて新たな交渉が開始された。その後の交渉の  

流れの全体像は、図1．1（p．32）にまとめられている。  

（1）AGl）Ml（1995年8月21日 －25日、ジュネーブ）   

第1回目のAGBMでは、最初の会合ということもあり、実質的な内容には入らず、今後の会合  

の日程調整やビューローのメンバーなどの組織的事項が議題となるにとどまった。COP3に至る  

までの会合の予定としては、COPlで決められたように17、前半は温室効果ガス排出量の抑制に有  

効な政策・措置や望ましい数量目標に関する分析・評価を中心に行い、その結果をもとに、後半  

を交渉に費やすということになっていた。しかし、これに閲し、米国などのJUSCANZ諸国や産  

油国は、前半の評価に重点をおき、適切な評価が行われたと認識された後で初めてその評価に基  

づいた交渉が開始されるべきであるとした。他方、EU諸国及び途上国は、評価は交渉開始を延期  

するための道具とされるべきでなく、あくまで先進国の義務の強化のために行うものであること  

を強調した。  

1bもう一つの理由の招致の理由として、ドイツの統一による首都機能のベルリンへの移転に伴い、今まで政  

府が使用していたボンの建物を活用する必要に迫られていることがあった。  

17国連文書FCCC／CIγ1995r7／Add．1njecisionl／CP．1を参隠  
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（3）その他の決議   
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効な政策・措置や望ましい数量目標に関する分析・評価を中心に行い、その結果をもとに、後半  

を交渉に費やすということになっていた。しかし、これに閲し、米国などのJUSCANZ諸国や産  

油国は、前半の評価に重点をおき、適切な評価が行われたと認識された後で初めてその評価に基  

づいた交渉が開始されるべきであるとした。他方、EU諸国及び途上国は、評価は交渉開始を延期  

するための道具とされるべきでなく、あくまで先進国の義務の強化のために行うものであること  

を強調した。  

1bもう一つの理由の招致の理由として、ドイツの統一による首都機能のベルリンへの移転に伴い、今まで政  
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ビューローのメンバーについては、意見がまとまらず、次回の会合に持ち越された。  

（Z）AG8M2（1995年10月30日 －11月3日、ジュネープ）   

第2回AGBMでは、前回のAGBMを受けて、ビューロhのメンバーについて話し合い、また、  

議定書の内容についても検討が始まった。主要な検討課題として、政策・措置、数量目棲、4条  

1項（枠組条約で、全締約国の義務、実質的には途上国の義務に相当する条項）に関する分析と  

評価方法について議論された。  

（a）政策・措置   

議定書に含まれるぺき政策・措置に関しては、附属書1締約国の専門家グループという会合で  

集中的に議論された。ここでは、附属書Ⅰ締約国の通報から抽出した1（刀0以上もの政策・措置を  

リストアップした資料が配布されは、その中で温室効果ガスの排出量抑制に有用なものを議論する  

ということになった。EU諸国の多くが、効果的なものについては、附属香Ⅰ締約国全体で協調し  

て導入すべきだという考えを示したのに対し、米国は、効架のある政策・措置は、国によって異  

なるのだから、リストアップした政策・措置をメニューとして提示し、各国がその中から国の事  

情に合わせて選択するようにすべきだとした。日本も、附属書1締約国全体で同一の政策・措置  

を導入することには反対した。今後の作業として、効果分析の分析対象となる政策・措置の範囲  

を狭めていく必要性が指摘され、この議論を続けていくことになった。  

（b）数量目標   

附属番Ⅰ締約国の2〔刀0年以降の排出量の数量目標の設定方法については、どの国もまだ主張の  

軽重削まなされていなかったが、さまざまな角度からの意見が出された。米国は、各国がそれぞれ  

の事情に合わせて最も費用効果的な対策がとれるよう、異なる目標や目標年を柔軟に選択できる  

ようにすべきであると主張した。そに対し、EU諸国は、2005年、2010年といった目標年につい  

て具体的数値を設定すべきであるとした。また、オーストラリアやノルウェーは、数量目擦の対  

象は、（二℃zのみならず全ての温室効果ガスを、吸収源も含めて扱うべきであるとした。   

削減率については、「2010年までに10％削減」などの一律の削減割合の実の他に、複数の国で  

排出量を合わせて目標構を設定する方法や、国の事情に応じて異なる削減率を課すいわゆる差異  

化（di舵柁11tiation）といった意見が出された。また、ベルリン・マンデートでは、目標年について  

「2005、2010、2020年といった時間フレーム」となっているが、早期に実効性を持たせるために  

は、なるべく早い目棲年とすべきと考える1三Uと、対策の中には、発電所の建て替えなど、短期  

で対応できないものも多く、目操年までにはある程度の時間があった方がむしろ有効であると主  

張する米国との間で意見が対立した。以上の議論をふまえ、数量目棲についても、その基本的な  

枠組みに関するワークショップを次回のAGBMで開催することになった。  

（c）4粂1項   

本条項に関する議論では、途上国の参加方法が問題となった。ベルリン・マンデートでは、非  

附属番Ⅰ締約国については新たな義務をもうけないと明記されており、条約に示されている途上  

1a国連文書l∵CCC／AGBM／1995／6を参吼  
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国の義務19の実施促進が鮨点となった。途上国は、現在の資金供給メカニズムとなっている地球環  

境ファシリティー（GlobalEnvironmentalFacility，GEF）の資金量を増やしただけでは、現行の義  

務の遂行も困難であるとして、気候変動対策を目的とした新たな基金の設立を要求した。また、  

1項の主要な義務となっている国別報告書の作成に必要な知見や技術取得のために、事務局がガ  

イドラインを作成するべきと主張した。   

これに対し、先進国は、途上国の報告書作成のために必要となる支援については同感として、  

ワークショップの開催などを提案したものの、追加的な資金供給については発言を避けた。また、  

米国やカナダは、共同実施への参加が途上国にとっては経済発展と環境保全という2つの便益を  

もたらす（w山一血n）方策であるとしたが、途上国は，排出量抑制の行動に関するいかなる提案も、  

「新たな義務を課さない」とするベルリン・マンデートを超えるものであるとして反対した。  

（d）法的文苔の形態   

第4の点として議題になったのは、法的文苔の望ましい形態であった。ベルリン・マンデート  

で「議定書またはその他の法的丈割 とあったのは、一部の国々が、数量的な義務という明確か  

つ具体的な拘束力を発揮する議定書という形をとることに反対したという経緯に基づいていた。  

ここでも、米国やマレーシアは、議定書採択にはコンセンサスが必要となるが、条約改正ならば  

締約国の4分の3の多数決で決められることを理由に、議定番作成よりも条約改正の手続きをと  

るべきであるとした。しかし、その他の多くの国は、「条約・議定番」手続きを念頭に、AGI〕M  

でも議定書作成を目指して交渉すべきであるとした。条約改正にすると、4条以外の全ての条項  

が再度議論の対象として挙げられてしまい、収拾つかなくなるおそれがあるという理由も挙げ’ら  

れた。また、スペインがEUを代表して議定書の骨格を示したペーパー は、数量目梗や政策・措  

置に関する内容にはふれずに、大まかに6項目を示したものであったヱ0が、これがたたき台となる  

ことはなく、今後の議論として持ち越された。  

（3）AGBM3（1996年3月5日 － 8日、ジュネープ）   

第3回会合は、今後の交渉フェーズに入る前の最後の会合として認識されていた。本会合では、  

まず、政策・措置に関するワークショップと、数量目標に関するワークショップという2つの催  

物が企画された。このワークショップでは、何人かの専門家が研究成果を発表し、それに対して  

各国の交渉担当者との質疑応答がなされるという形式で行われた。その後、会合は今までの協議  

19気候変勒枠組集約第4灸1項では、金紙約団の義務として、（a）．温室効果ガスの人為的な排出及び吸収に  

関する目録の作成、（b）温室効果ガスの排出や吸収に関する計画の作成、適応に関する計画の作成、（c）エネ  

ルギー、運輸、工業、農業、林業、廃棄物の処理その他全ての関連部門における気候変動抑制関連技術の開  

発、利用、普及、（d）吸収源の持続可能な管嘩、保全、（e）気候変働の影響に対する適応のための準備におけ  

る協力、（n関連する社会、経済及び環境に関する自国の政策及び措置の影響の考慮、（g）気候系に関する科  

学的、技術的、社会経済的研究その他の研究、組織的観測及び資料の保管制度の整備の促進、（Il）経済的及  

び社会的影響に関する科学的、技術的、社会経済的、及び法律上の情報の交換の促進、（i）気候変動の関する  

教育、訓練及び啓発、0）第12魔の規貢引こ従った実施に関する情報の締約国会議への送付、を挙げている。  

コロEUから握示されたのは、以下の6ユ負目：附属苔l締約国の義務、全締約国の義務、義務のレビュー、枠組  

条約との関連性、改正手続き、最終条項。  
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の続きを継続した。  

（a）政策・措置   

3月4、5日に開催された政策・措置に関するワークショップでは、エネルギー供給部門や運  

輸部門で考えられる政策・措置や、既に実施された政策・措置の効果分析等に関する発表があり、  

これに対して、どの国でもまだ多くの温室効果ガス排出量抑制措置が低費用でかつ実施可能であ  

る等のコメントが出された。その後、このワークショップの成果をふまえ、前AG】〕Mからの議論  

が続けられたが、進展は見られなかった。また、途上国からは、附属書Ⅰ締約国が政策・措置を  

講じた時に貿易を通じて非附属番Ⅰ締約国の経済に及ぼしうるマイナスの影響がないよう十分配  

慮されるべきであるという主張が出された。  

（b）数量目捷   

2月28日に開催された数量目標に関するワークショップでは、「公平な（equitable）」目標設  

定如何がテーマとなった。経済モデルや国の事情を考慮した目標設定方法が発表されたが、これ  

に関する結論は見いだせなかった。この議論は、ワークショップの後も各国の発言に引き継がれ  

た。オランダは、経済モデルを用いて安全排出回廊（組克emission00血dor）概念コ1を示し、まず、  

1PCCの知見をもとに、附属否1締約国に許される合計排出量の許容範囲を設定し、その後各国の  

排出量を決定するぺきであると主与良した。ドイツは、CO2排出量を2005年までに19餌〕より10％、  

2010年までに15～20％削減を提案し、差異化は、差異化の基準そのものに全ての国が合意するの  

は困難ということから、一律削減率を支持した。   

これに対し、米国は、エネルギー経済モデルを用いて、各国が最も費用効果的なパスを描く方  

法をとることができることを説明し、それに合わせて削減量と削減時期を決定できるようにすべ  

きであるとした。オーストラリアやカナダ、日本も、国の事情に応じて異なる目梗植が設定され  

るべきであると主張した。また、ロシアなどのEn「諸国は、経済の混乱によって1990年よりも  

CO2排出量が減っているので、他の先進国と同じ日掛こは応じられないとした。AOSIS諸国は、  

その議定百薬にある20ウあ肖り滅を繰り返した。ブラジルは、まず附属書Ⅰ締約国全体の削減割合を  

決定し、その内訳は、気候変動を起こしている責任の大きさに応じて分配されるぺきであるとし  

た。この議論は、次回にも続けられることとなった。  

（c）4粂1項、法的文書の形態   

前回から進展は見られなかった。本会合では、ロシアがEl’l、を代表して議定書案を投出した三三。  

ここでは、数量目標にはふれず、技術的な支援や共同実施を中心においたものであった。この会  

合の終了時、今まで出された議定書案コjを議論のたたき台としてまとめることになった。  

（d）その他   

条約の補助機関のSBSTA（後述）より報告があった。その前年12月に提出されたIPCCの第2  

ヱ1気候変動が人類に危険な影響を及ぼす水準に達するぎりぎりの排出量を世界の捻排出畠の上限、経済発展  

に必要な最低限の排出虫を排出舅の下限として、世界の排出総量の経路は、この上限、下限の間（回廊）を  

通るべきであるとす．るアプローチ。  

㌶国連文書FCCC／∧GBM／1り96／Misc．1を参吼  

2jAOSIS案、ドイツのエレメントペーパー、EUの枠組み、ロシア実の4つが提出されていた。  
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回評価報告書（SecolldAssesslllentReport，SAR）には、人為的な活動が地球規模の気候変動を生じ  

させていること、そして、大気中のCO2濃度の上界が人為的活動によることなどが示されていた。  

S】〕STAは、同報告否を最も代表的な科学的知見として重視すべきであるとすると同時に、IPCC  

に対してはさらに、議定書交渉に役立てるよう、気候変動の地域的な影響に関してさらに検討す  

るよう要請したと報告した。また、SBl（後述）からは、附属書Ⅰ締約国の第1回国別報告香が全  

て受理され、その結果、2〔忙0年までの19卯年レベルでの排出量安定化の目標は、達成できる見込  

みがないことが報告された。  

（4）AGBM4、COP2（1996年7月8日 －19日、ジュネープ）   

AGBM4は、COP2と時期を合わせてジュネープで行われた。COP2は、COPlで話し合われ  

たように、新たな法的文書につき、分析・評佃の段階から交渉の段階に移る折り返し点として位  

置づけられていた。まず、7月8E‖こCOP2の全体会合がジンバブエの環境観光大臣、チェン＝  

チムテンダウエンデ議長の下で開会し、その後、COlつをしばらく延期して、その間にAGBMな  

ど他の関連会議を進めるという日程が承認された。AGI〕M4では、前回に引き続き各国政府の交  

渉担当者がパネルに参加した3種類のハイレベルラウンドテーブル会合が開かれることになった。  

（a）政策・措置   

政策・措置のラウンドテーブルでの主要な議論は、これまでと同様、導入される政策・措置は、  

国ごとにその事惜に合わせて最適のものが選択されるべき（メニュー・アプローチ）であるとい  

う米国などの主張と、いくつかの政芸削ま先進国全体で協調して導入されるべきであるとするEU  

諸国との間で行われた。また、優先的な政策・措眉として、再生可能エネルギーの開発、製品の  

基準設定、エネルギー集約型産業への政策、代替フロン、国家間の航空輸送や紛軸輸送を対象と  

した対策などが挙げられた。さらに、数量日揺と政策・措置との関連づけの方法が問われた。  

（b）数量目樟   

数量日掛こ関するラウンドテープ／レでは、一律削減率か差異化された目穏か；各国に目標を設  

定すべきか、あるいは複数の国のグループにまとめて目標を設定すべきか；法的拘束力を持つべ  

きか、あるいは努力目標程度としておくべきか；モニタリングや遵守の検証の方法；排出量取引  

や目捺年の移動といった柔軟性措置の導入の可能性などが話題に挙がった。ここでは、前回と同  

様の議論が再燃され、新しい進展は見られなかった。  

（c）その他   

前回の途上国からの要望に応え、本会合では、新たに、附属苔l締約国の新たな義務が途上国  

経済に及ぼす影響に関するラウンドテープ／レが開催された。先進国は、途上国から多くの資源や  

農作物、加工品を輸入している。先進国が温室効果ガス対策を講じることにより、経済活動が鈍  

化してしまうと、途上国からの輸入量が減ってしまうのではないかという懸念が途上国にあり、  

特に、産油国をはじめとする資源輸出国が音頭を取っていた議論であった。ここでは、途上国纏  

済への影響があるということについては支持を得たものの、途」二国の輸出量の減少というマイナ  

ス面と、途上国間の取引の活性化、途上国内への投資、といったプラス面のどちらが上回るかに  

ついては、主弓良が分かれた。  
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（d）閣僚セグメントとジュネープ宣言   

7月17日から19日の3日間、COl＞2は閣僚セグメントに入り、1∝）以上もの国の環境大臣がス  

テートメントを発表した。また、それとは別に、7月17日には、スイスのドレイプス内務省長官  

が議長を務めて非公開の閣僚レベルラウンドテーブル会議が開催された。そこでは、まず、IPCC  

のSARについては、人間の活動が気候に影響を与えているという結果を重視すべきであるという  

主弓枝が支持された。また、附属書Ⅰ締約国が温室効果ガス排出量の削減のリーダーシップをとる  

べきであること、2昭〕年までに19鋤年レベルで安定化できそうにない現状を憂いている旨表明さ  

れた。   

このラウンドテ■ブルでの議論をもとにして、その日の夜7時半から翌日午前1時まで、ジュ  

ネープ閣僚宣言案を作成するための閣僚レベル非公式会議が開催された。その秦の作成に際し、  

米国のクラウセン国務次官補は、イギリスのガマ一環境大臣と組み、今までの米国の態度を一転  

して法的拘束力（legally－binding）のある約束を目指すべきとの主弓艮を盛り込み、他方で基準年で  

ある「1り卯年以下に」という文吉を落としたため、カナダや日本などの国は対応に追われた。EU  

は、宣言案を「ジュネープ宣言」と名付けて採択すべきである、と案への支持をすぐに表明でき  

たが、オーストラリアは、内容が明らかになっていない現段階において法的拘束力を持たせるこ  

とには支持できないと発言した。産油国をはじめとする途上国やロシアは、COPの審議プロセス  

自体が不透明であると批判した。最終的には、立言がCOP2によって採択（慮opl）されるのでは  

なく、COIつの報告書の中で考慮（1akenote）されるという扱いで決着がついた。   

COPlから懸案の手続き事項と、ビューローメンバーの選出に関する課題は、今回も合意する  

ことができなかった。また、閉会時には、日本の岩垂寿善男環境庁長官が、COP3を次の年の12  

月に京都で行うことを公式に発言した。  

ジュネープ宣言1996年7月18日 （抜粋）   

気候変動枠組条約COPヱに出席した大臣及びその他の代表団長は、   

2．IR二C第2回評価報告書を現在で最も包括的で権威ある科学的軸告書であることを認識し、気候変動   
の影響とその対策オプションは入手可能であると判断する。．．．中でも捌こ以下の知見は重要である：   

一地域気候が人為的影響を受けていることは明らかである。何らかの対策が採られなければ、地球の平  
均気温は1那旧年と比較して2100年までに約2磨（1～3．5度）上昇すると予測されている。平均海  
面上昇は50センチ（15～95センチ）上昇するといわれている。産業革命前の2倍の大気中過度で安  
定化するためには、地球全体の総排出量は最終的に現在の50％にまで削減されなければならない。   

6，附属雷I締約周が気候変動の抑宥胴こ向けて政策・措置を導入していることを留意し、しかしながらそ   
れが附属書Ⅰ締約国の唯一の醤約ではなく、2000年までに1990年レベルで安定化するためにはさら   
なる努力が必要な国が多いことにも留意し、   

8．法的拘束力のある議定書あるいはその他の法的文書をCOP3にて採択するために、交渉を加速させる   
よう、各政府代表を指導する。その結果は、ベルリンマンデートの委託事項を十分に反映させるもの   
でなければならない。特に、：  

－ モントリオール議定書によって制限されない温室効果ガスの排出源からの人為的な排出及び吸収  
源による吸収に閲し、2005、2010、20三0年といった特定の時間的枠内における抑制及び総量の相  
当の削減の定量的な法的拘束力のある日頼の設定、  
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（5）∧GBM5（199（i年12月9日 －13日、ジュネープ）   

AGBM5では、COP2が終わり、交渉フェーズに入ったということから、条約事務局は、各国  

から議定書案を提出するよう求め、AGBM5までには14の国と地域から、数量目標や政策・措置  

に関する提案が出された24。各国からの主張が具体化される中で議論も進展し始めたが、政策・  

措置や数量目榛に関しては、まだ大まかな方向性だけ示す国も多く、次年の1月15日までに法的  

文書の形態で条文塞を収めた提案を提出するよう求められた。  

（a）政策・措置   

前回の続きで、メニュー・アプローチか、政策の協調導入かが議論の中心となった。EUは、政  

策・措置を（1）必ず導入する政策、（2）協調に努める政策、（3）選択できる政策、の3段階に  

分け、ほとんどの政策が（2）あるは（3）であっても構わないが、いくつかの重要なものは（1）に  

含めるべきだとする提案を行った。また、その提案の中で、対策をとるべき国として、先進国と  

EITを含む「附属番丁締約国」でなく、韓国やメキシコなどの新OECD加盟EEl、加えてその他の  

自主的に取り組む途上国を含めた締約国を念頭においた「附属書X」と示されていたことに対し  

て、途上国から反発があった。その他の多くの先進国は、特定の政策導入の義務を課さないメニ  

ュー・アプローチを支持した。  

（b）数量目標   

数量目擦に対する各国の態度も具体性を増し、交渉の争点が整理されてきた。目標の法的性質  

に関しては、多くの国がジュネーブでの立言を受け、法的拘束力のある目標を支持したが、ノル  

ウェーなどいくつかの国は、ある程度の柔軟性を求めた。また、対象ガスについては、EUや米国  

などはCO2以外のGHGも対象とすべきであるとし、さらに、ノルウェーやカナダなどいくつか  

の国は全温室効果ガスをまとめて一つの目標を設定する「バスケットアプローチ」を主張した。  

これに対し、アルゼンチンやチリなどは、ガスの種類ごとに目標を設定する「ガス・バイ・ガス・  

アプローチ」が好ましいとした。また、マーシャル諸島は、CO2に限るべきであるとした。   

目標レベルに関しては差異化の議論が活発イヒし、具体的な差興化方式に関して各国が見解を述  

べた。ノルウェーやアイスランドは、GI）P当たりの排出量や一人当たり排出量といった基準を複  

数考慮した定式を用いて各国の削減率を算出する案を出した。オーストラリアは、GDP成長率、  

人口の伸び、化石燃料の貿易量、輸出に占めるCOz集約製品の割合、などをもとに公平性の基準  

を定めるべきであるとした。フランスやスイスは一人当たり排出量を基準にした目標設定案を提  

示、日本も一人当たり排出量と削減率のいずれかを選択できる案を提案した25。EUやAOSISは、  

目標年は早い方が対策が前倒しされるので好ましいとしたが、米国は、気候変動は長期的に解決  

24国連文書FCCC／AGBM／1996rMisc・2、FCCC／AGDM／1996〃isc．2／＾dd．1，2，3，4を参臥  
び 

数量目標に関しては、日本は、次の定式を捏来した。「条約附属書Ⅰ締約国は、（刀2排出量を抑制し及び  

削減するための数量目標として、次の三つのいずれかを選択する。（a）（2000＋x）年から（2000＋x＋【5】）  

年にかけてのCO2排出黄の年平均を、一人当たりp炭素トン以下とすること、（b）（2000＋x）年から（2000  

＋x十【5】）年にかけてのCO2排出免の年平均を、1990年の水準からq％以上削減すること。X、p、qに入る数  

値については今後の検討を要する。」  
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すべき問題であるとした。また、アイスランドと日本は、複数年を目標年とする方式を示した。   

さらに、共同実施や排出量取引が目標達成のための手段に用いられるべきであるという主張が、  

米国やカナダによって主張された。米国は、さらに、排出枠のバンキングやボローイング（後述）  

の効果を説明し、これらの柔軟性を高めるメカニズムが費用効果的な対策を可能とするとした。  

（c）4粂1項   

途上国より、先進国の義務が実行に移されるまでは、途上国の義務について議論されるべきで  

ないこと、先進国の支援が途上国の国別報告書提出の義務を遵守するために不可欠であること、  

そしてAIJは、その支援の代替とされるべきでないこと、が繰り返された。これに対し、米国は、  

現在は先進国の義務が先行すべきであるということについては賛成するが、将来は途上国からの  

排出量が急増することを考えると、非附属苔Ⅰ締約国についても、できるだけのことは約束する  

必要があると主張した。  

（d）その他   

法的文書の形態については、議定書か、条約改正かという法的性質の問題についても、議論に  

進展はなかったが、たとえ議定書が成立したとしても、締約国会議や事務局は条約のものとでき  

るだけ重複させるのが効率的だとする意見が大半を占めた。   

また、別の検討課題として、トルコの扱いがあった。トルコは、OECD（経済協力開発機構）  

加盟国であるために条約の附属書I締約国となっているが、これは、自主性にもとづく結果では  

なかった。トルコは、条約を批准できない理由は、経済の発展水準が途上国レベルであるにも関  

わらず附属書1とⅠⅠに含まれてしまっていることにある、と主張し、附属書からの削除を訴えた。  

（6）AGIiM（i（1997年3月3日 － 7日、事諸岡の移転先となったボン）   

AGBM6は、COP3まで1年を切ったことから、本格的な交渉が開始された会合となった。条  

約では、新たな議定書は採択されるCOPの6カ月前には事務局に提出されていなければならない  

と定められているコbため、COP3が12月に開催されることを考えると5月未には議定書実の原型  

が出来上がっている必要があった。ここでは、提出期限とされた1月15日までに各国から提出さ  

れた議定書案が、内容ごとに単純に集約された分厚い議定書案が事務局によって作成されていた27。  

したがって、本会合の作業は、この中で重複するものを削除し、なるべくきれいにまとめなおす  

（st代那11ining）ことであった。ここでは、まだ最終交渉の段階ではないことが強調されたことか  

ら、非公式の作業グループには「交渉グルー7つ」ではない、ということで「ノン・グループ」と  

いう各称がつけられた。論定苔案の中で、前文、定義、改正、発効などの条項を議論する制度  

（institution）ノン・グループは、日本の柴田孝男大使が、また、4条1項のノン・グループは、  

トリニダード・トバゴのエヴァンス＝キングがそれぞれ議長を務めることになった。残りの政策・  

措置と数量目掛こついては、エストラーダ議長がそのまま担当した。  

＝b集約の第17灸の規定。  

コ7国連文書FCCC／AGBM／1997／Misc．1．2を参照。  
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衷1．3 AGBM6時点での各国の数品目棲に関する交渉ポジション  

こ∴－ い．  対象ガス  吸収源  柔軟性措置  

人当たり排出量の目標と、  02のみ  致なし   

ごとに排出バジェ  
9卯年比削減目標かの選択性  
枠削減  ての温室効果ガスの  

〈スケット  ソトを割り当て、取  
lやバンキング、ボ  
－イングを認める  

及なし  口成長見込み、一人当たり  

オースト ラリア  
ての温室効果ガスの  

GDP成長見込み、GDPの覇  ヾスケット  
強度、輸出の排出強度、化  

整料の輸出品の5項目を指標  
として差異化  

ニューン′  
－ランド  

ノルウェ  

アイスラ  
ンド  

国が選択、ある惜期の  ての温室効果ガスの  
ま、その前の削減量より多く  1スケット  

ようにする  
DP当たりの排出量、一人  ての温室効果ガスの  
りの排出量、一人当たり  ミスケット  

D王）の3指標による差異化  
DP当たりの排出量、一人  ての温室効果ガスの  
りの排出量、一人当たり  〈スケット  

DP、再生可能エネルギーの  

吏用割合の4指梧による差異  

体で2010年までに19鎌）レ  スイス  〈スケット  
レより10％削減、一人当たり  

巨出量で差異化  
010年までに19卯年レベル  02、CH4、N20の3  ロトーイングに反対  
り15％肖り減（Elrllには柔軟性  スのバスケット、20  巨出量取引に消極的  

までに残りの3ガス  
含める  

（EU実にl吸収される以前の欧州諸国の提案）  

21世紀末の－・人当たり排出盛  02のみ  

が1．6から2．2tCとなるよう  

異をもうける  
排出量を19卯年比で2005年  

でに10％、2010年までに15  
2（〕一泡削減  

排出量を19卯年比で2010年  
でに5～10％削減  

差異化（特にEI「11に閲し）  

CO2を2005年までに19餌）年  
ベルより20％削減   

国            決まったポジションなし  

02のみ  

イギ  
リス  

ロシア  
AOSIS  

ての温室効果ガス  

Oz、CI一Ⅰ4、N20  軟性支持  
ス・バイ・ガス、まず  巨出量取引や共同実  
02、その後その他の  など全ての柔軟性  

旨置に反対  

巨出量取引や共同実  G77＋中  まったポジションな  

など全ての柔軟性  

置に反対  
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表1．4 AGBM6期間中にEU内で合意された排出量の削減割り当て  

国名  2010年の温室効果ガス（CO2，  

N20）、19如年比  

ベルギー  

デンマーク  

ドイツ  

ギリシャ  

スペイン  

フランス  

アイルランド  

イタリア  

ルクセンブルグ  

オランダ  

オーストリア  

ポルトガル  

フィンランド  

スウェーデン  

イギリス  

－10％  

一25％  

－25％  

＋30％  

＋17％  

0％  

＋15％   

－7％  

－30％  

－10％  

－25％  

＋40％  

0％   

＋5％  

・1＝〔∵  

EU全体  －10％事  

＊ EUの各国の合意した削減量を合計すると10％しか削減できないが、   

残りの5％はEU全体で協調して政策をとることで合計－15％日捺を   

達成することとなった。  
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ほとんどの議論は、従来と同様、各国が自分のポジションを主張するだけで歩み寄りは見られな  

かった。しかし，その中で、各国の捉秦は、以前よりも具体性を増してきた（表1、3参照）。ま  

ず、前回のAGBM以降の提案を発表する場が3月3日にラウンドテーブルの形式で与えられた。  

その中で、米国は、排出量敢引や共同実施を提案の骨格として示し、柔軟性の確保の重要性をア  

ピールした。また、EUは、従来の主張どおり、政策・措置の協渦と一律の削減率を担げた提案を  

行っていたが、その後、5日にルクセンブルグでEUの環境閣僚会議があり．そこでEU全体と  

して2010年までに温室効果ガス排出量を15％削減という交渉ポジションが合意されたことから、  

それがEUの公式のポジションとしてボンに伝えられた（表1．4参照）。EUは、一律削減率の  

掟案を維持したが、EU内では、30％削減するルクセンプルグから40％増加を認められたポルトガ  

ルまで差異がつけられていたことから、日本やノルウェーなど差異化を支持する国による差異化  

のラウンドテーブルでは、その説明に苦心することになった2A。  

（7）AGBM6から7までの間の動向   

COP3まで残された時間が少なくなるに従い、各国の動きがAGBMの外でも活発に行われる  

ようになった。   

まず、4月23、24日には、日本政府が、COP3のホスト国として東京で先進国の非公式会合を  

開催し、議定書の主要項目に関する意見の一致する点を模索した。ここでは特に合意が得られた  

わけではなかったが、率直な意見交換が可能となった。また、その間、条約事務局は、AGBM6  

で整理された文章にその後の各国の提案を盛り込み、5月には、議定層テキストとして、各国に  

配布された。今後は、これをベースに残された時間を交渉にあてることになったっ9。   

6月には、1（）、1フ日にボンで途上国の代表を含めた非公式会合が開催され、エストラーダ議長  

が今後の進め方について、各国の意見を聞いた。また、同月20日には、米国のデンバーで主要国  

首脳会議、続いて23日から27日までは、ニューヨークで国連環境開発特別総会（UnitedNations  

Ge11じralAsselllblYSpecLalSessioIT，UNGASS）が開催され、いずれの会合においても、気棋変動問  

題が重要な議題となった。UNGASSで採択された決議では、それまでAGBMで用いられてきた  

「排出量の抑制および削減（tinlitatiollandreduction）」の代わりに「排出量の削減」が、また、  

「相当な（sigll拍以nt）」削減という言葉が用いられた点においては前進であった。しかし、COP2  

の閣僚宣言案の時と同様、今まで基準年とされてきた「1990年」を入れることができなかったな  

ど、今後の交渉の厳しさを暗示する部分も見られた。   

さらに、7月には、米国の上院のバード民主党議員が投出した決議（その名をとってバード決  

議と言われる）が採択された。これは、（1）発展途上国にも先進国と同様に排出量に関する目  

標を設ける（2）米国経済に深刻な打撃を与える削減義務は受け入れない、といった内容の決議  

28 EU案への非難に対し、ドイツは、「合意が可能であれば、差異化でも構わない。しかし、EU内では政  

治的に合意が可能であったが、附属書Ⅰ全体が残された時間内で合意できる差異化の基準が見つかるとは思  

えない」と反論している。  

29国連文雷FCCC／AGBM／1997／3／Add．1を参隠，  
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デンバーサミット共同宣吾 19卯年6月22日 （抜粋）   

一 気候変動枠組集約COP3では、べ／レリン・マンデートに合致し、数量化されたかつ法的拘束力のある  
排出の目頼を含む強力な合意を形成しなければならない。我々は、2010年までに温室効果ガス排出の相  
当の削減につながるのに十分な、効率的でかつ費用対効果が高い政策および措置が必要である。  

国連環境開発特別総会「新アジェンダ」1997年6月27日 （抜粋）   

一 気候変動枠組条約COP3では満足のいく結果が得られなければならない。2005年、2010年、2020  
年のような特定の時間的枠組みの中で温室効果ガスの相当な肖Ij減となる法的拘束九現実性、衡平性の  
ある目頼が考慮されることが必要である。  

であり、その後の米国の態度をさらに硬直化させる一因となった。  

（8）AGBM7（1997年7月28日 － 8月7日、ボン）   

前回のAGBMまでは、NGO等の傍聴が認められていたが、AGBM7からは、実質的な交渉フ  

ェーズに入ったため、会議の大半が非公開となった。また、議定書菓を、AGBM6に引き椀き、  

その内容に応じて4項目（政策・措置、数量目標、第4粂1項、制度的条項）に分割し、それぞ  

れノン・グループを形成した。政策・措置ノン・グループの議長には、モーリタニアのモハメッ  

ド＝オウルド＝エル＝ガオス、数量目榛ノン・グループの議長にブラジルのルイズ＝ジルバン＝  

メイラ＝フィルホが選出された。   

5月末に事務局から提出された議定書案をたたき台にして、比較的重要性のない部分について  

は、最終文に近い条文が出来上がっていった。しかし、少しでも国家間の対立がある部分につい  

ては、まだあと一回のAGBMが残されているという気持ちから、本格的な交渉は後回したされた。  

（a）政策・措置   

COP3まで残り4カ月に迫っても、自主性を重んじる米国と、協調を主張するEUは、独自の主  

張を繰り返すだけであった。その中で、日本や豪州はその中間に立ち、欧州案ほど詳細な政策措  

置まで本議定書で定める必要はないが、省エネ推進や吸収源の保全など、ほぼ支持が得られてい  

る範囲での大まかな方向性は示しておいてもよいのではないかという立場を維持した。本会合の  

終わりには、この中間意見を持つ国がその主張をまとめ、EUや米国に歩み寄りを打診する状態に  

まで進められた。  

（b）数量目捺   

先進国の2000年以降の新たな目標については、前回のAGBMにおいてEUが投薬した15％削  

減という数値に対し、・他の先進国は、EU案を非現実的と批判しながら、自らは具体的な数値を示  

せないでいた。差輿化を主張する国は相変わらずその主張に固執し、日本は、他の先進国と比べ、  

co2の一人当たり排出量が少ないため、これを考慮した負担配分が必要と主張した。また、オー  

ストラリアは、先進国での化石燃料消費量の削減が、石炭の輸出国に与える経済的損失を考慮す  
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べきとした。さらに、米国は、国際的排出量取引制度を］是稟の主眼におき、数量目標に関しては  

最低限度の発言にとどめた。これらの主張の隔たりは大きく、今回のAGlうMでも、各国が自らの  

立場を主張する以上に進展はなかった。  

（c）4条l項   

途上国の義執こ関しては、ベルリン・マンデートにもとづき、条約に示されている義務を確認  

するとの内容についてはほぼ合意が得られていた。しかし、特に米国のバード決議などに象徴さ  

れるように、先進国の間では、今後、急激な排出量増加が予想される中国やインド等途上国の排  

出量に閲し、なんらかの形で制約をかけようとする効きが強くなりつつあり、それを懸念する途  

上国との間で議論はほとんど膠着状態となった。  

（d）制度的、手続き的条項   

前文の必要性、新たなメカニズムの必要性など、利害関係の生じない条項から着手し、各国の  

意見が徐々にまとめられた。その中で、各国の義務の遵守を監視する制度や、気候変動の影響、  

気候変動を抑制する政策の影響で被害を被る国への補償制度等に関する議論が、今後の残された  

議題となった。  

（9）AGBM7から∧GBM8までの間の動向   

AGBM7が終了しても、主要な部分にはまだ具体的な内容が書き込めずにいた。特に、数量目  

標については、EUがAG13M6で】5％という数値を出した後も、JUSSCANNZ諸国（JUSCANZ  

にスイスやノルウェーが加わり綴りが変えられた）は、「現実的な（rcalistic）、効果的な（erfective）、  

公平な（equitable）な目捺」という表現を繰り返すにとどまり、数値を提案できずにいた。エス  

トラーダ議長をはじめ、EU諸国や途上国は、先進国に対して早期に数値を提案するよう要求、各  

国は国内外での調整の最終段階に入った。   

日本は、9月9、10日に、米国、ドイツ、オーストラリアなど先進国11カ国の交渉担当者が出  

席する非公式会議を東京で開催し、意見交換を進めた。また、国内においても、8月27日に第1  

回「地球温暖化問題への国内問題に関する関係審議会合同会議」を開催し、関係省庁聞の調整を  

本格化した。調整は難航し、り月いっぱい時間を要したが、tO月6日付けで「基本削減率5％、  

ただし、GDP当たり排出量あるいは一人当たり排出量が附属番Ⅰ締約国平均よりも低い場合、あ  

るいは、今後の人口増加率が平均を上回る場創ま、その分だけ削減率を下げられる」という主旨  

の案を条約事務局に提山したjO。ここでは、それまでCO2のみに限定していた対象ガスについて  

も、CH4及びN20を含む3ガスを対象とすると変更していた。   

一方、米国でも、10月6日にクリントン大統領が産業界、科学者、環境団体などの代表者を招  

いて、気候変動に関するホワイトハウス会議を開催するなど、米国政府の意思統一が図られた。  

（10）AGBM8（1997年1（）月22日 －31El、ボン）  

30国連文暫FCCC／∧GBM／1997／Misc．1／Add．6を参照。この差異化にもとづいて計算すると、日本は－2．5％、  

米国一2．6％、ロシアー5％、スイスー1．3％となり、実際には、附属彗Ⅰ締約国全体で－3．2％となる。  
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COP3前の最後の交渉会合となったAGBM8の初日（22日）、米国では、クリントン大統領が  

本交渉に対する米国案を発表した。この模様はCNNにて夜のボンにもリアルタイムで伝えられた。  

「2（カ8年から2012年までの5年間までに、温室効果ガスの純排出量を19咲）年レベルで安定化、  

さらに、排出量月支弓】や共同実施といった方策が認められ、現条約では排出員に関して義務を負っ  

ていない途上国に対しても何らかの義務が課されることが条件」という米国案は、以前から予想  

されていたものであったため、特に驚きもなく受け止められたが、決して気候変動対策に前向き  

な提案ではなく、今後の交渉が難航することが予想された。   

交渉は、前回のAGBM7の結果をもとに議長の修正を経て提出された新たな議長案をもとに、  

前回と同様、4つのノン・グループに分かれ、並行して交渉が進められた。  

（a）政策・措置   

提示された議長案は、前回のAGBMでの議論を受け、米国とEU諸国との妥協を図るような内  

容となっていた。今回は、これをもとにさらに協議を進め、主要項目について調整の進展が見ら  

れたが、政策分野リストの位置づけ、政策調整の是非について検討課題が残された。  

（b）数量目的   

20（刀年以降の排出量の日掛こ関する各先進国の立場が明確になったが、数値そのものにはほと  

んどふれられず、その数値の前提となるさまざまな点で議論が紛糾した。   

まず、第1に、∧GBM交渉を通じて最大の問題となっている先進国間の相対的な負担配分方法  

があった。あと一ケ月で差異化の基準に関して合意を得るのは無理として、→枠削減を主張する  

EU及び米国に対し、日本をはじめとする他の先進国は、各国の事情を反映した差異化が必要とい  

う主張を続けた。差異化を主唱する国で非公式会合を重ねたが、具体的な差異化の基準をまとめ  

るには至らなかった。   

第2の点としては、「EUバブル」の問題があった。EUが議定書案をまとめた際、他の先進国  

に対しては一一枠削減目標を提示しながら、EU諸国内ではドイツや英国が他のEU諸国の増加分を  

負担するといった合意がEU諸国間だけで形成されており、ある国が目棲を達成できなかったた  

めにEU全体が目標を達成できなかった時の責任の所在が不明確、EUに新たな加盟国があった場  

合の扱いが不明、EU内では差異化をしている、といった点で、他の先進国から批判されていた。  

今回も批判が開かれたにとどまり、解決への進展は見られなかった。   

第3には、対象ガスの問題があった。日本及びEUは、計測が確実なCO2、メタン（CH4）、  

亜酸化窒素（N20）の主蟄3ガスの排出量のみを対象とすべきだとしたが、米国等のその他の先  

進国は、対象ガスはその他のハイドロフルオロカ，ボン（HFC）、パ．フルオロカーボン（PFC）、  

六フツ化硫黄（SF6）等のガスも含めるべきだとしていた。また、土地利用変化及び林業の分野に  

おける吸収量の増減についても、日本やAOSISは不確実性が大きすぎるとして考慮すべきでない  

としたが、オーストラリアやニュージーランド等多くの国は、排出量から吸収量を差し引いた純  

排山蓋（ネットアプローチ）を主弓良していた。いずれを選択するかによって目標とすべき数値は  

大きく変わるために、この間題についても各国とも自らの主矧こ固執するに終わった。   

第4には、基準年及び目標年の問題があった。基準年は、特殊事情を有する東欧諸国を除いて  

は19卯年を基準年とすること、また、目標年については、2005年、2010年といった単年を主弓艮  
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していたEU諸国が、米国の5年バジェットアプローチを受け入れつつあるという点で進展が見  

られた。   

さらに、第5の点として、排出量取引や共同実施があった。従来EUは、排出量取引が経済学  

的には費用効果的な手法であっても、実際に導入するには時期尚早であるとして反対し、先進国  

間に限って共同実施を認めるとしていたが、排出量取引の導入に固執する米国に妥協して、認め  

る方向に動き始めた。他の先進国は、排出量取引、共同実施を途上国も含め積極的に活用し、世  

界全体で温室効果ガスの排出量を抑制するメカニズムの確立を支持する向きが多かった。しかし、  

他方、途上国は、このような取引は、先進国が自らの賀任を途上l割こ押しつける抜け穴であると  

して、強く反対した。途上国は、たとえこのような取引が先進国間だけで合意されたとしても、  

メカニズムが一旦導入されてしまえば、近いうちに途上国にも参加が要請される可能性が高いと  

考え、先進国間に限定した取引に関しても、不支持を表明した。  

（c）4条l項   

途上国の義務について、先進国は条項の範囲内で、可能な限り具体的な措置を求めようとした。  

しかし、途上国は、このような措置は追加的なもので受け入れられないとして、歩み寄りは見ら  

れなかった。その結果、途上国から提奏される条項は、条約にある条項とほとんど変わりないも  

のになり、それを具体化して発展させようとすると、今度は附属苔l締約国の政策、措置の条項  

と類似するものになるなど、まとまりのない交渉が続いた。   

また、途上国の対策のための資金的、技術的支援がさらに必要との途上国の主張に対し、先進  

国側は、地球環境ファシリティー（GEF）等の既存の資金メカニズムを有効利用すべきとの立場  

にたっており、この間題についても合意が得られなかった。  

（d）組織及び手続きに関する条項   

その他の項目では、締約国会議の構成、不履行を是正する措置、議定零加入国の責任分担、発  

行要件等の点については、COP3に持ち越しとなったが、前文、定義規定、最終条項等について  

は、大きな対立もなく、かなりまとまったテキストが作成された。  

（11）AGBM8以降COP3まで   

AGl〕M8で、数量目標や途上国の参加など、本質的な項目にはほとんど進歩が見られなかった  

ことを受け、11月8、9日には、急遽、先進【茎＝3カ国および途上国8カ国国が参加した非公式閣  

僚会合が東京で開催された。また、11月24日には、カナダ、′〈ンクー′く－でアジア太平洋経済協  

力会議（APEC）が開催され、参加国の首脳会談の際に、気候変動も一つの議題とされた。この  

ような会合は、最終的な合意には至らなかったものの、率直な意見交換の場として重視された。  

11月下旬には、オーストラリアが、独白の計画として、「2010年までに28％増加すると予想さ  

れている排出量を18ウち増に抑える」という案を発表した。安定化か削減かという議論が中心とな  

っている中で的をはずしたような数値であったが、数主語目桔の件は、CO円を待たないと解決し  

ないという雰囲気になっていた。  
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5．枠組条約にもとづく補助機関の会合   

COPlからCOP3に至る2年半の閑には、議定書交渉を扱ったAGBMだけではなく、条約の規  

定にもとづく、あるいは条約の規定を具体化させるための補助機関の会議が並行して開催されて  

いた。この繍助機関は、条約に定められ、COPユ でその活動が正式に認められたものである。こ  

こでの議論は、条約の規定を実践に移すために必要な議論として、議定書交渉と同レベルの重要  

性をもつと同時に、議定書交渉に間接的に影響を及ぼした。そこで、これらの補助機関における  

議論についても、ここで概要をまとめる。  

（1）科学上及び技術上の助言に関する補助機関（Sl〕S′l、A）   

条約第9粂では、気候変動こ関する科学的及び技術的事項に関する情報及び提言を提供するこ  

とを目的として、SBSTAの設置が求められている。この機関の主要な役割は、1PCCをはじめと  

する科学者や対策技術に関する知識を有する専門家から提示される知見を国際交渉に反映させる  

こと、また、国際交渉に必要な知見を科学者に提示すること、いわば、科学者と政策決定者との  

間を取り持つことであった31。   

COPlでその設立が正式に決議され、ハンガリーのテイボー＝ファラゴが議長に選出された。  

（a）第l回SBS’rA（SBSTAl）（1995年8月28日 － 30日、ジュネープ）   

SBSTAlは、AGBMlに引き絞いて開催された。ここでの主要な議題は、科学的評価32、附  

属書1締約国からの国別報告書の評価、非附属書Ⅰ締約国からの第1回目の国別報告書jjの授出を  

促進するための方法、パイロットフェーズ下のAIJ、技術移転の方法であった。AIJに関しては、  

その評価方法のための枠組みが議題となった。また、技術移転に関しては、2つのテクニカル評  

価バネ／レ（TAP）を作るという案が出されたが、20名の専門家を集めてチームを作るという実に  

対してサウジアラビアから反対があり、結論は出せずに終わった。  

（b）SBSTA2（1996年2月27日 － 3月4日、ジュネーブ）   

AGBM3に合わせて開催されたSBSTA2での議題は、前回と同様であったが、科学的評価の  

議題の中で、1PCCのSARの結果の承認については、今回も産油国が承認せず、コンセンサスで  

承認することができなかった。  

51条約第9条には、r当該補助機関は、締約国会議及び適当な場合は他の繍助機関に対し、この条約に関連  

する科学的及び技術的な事項に関する時宜を得た情報及び助言を提供する」とあり、その任務として「（a）気  

候変動及びその影響に関する科学上の知識の現状の評価を行うこと、（b）この条約の実施に当たってとられ  

る措置の影響に関する科学的な評価のための準腑を行うこと、（c）革新的な、効率的な及び最新の技術及び  

ノウハウを特産すること並びにこれらの技術の開発又は移転を促進する方法及び手段に関する助言を行うこ  

と、（d）気イ床変軌こ関する科学的な計画、気候変動に関する研究及び開発における国際協力並びに開発途上  

国の固有の能力の開発を支援する方法及び手段に関する助言を行うこと、（e）締約国会話及びその補助機関  

からの科学、技術及び方法論に関する質問に回答すること」と定められている。  

ユニ 枠組条約に基づく各国の政策や数量目標の科学的知見による評価の方法に関するIPCCとの連携などを指  

す。  
討条約第12粂5項には、非附属書Ⅰ締約国は条約がその回について効力を生じた後又は第4条3項の規定  

に従い負金が利用可能になった後3年以内に最初の情動の送付を行う、とある。  
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（c）SBS「rA5（199（5年7月9日 －1（う日、ジュネーブ）   

SBSTA3は、COP2に合わせて開催された。ここでも引き続き、IPCCS＾R報告書の評価が最  

優先の議題となり、本議題についてSl主lと共同で討論を進めた。大半の国は、SARを、現段階で  

入手可能な気候変軌こ関する科学的知見の包括的な評価として受け入れる姿勢を示したが、ロシ  

ア及び産油国は、報告書は幅った結論を出しているとして承認しなかった。結局、対立している  

部分をカギ括弧の中に入れたままで、COP2の最終会合に報告することになった3㌔ また、附属書  

Ⅰ締約国からの国別報告書に関しては、作成のためのガイドラインを改定する作業を開始すべきと  

の意見が日本、米国から出された。これは、最終日の決掛こ取り上げられた35。   

非附属苔l締約国の第1匝＝司別報告番の作成については、それに必要な資金的、技術的支援が  

確保されることが前提とする途上国からの主張があり、それを強親した決議が採択された36。   

Aり′くイロットフェーズに関しては、その評価の中間報告や意見交換のためのワークショップ  

開催を支持する米国や日本、パナマなどの国と、そのようなワークショップは、議定書が採択さ  

れるであろうCOP3後に行うべきであるとする中国やマレーシアなどの意見が対立したが、最後  

の全体会合では、AIJパイロットフェーズを今後とも継続していくことだけが決議された37。   

さらに、気候変動枠組条約関連7セセスにおける非政府組織（NGO）の参加方法が議題となっ  

た。従来、本プロセスでは、NGOには議場に入り政府担当者と話し合うなどかなりの自由が認め  

られていたが、INCllでは、その活動が活発になりすぎて本来の交渉を妨げることになったとい  

う経緯から、政府関係者の座席への接近が禁止され、発言が与えられる機会も制限された。NGO  

は、NGOとしての発言権を獲得する必要性を主張し、本会合における議題となった。しかし、  

NGOには、環境NGO、産業界NGO、自治体NGOの3槙類があり、それぞれのグル，プが異な  

る意見を取りまとめ、NGO全体として統一見解に至ることができず、その結果、決議はなされな  

かった。  

（d）Sl∋S′11A4（1996年12月16日 －18日）   

SBSTA4は、AGI〕M5と合わせて行われた。ここでは、まず、今後のJPCCとの協力体制に  

ついて話し合われた。この中では、国別報告書に盛り込む温室効果ガス排出量・吸収量の目録  

（inヽ7占ntor）′）作成のためのIPCCガイドラインの1996年改定バージョンが正式に受け入れられた。  

しかし、気候の事情による数字の調整札や、国際バンカー燃料39、目録提示時と排出が生じる時期  

とのタイムラグ0、今後の検討課題に関する意見が出された。また、この改定版ガイドラインをい  

封国逓文書FCCC／CP／1996iL．11を参駄  
35 国連文書FCCC／CP／1996n＿．13を参軋  

36国連文書FCCC／CP／1996几．12を参隕。  

37国連文書FCCC／CP／1996／L7を参吼  

3良デンマークやオランダなどいくつかの国では、平年よりも暖冬であった1990年に、暖房のためのエネル  

ギー消費量が少なかった分だけCO2排出員が少なくなっているとして、その後の目録算定の際に、気温の遠  

いの分だけ数値を調整して報告していた。  

39国際輸送に伴って排出される（二02はどの回の排出員として帰属されるべきか、といった議論。第1回目  

の国別報告書では、国の総排出寅の内訳に含まれていない。  
朋 ものが生産されたり、消費された時点で目録に示すぺきだとする「潜在アプローチ」を主礪する米国など  
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つから用いるぺきかについて、日本などは、なるべく早く用い、基準年である19弧年の排出量も  

このガイドラインを用いて算定しなおすべきだとしたが、算定しなおしには晴間がかかるので、  

1997年の目録では、できる国だけが自主的に用い、1998年からは義務とすることになった。   

また、AIJに関しては、現在進められているパイロットフェーズの報告のための統一報告フォ  

ーマットが議論されたが、AIJの重要性の認識に温度差があり、結論は次回に持ち越しになった。  

（e）SBSTA5（1997年2月25日－28日）   

AGBM6の前の数日間を使って開催されたSBSTA5では、前回と同様、1PCCとの協力、国別  

報告書、技術開発と技術移転、AIJに関する議論が行われた。技術開発と技術移転に関する議論  

では、中国などの途上国より、技術と技術情報のニーズに関する報告書が捏担されるヰ1とともに、  

アムステルダム大学による技術ニーズに関する報告昏が提出された。この議論については、今ま  

でほとんど進展が見られなかったが、今回このような報告書が出されたことにより、内容面での  

意見が表明されるなど、進展が見られた。   

また、AIJに関しては、前回から議論されていた報告のための統一報告フォーマットが合意さ  

れ42、今後一層のAIJパイロットフェーズの発展が期待されることとなった。  

（r）Sf∋S「A6（1997年7月28日－7月30日）はAGBM7に合わせて開催された。ここでは、  

まず、SBIとの作業分担について話し合われ、SBSTAは、国別報告書を比較可能なものにするた  

めのガイドライン作成、条約の実施状況を評価する上で必要となる科学・技術・方法論的知見の  

提供、Aりパイロットフェーズの報告書の中での科学・技術・方法論的知見に関する部分、研究  

や体系的観測、教育、訓練、世論の啓発、情報提供に関わる部分に関して全面的に責任を負うこ  

とになった。   

方法論に関する問題については、技術に関する新たな機関、1「rAP、の設立を産油国をはじめと  

する途上国が主張したが、より全般的な内容にとどめた報告書の採択に向けて議論がつめられた。  

その報告書では、G一丁G日銀作成に必要となるGHG排出量や吸収易の予測に関する方法論、また、  

特定の政策・措置の効果や監視に必要となる手法が今後具体的に検討すべき優先事項として挙げ  

られた。また、Jl下でのクレジット算定方法に関しては、米国やEUが早期に取り組むべき課題  

として主張したのに対し、途上国は1時期尚早として議題とすることに反対し、延期されることと  

なった。   

また、「他の国際機関との協力」の議題では、国際海洋委員会（Tntemaliona10cαmOgraphlC  

Conlnlission．70C）、GEF、世界気象機関（WorldMctq）rOlogicalOrganlZalion，WMO）、国連環境  

計画（mEP）がそれぞれ協力の必要性に関して報告した。また、IPCCは、第3回評価報告書（Third  

Assessment RepoIt．TAR）が200（ト年にまとまる予定であるとし、そこではセクター別、地域別の  

分析を重視している旨報告した。  

と、実際に大気中に温室効果ガスが排出された時点とすべきであるとする「現実アプローチ」を主張する日  

本などとの聞で意見が分かれていた。  

Jl国連文書FCCC／SBSTN1997／Misc．1を参軋  

l＝国連文書FCCC／SlうSTA／1997／4を参照。  
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（g）SBST∧－ 7（1997年10月20日－28E】）   

SBSl「∧－7 では、COP3への決議に「射ナて、今までの議論を取りまとめた。   

他の国際機関との協力に関しては、pCCの議長ロバート＝ワトソンを招待し、TARの概要に  

ついて説明を受けると同時に、AGBM側からの要望を伝えた。また、国際民間航空機開（InternatlOnal  

CivilAviationOrgamzation，lCAO）からは、ジェット燃料による温室効果ガス排出量の抑制に閲し、  

今後ともCOPと協力していくと報告がなされた。   

附属書Ⅰ締約国からの国別報告訊こついては、ほぼ全ての国別報告書で1996年ガイドラインが  

用いられており、国ごとの比較がしやすくなったとの報告が事務局からあった。同様に、方法論  

的な問題についても、排出目録作成のための諸手法に関する報告書が提出された。その中で、多  

種の温室効果ガスの温室効果の比較に必要となる温暖化係数（GlobalWarmingPotenlial．GWP）の  

数値については、不確実ながら今ある最良の手法とする米国と、慎重に扱うべきとするマレーシ  

ア等の国とで意見が分かれた。   

AIJに関しては、67のプロジェクトがパイロットフェーズ下で実施されている旨報告があった。  

そのプロジェクトの評価について、部門や地域に偏りが見られるという途上国の指摘や、パイロ  

ットフェーズの評価のための報告に必要なデータが具体化されるべきというEUの主張等があっ  

たが、それらをまとめてCOl）3に上げられることになった。一方、技術移転に関しては、技術移  

転に必要な経費やそれを目的とした機l乳設立に関して、先進国と途上国との間で議論がかみあわ  

ず、複数の選択肢を残したままCOP3に上げることになった。また、専門家の登録制度について  

も議論され、登録された312名の専門家のうち、1糾名が附属書1締約国の専門家であることが報  

告され、地域別の均衡が今後の課題とされた。専門家登録の延長上としてITAP設立についても  

検討されたが、決議の主要な論点は、専門家登録に関するものとなった。  

（2）実施に関する補助機関（SBl）   

条約第10条の規定には、条約の効果的な実施について評価し及び検討するために、SBlを設け  

ることと定められているJ3。SBSTAと同様、SBIもCOPlの決議を受けて、正式に活動が開始さ  

れた。SBl議長には、モーリタニアのモハメッド＝オウルド＝エル＝ガオスが選出された。  

（a）節1回SBI（SBIl）（1995年8月31日－9月1日、ジュネープ）   

SBIlでは、附属召1締約国からの国別報告書に対する詳細レビューの手続き、予算、資金供  

給メカニズムが議題となった。また、今後の予定として、COPに対して、GEFを気候変動枠組条  

約の資金供給メカニズムとして確定する覚え書き（MemorandumorUnderstandlng，MOU）を採択す  

るよう勧告した。  

（b）SB12（19り6年2月27日 － 3月4日）  

揖条約第10粂では、この役割として、（a）気候変働に関する最新の科学的な評価に照らして、締約国によっ  

てとられた措置の影響を全体として評価するため、第12条lの規定に従って送付される情報を検討するこ  

と、（b）締約国会議が第4条2（d）に規定する検討を行うことを補佐するため、第12灸2の規定に従って送  

付される情報を検討すること、（c）適当な場合には、締約国会議の行う決定の準備及び実施について締約国  

会議を補佐すること」と定められている。  

－27－   



この会合では、前回の議題に加え、技術移転の方法、事務局のボンへの移転が話し合われた。  

また、附属書Ⅰ締約国からの国別報告書が出されているが、温室効果ガス排出量や吸収源の計算  

手法がまちまちであるために国ごとの比較ができないという問題が挙げられ、比較を容易にする  

ためにはIPCCガイドラインの改定が必要であるとの認識が得られた。  

（c）SBI5（1996年7月9日 －1（〉日）   

SB13では、SB11で勧告されたGl三FとのMOUの附属書について議論された。GEF側はそ  

れをすでに承認していたが、SBIの方では、途上国より、非附属番Ⅰ締約国が国別報告書の作成に  

必要な新規の追加的費用について負担されるべきという新たな代替案が提出されたために、再度  

議論が必要となった。この議論は合意を見ることができなかったので、その議論をCOP2の決議  

として報告するGEFへのガイダンス封が承認されたにとどまり、MOUは採択されなかった。  

（d）SBI4 （1996年12月10日 －11日）   

GEFとのMOUについて引き続き議論された。SBIの方では、前回の会合で途上国が出した代  

替案に沿う決議と附属書をCOP3で取り上げるよう勧告することで合意された。  

（e）SBI5 （1997年2月25日－28日）   

ここでは、GEFを暫定機関とするメカニズムを見直す作業の開始、COP3の運営方法、先進国  

及び途上国からの国別報告書の通報形式、6月のUNGASSへの報告、予算、などについて議論  

された。運営に関わる事柄には合意が得られたが、GEFの見直しについては、先進国と途上国と  

の間の対立が続き、今回も解決は見られなかった。  

（O SBI6（1997年7月28日 － 8月5［り   

SBI6では、まずSBSTAとともに作業分担について議論した。その結果、SBIは、国別報告書や  

その他の文書の作成に必要なガイドラインの設定、技術移転に関して条約に示された内容が実施  

に移されているかの評価、NGOの関与、AIJ評価のための支援、に閲し責任を負うことになった。   

また、附属苔Ⅰ締約国の第2回国別報告番の詳細レビ ューの日程調整が議題となった。第2回  

の報告書は同年の4月までに事務局に提出しなければならなかったが、日本を含め、まだ提出し  

ていない国も多く、報告書の提出が強く求められた。さらに、非附属書Ⅰ締約国の国別報告書作  

成に必要となる技術や資金の移転に関しては、今後とも地域別のワークショップを開催するなど、  

さまざまな支援を実施していくこととされたが、支援の大きさについて先進国と途上国との意見  

が合わず、決議は次の会合に持ち越されることになった。   

資金供給メカニズムに関しては、GEFを気候変動関連の永続的な資金供給機関とみなそうとす  

る先進国と、GEFは暫定的な機関としてはよいが、長期的には新たな機関が必要となると考えら  

れ、その評価をCOP4までに持ち越すと主張する途＿L二国が対立した。決議にはこの2塞が代替案  

として併記された。  

NGOの参加方法も、議題の一つとなった。産業NGOは独自の協議メカニズムを主張したが、  

環境NGOはより透明性を高め、巾詣手続きを簡素化することが重要であるとした。この議題は  

次回に持ち越されることになった。  

JJ国連文書FCCC／CP／1996几．9を参照。  
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（g）Sli17（1997年10月20日－2ウ日）   

SBI7は、COPl前の最後のSBIとして、今までの議論を総括するものとなった。   

附属番Ⅰ締約国の国別報告書に関しては、8月15日までに18ケl茎1が第2回国別報告書を提出し、  

その報告を集約した報告書が提出されたJ5。それによると、報告書を提出したほとんどの締約国で  

は、1り卯年以来CO2排山量が2～10％の割合で増加しているということが指摘された。この報告  

に対し、途上国からは、技術移転に関する報告が少ない、詳細レビューへの途上国からの専門家  

の参加が必要、といった意見が出された。Sl）lからCOP3に向けた決議では、COP3が、各附属苔  

I締約国に対し、1996年の改定版ガイドラインを用いること、また、国別報告書の概要がFCCC  

事務J苛から公式文書として出すことを決定するよう求めている。   

また、非附属書Ⅰ締約国の国別報告召に関しては、途上国からの第1回の国別報告書提出を促  

進するための方策が引き続き検討された。COP3に向けた決議では、FCCC事務局に対して、報告  

書作成に関するワークショップの開催、及び、1998年3月までに投出された報告書のまとめを求  

めた。その他、報告書の集約や詳細レビューの形態に関しては、合意が得られずに今後の検討事  

項として残された。   

資金供給メカニズムに関しては、GEFから、気候変動関連で5．7偵ドルが使われている主旨の  

報告がなされた。また、GElごを今後も主要な資金供給メカニズムにしようとする先進国と、永続  

的な別個のメカニズムを期待する途上国との間で折り合いがつかず、2つの決議案がCOP3に上  

iずられることになった。AIJに関しては、その後の扱いが議論となった。米国やカナダは、2000  

年以降はクレジットが認められることを前提に手法が議論されるべきだと主張した。これに対し、  

途上国は、AIJがまだ十分に実施されておらず、その効果が評価されるまでは、クレジットの話  

をすべきではないとした。この議論はまとまらないままCOP3に移されることになった。   

また、条約の改正に関する4つの提案をCOI）3に提出するか否かが議論された亜。第1には、パ  

キスタンとアゼルバイジャンから、トルコを附属望1締約国からはずすよう提案があった。第2  

には、EUから、議定書への投票に際しコンセンサスが得られなければ4分の3の多数決で採択す  

ることができるようにする、という改正案があった。第3には、サウジアラビアより、附属書Ⅰ  

締約国が技術移転等を含めて全ての必要経費を出資するという提案、第4には、チェコスロバキ  

アをチェコ共和国とスロバキアに分けるというものであった。第4以外には合意が得られず、  

COP3に持ち越されることになった。  

（3）第13粂に関するアドホック・グ／レープ（AG13）  

1992年までの条約交渉では、実施に関する問題の解決についてなんらかの手続き規定を設けよ  

うとする動きがあったが、限りある時間は他の条項の交渉に費やされたことから、ほとんど手つ  

かずのままCOPlでの検討事項として成された。COPlで、この多国間協議手続き（Multilateral  

c。nSultEIti、′eProccss．MCP）に関する検討の開始が決議され、イギリスのパトリック＝ゼルが議長  

J5 国連文書FCCC／SBIノ1ワ97／19を参臥  

J6 Bl適文吉FCCC／SBl／1997／15を参照。  
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として任命された47。その検討グル，プは、AG13（AdhocGroupoIIArticle13）と命名された。  

（a）第l回AG13（AG13－1）（1995年10月30、31日、ジュネープ）   

第1回目の会合は、AGBM2と同時期に開催された。この会議の前に、望ましいMCPに関し  

て各国にコメントを要請してあったが、これに対して、19の締約国と1非締約国、10のNGOか  

ら回答があり、それをまとめた報告書が作成されていた4㌔本会合では、その報告書をもとに意見  

交換がなされた。  

（b）AG13－ 2（1996年7月10日、ジュネープ）  

AG13－ 2は、COP2に合わせて開催された。7月9日に、1LO（国際労働機関）やGATT（貿  

易に関する一般協定）、モントリオール議定書などの専門家を招いて、パネルディスカッション  

を開いた。そこでは、他の国際間題の解決に有効に機能している多国間協議プロセスの中から学  

べることについて議論され、透明性を高めることや、NGOを参加させるなど、いくつかの点が気  

候変動でも利用できると認識された。このパネル協議の結論を受けて翌日開催されたAG13では、  

前回の各国からのコメントの結果に関して話し合われたが、MCPの具体的な概要については、次  

回の会合に持ち越されたJ9。  

（c）AG1ユー 3（1996年12月16－18日、ジュネープ）   

第3回会合は、AGBM5の会期中に行われた。ここでは、今までの分析プロセスで得られた知  

見をもとに、実質的な議論が始まった。MCPの基本的性質（透明性の確保、非対立的、専門性な  

ど）、機能（助吾機関か監視機関か、条文の解釈機能を認めるかなど）、制度（構成人数、専門  

家のみか政府関係者を含むかなど）、手続き（COPなどの他の機関との関係など）が議題となっ  

たが、結論が出ないまま、次回に持ち越された。  

（d）AG13－ 4 （1997年2月28日、ボン）   

前回の議論の結果を受け、基本的性質や制度、手続きなどについては、ほぼ意見が集約された  

が、機能に関しては、まだ各国の意見が分かれたままに終わり、次回の会合に持ち越された。  

（e）AG13－5 （1997年7月28－30日、ボン）   

AG13－5では、前回の会合の結果として出されたMCPに関する決議案50をもとに審議が進めら  

れた。ここでは、MCPを「手続き」とだ桝こ解釈するか、あるいは、その手続きを進めるための  

委員会の設置まで踏み込むか、また、そのような委員会をある程度条約事務局から独立した形式  

で常設するか、あるいは、問題が生じる度に発足させるアドホックなものとするか、といった点  

が議論された。また、COP3で採択されるべき議定書に関する内容については、まだ決定されて  

いないものを前提とすべきでないという意見があり、話し合われなかった。   

これは、COP3前の最後のAG13であったが、すべて結論を出そうとせず、COP4で最終的な  

47 筋1ユ粂には、「締約国会議は、第1回会合において、この集約の実施に関する問題の解決のための多数  

国間の協議手続きを定めることを検討する。」とだけあり、実質的な内容は全てCOPl後の検討に委ねられ  

ているり  
欄国連文書rCCC／∧G13／Ⅰ996／Misc．1、2を参吼  

J9国連文苔FCCC／CP／1996／L．1を参照。  

50国連文書ドCCC／AG13／19り7／2を参照。  
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結論を出すことが確認された。したがって、上記の問題点について明確な判断は出されずにCOP3  

までの検討を終えた。その時点でほぼ固まった主な内容は、（a）基本的性質として、迅速な、協  

力的な、非対立的な、透明な、時節に応じた、司法的性質を持たないものであること、（b）活動  

内容は、条約の実施に関して協議事項が発生した際になんらかの手段にて支援すること、（c）協議  

委員会は各国からの専門家によって構成される、（d）協議委員会はその活動を毎年COPに報告す  

る、等であった。  
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各国議定書集線出             ‡  

IPCC第2回評  

価報告き提出  

政策・措置の分析開始  

EU－15％削減軍  

諸点テキストまとまる  
非公式会合  

バーサミット  
デン UNGA5S  

政策・措置ワークショップ  
数量目標ワークショップ  

政策・措置ラウンドテーブル  
数量目標ラウンドテーブル  
途上国への影響に関する  
ラウンドテーブル  

中間報告  

APEC首脳会談   

法的拘束力のある目標を  

図1．1COPl以降の議定書交渉の全体図  
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第2辛 気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）   

AGBM8を終了した段階でも、政策・措置や数量目棲など、最も重要とされる事項については、  

ほとんど目途がたっていなかった。本来であれば、条約の締約国会議とは、それまでの審議の結  

果の報告を受領・承認する場であるが、気候変動枠組条約のCOP3は、採択すべき議定書の最も  

本質的な交渉を行う最後の機会となった。1997年12月1日から始まったCO円は、その10日間  

の日程のほとんどを議定書交渉に費やした。   

本章では、まずCOIつ全般の概要を述べ その後、車ごとに、最終合意文に至るまでの経緯を  

説明する。そして最後に、議定書以外で話し合われた重要なポイントをまとめる。  

1，COP3の全体像   

COP3は、1997年12月1日から10日まで、京都の国立京都国際会議場で開催された。特に、  

最後の3日間は、大臣セグメントとして、橋本首相やゴア米副大統領等の各国首脳や各国の環境  

閣僚が出席する会議となった。参加者数は、約9鮎0人（政府代表者約1534人、その他関係者約  

710人、環境保護団体や産業界、地方自治体関係者約3865人、報道関係者約3712人）と日本では  

史上最大規模の国際会議となった。また、会議期間中は、産業界や環境保護団体の関連イベント  

が京都市内、及び全国のさまざまな場所で開催され、会議の参加者のみならず、一般市民の関心  

を高めることとなった。   

会議は、全体会合（PlenarY）と、全体委員会（CorrmitteoftheWhole，COW）に分けられる。  

全体会合は、大木浩環境庁長官が議長を務め、事務局及び補助機関の活動報告を受けたり、新た  

な締約国の参加を承認するなど、締約国会議全般にわたる議事を進行させた。一方、COWでは、  

今回最大の関心事であった京都議定書交渉が行われた。そこでは、AGBMで形成されていた4つ  

のノン・グループは取りあえず任務を終了したとみなされ、エストラーダ議長がまとめて交渉を  

進めたが、国の対立が解消しない場合には、非公式協議グル，プ（ContactGroup）を設置するよ  

う求め、その非公式会議の議長には、今までのノン・グループ議長の他に、内容に応じて適宜議  

長がェストラーダより指名された。   

議定書交渉では、まず、全締約国が参加するCOWが審議を始め、そこで意見がまとまらなけ  

れば、関心のある国が集まり非公式協議グループを形成し、そこでの話し合いの結果をCOWに  

報告するという形式が取られた。また、教員目標値等の最重要事項は、COWや非公式協議グルー  

プとは別に、政府代表（例えば、日本からは、田適地球環境大使）などのハイレベルでの協議が  

続けられた。   

前章で、国・地域の主要な主張は述べたが、ここで改めて交渉における立場ごとに国を大まか  

にグループ分けすると、表2．1のようになる。まず、附属香Ⅰ締約国はEU（欧州連合）、EU以  

外のOECD諸国、及び旧計画経済国に分けられる。EUは、礎済統合という政治櫨済的な動きが  

加速している中で、EUとして主張を統一して交渉に望んでいた。他方、EU以外のOECD諸国  
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表2．1 COP3での各国の交渉ポジションと結果  

に影響を及ぼさ  

－
 
〕
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－
 
 



は、その主要国の頭文字を合わせJUSSCANNZと呼ばれていたが、主張を一本化するというより  

は、むしろ自由な情報交換、意見交換の場として利用することを前提としており、公の場での発  

言は各国が別個に行っていた。また、経済移行国（EconomyinTransition，EIT）と呼ばれるロシア  

や東欧諸国のかつて計画経済圏であった国は、先進国と途上国の間のような存在で、附属書1締  

約国の中でも特別な配慮が認められていた。   

一方、非附属書1締約国（以下、「途上国」とある場合にはこれをさす）は、通常はG77＋中  

国という呼び名で途上国全体で交渉ポジションをすり合わせており、COP3ではタンザニアがそ  

のスピーカーとなっていた。しかし、このグループ内での意見の相違は大きく、しばしばその歩  

調は乱れた。特に、石油の輸出によって外貨収入を得る産油国（石油輸出機構、OPEC）は、先  

進国の気候変動対芸勘こ関しても非協力的な態度に出た。その反対に、気候変動の打撃を最も直接  

的に受けるとされている島国の連合、AOSIS、は、資金的、技術的支援を通じて、途上国でも対  

策が促適されるよう、働きかけていた。   

以上のグループが、議定書の各項目ごとに意見を異にし、細かく分かれた非公式協議グループ  

では激しいやりとりが交わされた。COWや全体会合といった公式の会議は、10暗から13時、15  

暗から18時と決められていたが、非公式の会合は、朝は9時から夜中過ぎまで棟くことが常とな  

り、最後のCOWは完全な徹夜となった。  

2．合意に至るまでの議定書交渉過程   

COP3では、AGBMでの交渉を引き継ぎ、「政策・措置」「数量目標」「第4条1項」「手練  

き、制度」の4つに分けて、交渉を進めた。しかし、本節では、議定書の条項と対応できるよう、  

議定書の条項順に、最終合意に至るまでのCOP3期間中の経緯をまとめ、文章の解釈に関して適  

宜説明を加える。  

（1）前文、第1粂（定義）   

前文や定義については、時間の制約から最低限の議論にとどまった。特に、定義は、他の条項  

が合意されないと決まらない部分であったため、第1条自体が争点となることはなかった。  

（2）第2条（政策・捨置）   

附属書l締約国で協調した方が効果的な政策・措置を義務づけるべきとするEしJと、温室効果ガ  

ス抑制の政策は各国の裁量に重ねられるべきだとする米国などとの対立は、AGBM8でも続いて  

いた。AGIうM8終了時点の議長テキストでは、その妥協案として、優先的な項目を挙げるという  

日本案に沿った案が提示されていた。   

京都では、EUがやや歩み寄り、議定書実に理解を示したが、それでもなお政策協調の重要性を  

主張し続けた。その結果、最後の合意文では、省エネや森林保全等の政策が、義務ではないが、  

国情に配慮しつつ導入すべき優先的項目として掲げられ、先進国全体で協調して導入する政策・  

措置については、今後の必要性に応じて検討されることになった。  
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最終的に合意された条文では、まず、1項（a）で、「その国の状況に応じて」、リストアップさ  

れた政策・措置の優先項目を実施しなければならないとしている。そのリストには、（i）エネルギ  

ー効率の向上、（ii）持続可能な森林管理といった吸収源の保護及び増大、（iii）気候変動を考慮し  

た農業の促進、（iv）新・再生可能エネルギーなどの技術開発、（v）条約の目的に反する市場不完  

全性の是正や撤廃、（vi）CO2以外のGHG削減、（vii）運輸部門におけるGHG削減、（viii）廃棄物  

管理などでのメタン排出量の抑制、が挙げられている。また、（b）項では、政策・措置の経験の  

共有、情報交換といった形式で協力するよう求めている。   

2項では、国際民間航空機関（ICAO）及び国際海洋機関（1MO）を通じて、航空機燃料及び  

海運のバンカー油から排出されるGI－IGの抑制に努めるよう求めている。これは、交渉において、  

EUが協調すべき政策の優先課題として挙げていたものであった。このような国際間の往来に伴う  

排出量は、ある国がこれに関連する排出量を削減しようと燃料に対して規制や課税を行っても、  

別の国で燃料を補給されてしまうために、全ての国で同様の対策をとる必要があるとされる。し  

かし、米国が、同一の政策導入の義務に否定的であり続けたのに加え、これらの政策に関しては  

ICAOやIMOといった別の国際協定の範囲内であるため、気候変動の条約では扱えないという問  

題が生じたことから、議定書ではこのような扱いで合意された。   

3項では、附属苔l締約国で実施する政策・措置が途上国に対する社会的、環境的及び経済的  

な影響が生じないよう努めるとしている。これは、AGl〕M4のワークショップでもあったように、  

先進国での石油消費量低下を恐れる産油国をはじめとして、先進国経済の鈍化が途上国製品の輸  

入量の減少につながるのではという途上国の懸念にもとづくものであり、途上国が強く主張して  

いた項目であった。   

最後に、4項では、本論定番の締約国会合として機能する締約国会議（後述、以下COP／MOP  

とする）は、1項（a）の政策措置の協調が有益であると決定した場合には、その協調を発展させ  

る方法を検討しなければならないとして、EUの主張が今後改めて議論される可能性を残している。  

（3）第3粂（排出削減目標）   

今までのAG】〕Mでは、一律削減率か、差異化を認めるかという点が議論の中心で、数値そのも  

のについてはほとんどふれられていなかったが、COP3では、いよいよ数値自体の交渉となり、  

EU、米、日の3極のハイレベルでの交渉となった。しかし、対象ガスや吸収源の扱い、排出量取  

引などのメカニズムの有無といった前提条件に関する議論がなかなか収拾つかない中で、目梗数  

値の議論は最終日の最終局面まで続いた。  

（a）数量目梧、目標年  

1項では、「附属番l締約国は、2008年から2012年までの約束期間（commitmcntper10d）にお  

いて、その総排出量をlり90年から少なくとも5％削減するため、個別に又は共同で、附属書Aに  

掲げられた温室効果ガスの合計の人為的な二酸化炭素換算排出量の、附属苔Bに記載された数量  

的な排出抑制及び削減約束に従って計算された割当量（assignedamolmt）を超過しないことを確保  

しなければならない」とある。AGBMの過程においては、2005年、2010年といった単年の目捺  

設定を主張するI三Uと、そのときの気象条件や経済事情によってCO2排山量には振れがあるので  
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複数年の平均を取るべきとするJUSCCANNZで意見が分かれていたが、EUが複数年に同意し、  

2010年の周辺の5年間を取ることにならた。また、AGBM終了時点では、その5年間の排出許容  

量をバジェット（budget）、5年をバジェット期（budgell血d）と呼んでいたが、これに関して  

は、「ある期間の排出量が、ある権威の下で各国に配布される」というニュアンスが強い概念で  

あることに加え、一旦この概念を受け入れると、下記のバンキングや排出量取引、共同実施とい  

ったさまざまな柔軟性措置が同時に認められてしまうということが、途上国が恐れているところ  

であった。最終的には上記のように、「約束期間」や「割当量」といった分かりづらい言い回し  

になったが、意味するところは変わっていない。   

附属書Aには、対象となるガス、及び対象の範囲が記載されている。ここでは、まず、対象ガ  

スの範囲が問題となった。（a）対象ガスニ温室効果ガスには、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、  

亜酸化窒素（N20）の他に、ハイドロフルオロカーボン（HFC）、パーフルオロカpボン（PFC）、  

六フツ化硫黄（SF6）が挙げられている。気候変動の抑制には、なるだけ多くの種類の温室効果ガ  

スを対象とすべきであり、特に後者3ガスは微量ながら温室効果も高く、また、放置しておけば  

今後急速な増加が予想されていることから、できるだけ早い規制が望まれる。米国は、これを理  

由に、6ガス全てを今回の議定書で扱うぺきであるとした。   

しかし、問題は、異なる種類のガスを二酸化炭素換算する際に用いられる温暖化係数（G10ba】  

WarmingPotential，GWP）が、分解速度の違いなども含め、IPCCでもまだ今後変更される可能性  

があることであった。削減率何パーセントとして国際社会に約束をした後に、GWPが変わると、  

目棲を達成できないおそれがあることから、日本及びEUは、前者3ガスのみを今回の議定書の  

対象とすべきであると主張していた。  
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図2．I1991－1卵4年のCO2排出量（吸収源を除く）、19卯年からの変化率  

（出典：FCCC／Cl）／1996／12／＾dd．1）  
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交渉では、途中、議長より、取りあえず今回は3ガスのみ数値を決め、来年のCOP4で残りの  

ガスの目標値を加えてはどうか、という「3＋3」提案があったが、これに対しては、COP4で  

どのような決定が下されるか分からなければ、COP3で数量目標を受け入れることはできないと  

する米国の強い反対があり却下、最終的には1PCCで求められたGWPを用いて庚素換算して、6  

ガスをまとめて対象とすることになった。   

附属書Bでは、各国の排出目接が掲げられている。   

従来、COP3開始直前の各国の出発点は、2010年までに19卯年比で、EUが一律15％削減、米  

国が安定化、日本が5％で差異化を認めるという案であり、COP3に入るとさらにカナダが「温  

室効果ガス排出量を2010年までに19粥年比で3％、20】5年までの5％削減」という提案を行っ  

た。しかし、これらの数値は、対象ガスや吸収源の扱いといった前提条件が異なっていたために、  

それが決まるまでは数値について交渉に入ることができなかった。そのため、数値が議定書実に  

示されるようになったのは、COP3の第2週目に入ってからであった。議定書案に数値は出しな  

がらも、ハイレベル間では独自に非公式に協議を続けていた。   

一旦は、数値で一向に歩み寄りを見せない各国の態度に苛立った議長が、自分からのオファー  

として、19卯年比でEU8乳米国5％、日本4．5％案を提示した。しかし、これに対しては、排  

出量の多い米国に甘すぎるとするEUの反対があり、結果としては、吸収源が含まれ、排出量取  

引や共同実施が取りあえず認められたということで、日米の削減率が引き上げられ、最後に途上  

国の自主的参加も取れるかも知れないという期待感からさらに数字が上乗せされ、19㈲年比でEU  

8％、米国7％、日本6％それぞれ削減することで決着した。その他の附属苔Ⅰ締約国について  

も差異化が認められ、オーストラリア等一部増加が認められる国もあった。附属香Ⅰ締約国全体  

としては、5．2％削減することとなった。  

（b）中間目標   

2項では、2005年までに、約束の達成に向けた明らかな進捗が見られなければならないとして  

いる。これは、上記の2008～2012年ではまだ時間がありすぎるので、その途中にも通過点のよう  

な目榛値を設定すべきだというEUの主張を織り込んだものである。EUは当初2（X通年までに－  

7，5％削減を主張していたが、2008年に日掛こ達成するためにはいずれにせよ今から対策をとり始  

めなければならないので、中間日掛ま必要ないとするJUSSCANNZとの間で妥協する形となった。  

表2．2 各物質のGWP（COz＝1としたときに）  

メタン（（二H4）   亜酸化窒素  ハイドロフルオロカ  パーフルオロカーボン  六フツ化硫黄（SF6）  

（N20）   ーボン（HFC）   （PFC）   

21   310   1300（134a）   6500（PFC14）   23900   
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（c）吸収源   

AGBM過程の後半から急速に関心を集めた問題が吸収源であった。数量目標の計算に関しては、  

排出量だけを考慮する（グロスアプローチ）か、あるいは、土地利用変化及び林業等の分野にお  

ける吸収量の増減も考慮した純排出量（ネットアプローチ）を目標の対象とするか、また、対象  

とするのであれば、如何に取り入れるかという問題である。ここでも、日本及びEUは、森林保  

全の重要性は認めづつも、吸収量の推計には不確実性が大きすぎるとして、排出量のみを目的の  

対象とするよう主張した。例えば、森林の場合、同じ両帝の森林があったとしても、木が若く成  

長しているうちは多くのCO2を吸収するが、伸びきってしまうと吸収量は減少する、また、「人  

為的血山ol氾geIuC）な吸収源の増減」の定義も定まっていない、等の問題点が挙げられた。   

しかし、米国や、ニュージーランド、オーストラリア、ノルウェー等は、l吸収源の増加の重要  

性を強く主張した。特に、オーストラリアは、温室効果ガスの排出量だけでは、今後も増加を免  

れず、吸収源を含めた計算方法でなければ議定書に参加することもできないという追いつめられ  

た立場にあり、吸収源を含めたネットでの計算方法に固執した。これらの国は、吸収源を含める  

という主旨では一致していたが、具体的な計算方法は、自国に有利な計算方法を主張していた。  

12月4日、吸収源に関する非公式会議では、議長からネットの計算方法につき、3つの塞が示  

された。A実は、単純なストック量の変化をネットとするもの、B案は、数量目擦内での検証可  

能なものに限定したストック変化量をとるもの、C実は、19％年以降の植林、再植林、伐採、収  

穫に限ってストック量の変化をとるものであった。オーストラリアは、全ての人為的な吸収量が、  

数量目標の達成の判断に用いられるべきだとした。ニュージーランドもそのスタンスからA案を  

支持した。これに対し、日本やブラジル、コスタリカなどは、C塞を支持した。米国はA塞が望  

ましいとしながらも、森林管理と森林保全が加えられればC案でもよいとし、カナダやアイスラ  

ンドの支持を得た。EUは、詳細な議論に対する国の主張が割れ、EUとして統一見解を出すこと  

が困難になり、閣僚レベル会合まで立場を留保せざるを得なくなった。  

辟  
基準年 目標年  

ネットアブロトーチ  

基準年 目標年   

グロス・ネットアプローチ  

基準年 目標年   

グロスアプローチ  

図2．2 吸収源に関する推定方法の違い  

／（出典：鈴木克徳「吸収源対策の課題と展望」、『環境研究』No・1川，1998・  
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その後、COWでは、C案をもとに、森林管理や森林保全を含めるか香かの検討に移った。ブラ  

ジルが、「森林管理や森林保全」の定義次第では、排出量のかなりの壷に相当してしまい、数量  

目擦の意味がなくなると懸念したが、ニュージーランドやオーストラリア、米国等は、森林管理  

の重要性を主張した。   

最後は、3項で、土地利用変化及び林業活動の分野での吸収源の中でも比較的測定の不確実性  

の低いと考えられる「19卯年以降に生じた植林、再植林及び森林減少」によるGIIGの排出量の  

変化だけが、数量目標達成に用いられなければならないとされており、米国が主張していた森林  

管理や保全などのその他の吸収については、「森林管矧こよる人為的吸収量の変化」の定義が困  

難であることから削除された。その代わりに、4項では、第1回COP／MOPまでに、SBSTAにお  

いて、19卯年及びそれ以降の吸収量を推測するといった作業を開始すると同時に、第1回あるい  

はそれ以降のCOP／MOPで、3項で認められた植林、再植林及び森林減少以外の吸収源一農業土  

壌、土地利用変化及び森林分野 －を数量目標の計算に取り入れる可能性を検討することとなっ  

た。この決定は、第2期の約束期間又はそれ以降の約束期間に適用されるものとするが、その活  

動が1900年以降に行われる場合には、2008～2012年の第1約束期間に適用することを選択するこ  

とができるとしている。   

また、本議定書で解釈が困難となっているのは、吸収量と数量目標との関係である。上記1項  

では、あくまで排出量が数量目標を達成するように書かれており、3、4項では、排出量から吸  

収源を差し引いたものが目梧を達成すればよいことになっている。当座では、附属書Bに書かれ  

た数量目捺は排出量の削減によって達成すべきであるが、排出盛から吸収量を差し引いたネット  

での排出量が目標に達成していない限り義務違反とはならないと解釈されている。  

（d）Elrl「の扱い   

附属香Ⅰ締約国の中でも、OECD諸国とElrl’諸国の経済成長度にはかなりの差があるため、枠  

組条約でも第4粂6項において、EITにはある程度の柔軟性が認められている。そこで、本論定  

番でも、3条5項において、EIT諸国が1900年以外の年を基準年として選択できるということに  

なった。また、数量目捺以外に本議定書で定められた義務の実施に関しても、6項で、ある程度  

の柔軟性が認められなければならないということになった。  

（e）バジェット概念   

第1約束期間が2008～2012年の5年間となったが、これは、毎年19卯年比で認められた削減  

量まで抑えなければならないということではなく、5年間の総排出量の平均が数量目標以内であ  

ればよいということである。7項では、附属書Ⅰ締約国に割り当てられる量は、19恥年の絶排出  

量の附属番Bに記載された割合に、5を掛けたものに等しいとしてその点を明示している。また、  

19粥年における土地利用変化及び林業分野における排出量が吸収量を上回る場合にのみ、1り鋤年  

の排出量をネットで計算しなければならないとしている。これは、実際にこの分野での排出量が  

多いオーストラリアの事情を配慮して加えられた文章である。  

（0 対象ガスの基準年調整   

日本をはじめとして多くの先進国では、モントリオール論定番の対象となっているフロンガス  

を全廃するために、19卯年以降、代替フロンの消費量が急増している。対象ガスが3ガスから6  
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ガスになる際に、そのような国は不利になるため、8項で、11FC、PFC、及びSF6については、  

基準年を19∬年とすることが認められた。  

（g）第2約束期間の割り当て   

AGBM交渉過程では、2008年から2012年までの第1約束機関の後の時期についても数量を設  

定しておこうという意見も出たが、あまりにも先のことで不確実性が高い上に、第1約束期間の  

数量目標だけで交渉が時間切れとなったために、本議定昔では定めずに終わった。9項では、第  

2約束時期の数量目標を、本論定香の附属書Bの改正によって設定されるとし、その検討を第1  

約束期間の最終年の少なくとも7年前まで、つまり2005年末までに開始しなければならないとし  

ている。  

（h）柔軟性措置   

数量目標の設定に閲し、排出量取引や共同実施、CDM（後述）といった排出枠の売員が認めら  

れるか否かが大きく関わっていた。これらの取引が認められれば、その分だけ排出量削減の手段  

の幅が広がり、厳しい目標値でも受け入れられやすくなる。特に、米国にとっては、排出量取引  

が及び途上国とのプロジェクトベースでの協力が認められることは不可欠であった。  

10項、11項、12項では、先進国に重視されたこれらの柔軟性メカニズムによって排出枠を増減  

させられることが認められている。また、ある国の排出量が割当量を下回ったとき、この分は、  

次の約束期間の割当量に加えることができるという仕組みをバンキングという。13項ではそれが  

認められているが、その逆、最初の約束期間で目標達成が困難になった場合には、次の約束期間  

から排出割当量の一部を利子をつけて借りてくることができるというポロ㌧一イングは、永遠に次  

の期から借り緩けて対策を先延ばしにする恐れがあるという理由から、途上国とEUが反対し、  

削除された。  

（i）途上国への悪影響   

最後に、政策・措置にもあったように、附属書Ⅰ締約国によるGHG排出量削減が、途上国に社  

会的、環境的及び経済的な悪影響を与えないようにするよう努めることが14項に示されている。  

また、第＝回COP／MOPでは、基金の設立、保険、技術移転など、対策措置の影響を最小化する  

方策を換討しなければならないとしている。   

この「影響」の議論は、条約交渉以来、産油国が他の途上国を巻き込んで強硬に主張していた。  

条約第4粂8項及び9項では、影響を受けやすい途上国に対して特別の配慮がなされるよう規定  

されているが、配慮の具体策については合意されていない。AOSISなど気候変動が生じることに  

よって被害を受けることが予想されている国は、そのための基金の設立や保険を望んだ。一方、  

産油国は、気候変動の影響ではなく、先進国が温暖化対策を行うことによって原油の輸入量が減  

少した場合に被る経済的損失を補填するよう主張し、自らをAOSISなどの気候変動の影響を受け  

る国々と同列に扱った。条約交渉においても、また今回の議定書交渉においても、この主張に対  

して先進国は全く妥協しなかったが、努力の対象として、1項目が残された。  

（4）第4条（共同達成）  

AGBM6でEU諸国が共同で数量目棲を達成するという提案をして以来、このように、複数の  
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国で排出量を融通し合いながら目標を達成する方法は、本交渉では通称バブルと呼ばれ、EUバブ  

ルの是非が最後まで一つの争点となった。例えば、日本は、日本とフランスは一人当たり排出量  

があまり変わらないのに、フランスはバブルに入っているから日本よりも削減割合が少なくてす  

むというのはおかしいと批判した。また、米国やオーストラリアなどは、ある国が目擦を達成で  

きなかったためにEU全体が目標を達成できなかった時の責任の所在が不明確、約束期間の途中  

で新たにEUに加盟する国が出た場合の対処方法が分からない、EUは先進国全体に対して一律削  

減を主張しながらEU内では差異化をしている、といった点を指摘していた。   

しかし、EUにとっては、15％削減案は、立場の異なるEU諸国間で議論を義ね、ようやく達成  

できた政治的合意であり、今更バブル概念なしには議定書に参加できないとの強い主張があった。  

そして、上記の批判に対しては、EU以外の国が独自のバブルを形成することを妨げているわけで  

はないとして反論した。最終的には、EUの主張が認められ、4粂に共同達成という形で示された。  

1項では、「共同で達成することに合意した附属香Ⅰ締約国」の排出量の合計が割当量の合計  

以下であれば、約束を達成したとみなされるとされている。また、その合意は、その合意内容を  

事務局に通知しなければならないことが2項に、その合意が第1約束期間にのみ効力を発生する  

ことが3項に示されている。   

上記のEUバブルヘの批判に応える形で、4項では、合意後に新たにEUのような地域的経済  

統合機関に加盟した国があっても、その合蘇が変わるものではないことが明記されている。また、  

5項では、最終的に合計の排出削減の水準が達成できなかった場合には、各締約国は、合意で示  

された各々の排出7k準に責任を有するとして、責任の所在を明らかにしている。また、最後に、  

6項では、条約及び本議定書において、欧州共同体（EuropeanCommunity，EC）そのものが締約  

国として約束を負っていることを考慮し、その地域経済紙合機関の各構成国が、個別に、及び、  

地域経済統合機関と共同で目標を達成できなかった場合には、本条で通知された水準に責任を有  

すると定めている。  

（5）節5粂（通報のための方法）   

枠組条約では、12粂において、GHG排出量に関する目録を事務局に通報しなければならない  

ことが定められているが、本論定番では対象ガスの種類が増え、吸収源も考慮されることになっ  

たため、通報の手続きを改める必要が生じた。3条にあったように、対象ガスに代替フロンを加  

えることに反対していた国の主弓艮の根拠は、GWPの不確定性であり、吸収漁を加えることに反対  

する根拠は、吸収量を測定する手法が確立していないことであった。また、2〔旧8年までに新たな  

知見が得られ、GWPや吸収量の計算方法が変わってしまった場合に、いつの時点での算出方法を  

用いて目桔達成の可否を考えるのか、という疑問が出された。   

そこで、1項では、少なくとも第1回約束期間が開始する1年前まで、つまり2007年までに、  

GI一IGの排出量及び吸収最の測定のための国家制度を有しなければならないとし、また、そのため  

のガイドラインは、第1回COP／MOPで決定されなければならないとしている。また、2項では、  

この測定方法は、基本的にはIPCCの承認を得て京都会議で決定された方法を採用することとし、  

その後、IPCCやSBSTAの助言を得ながら、第1回COP／MOPにおいて合意された方法で調整さ  
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れるとしている。また、いかなる手法の改訂も、その改訂後に採択される数量目擦に関してのみ  

用いることとなっている。   

GWPに関しても類似の手続きが定められ、3項で、2項と同様、基本的にはJPCCの承認を得  

て京都会議で決定された方法を採用することとなった。GWPについては吸収源と違い、IPCCで  

現状最も信頼できるとされている数値がすでに求められていることから、第1回COP／MOPで合  

意されなければならないものはないが、その数値をCOP／MOPで定期的に見直すこと、見直され  

たGWPの値は、その後に採択された数量目標に関してのみ用いることが定められた。GWPのよ  

うな科学的知見は、それが専門家の聞で合意された段階で全ての数量日掛こ適用されるべきだと  

いう意見もあったが、数値に合意した後でGWPの変化によって目梗が変わってしまうと達成で  

きなくなるおそれも出てくるため、合意済みの数値には適用されないことになった。  

（6）第6粂（共同実施）   

ある国が、資金や技術を提供して温室効果ガス排出量を削減するプロジェクトを実施した場合、  

その削減分がクレジットとして、資金・技術提供国に譲渡されるという制度は、COPlから共同  

実施（Jl）と呼ばれ、全ての附属書I締約国、特にJUSSCANNZ諸国によって強く支持されてい  

た。特に、米国にとっては、排出量の上限が決まっている国とは排出量取引、途上国のように上  

限が設定されていない国とは共同実施、という川途を念頭においていたため、途上国との関係で  

共同実施が重要であった。しかし、多くの途上国は、先進国が途」二国で低コストで排出量を削減  

し、先進国内では削除しない抜け穴（loophole）だとして反対し、COPl以降進展しているAりの  

パイロットフェーズが終了し、その評価がなされてから共同実施の可能性を議論すべきであると  

した。AGBM8終了時の段階で、非附属書Ⅰ締約国を含めた全締約国間での共同実施には合意が  

得られない可能性が濃厚になり、米国は、ブラジルの提案していたCDM（後述）に途上国との協  

調の活路を見いだし、それが認められることが決まった時点で、共同実施が附属書Ⅰ締約国間に  

限定されることを受け入れた。このような経緯から、本条で定める制度はかつてのJIと同様であ  

るものの、「共同実施」という言葉は用いられていない。   

最終合意文苔の6条1項では、附属否1締約国は、他の附属香lの締約国から、GHG排出量の  

削減、または吸収量の拡大を目的とした事業から生じる排出肖■j減単位を樺得することができると  

している。また、たとえ附属番1締約国間であっても、米国がロシアと大量のプロジェクトを実  

施して国内対策を行わないのでは、と懸念していたEUの主張から、「排出削減単位の損得は、  

節3条の約束を達成するための国内措置を補完するものでなければならない」という条件が付い  

た。   

2項では、第1回あるいはその後のCOP／MOIJにて、共同実施に必要な検証や報告を含め、必  

要なガイドラインを精緻化することとしている。また、3項では、共同実施を行う附属番1締約  

国の他に、法的主体の参加を認めることができるとも定めている。最後に、4頑では、共同実施  

に関して何らかの疑義が生じた場合には、履行問題が解決するまでの問、排出削減単位が目標達  

成のために用いられないことを条件に、疑義が生じた後も共同実施を続けることができるとして  

いる。  
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（7）節7粂（吸収・排出源の目録の作成、通報）   

目録の作成の際に必要となる追加的な情報に関する取り決めである。この条項については、特  

に対立する用件はなかった。1項、2項では、附属書1締約国は、条約締約国会議で定められた  

義務によって毎年提山する目録や、条約第12粂によって規定されている通報の中に目標達成に必  

要な補足的な情報を含めなければならないとしている。また、3項では、附属書Ⅰ締約国が、上  

記の追加的情報を、その国に議定召が発効した後、条約に基づく最初の目録から始めて、毎年送  

付しなければならないといしている。最後に、4項では、COP／MOPは、その第1回会合にて、  

本条に基づき必要となる情報の送付のためのガイドラインを採択し、その後、定期的に見直すこ  

と、また、第1約束期間の前に、割当量の収支報告の様式を決定しなければならないとしている。  

（8）第8粂（通報の監視）   

附属吾Ⅰ締約国の約束の遵守状況を監視することは、この議定書が法的拘束力を持つためには、  

重要な事項である。しかし、各国の排出量の実態を正確に把握することは困難である。そこで、  

ここでは、1項にて、上記第7粂に基づき送付された情報は、専門家によるレビューチームによ  

りレビューされることとしている。その専門家によるレビューチームは、事務局によって調整さ  

れ、条約のCOPによって採択されたガイドラインに基づいて構成される（2項）。レビューは、  

数量目標の達成だけでなく、締約国が行う本議定書の実施の全ての例利こついて、評価を行うも  

のとする。また、レビューチームにより、報告書の内容に関して疑義が生じた場合、COP／MOP  

によってさらに検討されることとしている（3項）。   

このレビューの見直しのためのガイドラインは、第1回COP／MOPにて採択される（4項）。  

また、その会合では、SBIやSBSTAの支援を受けながら、第7条に基づき送付された情報及びレ  

ビューチームにより作成された報告書、そして、締約国により挙げられた疑義及び上記3項に基  

づき事務局により提諒された実施に関する疑義について検討することとなっている（5項）。また、  

その後さらに実施に必要な事項が生じた場合には、COP／MOPにて決定されることとなっている  

（6項）。  

（9）第9粂（COP／MOPによる議定苔の見南し）   

本議定書の見直しにあたっては、条約にある見遁し辛続きに沿う形式で行うということについ  

ては、概ね異議がなかったため、本条項は特に争点とはならなかった。  

1項では、COP／MOPが最壱の情報に照らして、本論定番を定期的に見直し適切な措置を講じ  

ることとされている。また、この第1回目の見直しは、第2回COP／MOPにおいて行うことと定  

められた。第1回COP／MOPとされなかったのは、第1回には他に多くの検討課題があるので、  

比較的優先度の低いものは次の年に回すという配慮がなされたことによる。  

（10）第10粂（全締約国の責務）  

ベルリン・マンデートでは、途上国に新たな義務は課さないと明記されていたことから、途上  
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国の義務というよりは、途上国での対策を促進するために必要な条項が議論された。   

先進国側は、国別の計画書の中に政策・措置のリストを盛り込む等、4粂1項の履行の促進の  

ために、少しでも具体的な措置を盛り込むぺきであると主張していた。しかし、途上国は、具体  

的な政策・措置リストの導入は、ベルリン・マンデートの範閏外であるとして、反対した。この  

結果、合意された条項は、新たに具体的な政策・措置を挙げることなく、条約の文吉を出来る限  

り引用したものとなった。   

まず、（a）では、GHGの排出及び吸収量に関する目録を準備するための固または地域計画の  

作成が挙げられている。（b）では、気候変動を緩和するため、および気候変動に適応するための  

政策・措直に関する囲または地域計画の作成が示され、附属書Ⅰ締約国は、これに関連する情報  

を提示するよう求められている。（c）は、気候変動に関連する環境上適正な技術移転の促進、（d）科  

学的及び技術的研究に関する協力、（e）特に途上国における専門家の養成、教育訓練事業の計画の  

作成、（り計画及び活動に関する情報の国別報告書への記載、（g）条約第4粂8項の考慮、と、途  

上国に対しては、条約を再認識するにとどまる内容となった。   

AGBM8が終了した時点では、この条項の前に、自主的に数量目標を設定する途上国に関する  

「自主的参加国」の条項があった。これは、ベルリン・マンデートが途上国に新たな義務を課す  

ものではなくても、対策を積極的に取っていきたいと考えている途上国の参加を阻止するもので  

はないとして、当初より、米が積極的に掟来していたものであった。その裏には、途上国の中で  

も、OECDに加盟した韓国やメキシコの国際競争力が強くなりすぎないよう、これらの国にもな  

んらかの義務を課すべきとの考えや、共同実施や排出量取引になるべく多くの途上国を参加させ  

ようとする意向が働いていた。これに対し、途上国は、G77＋中国全体としては強く反対してい  

たが、その中でも、南米諸国やメキシコ、AOSISは、完全に自主性が保障される限り受け入れら  

れるとしていた。   

非公式協議がメキシコを中心に進められたが、他の途上国の反対が強く、妥協案が示せずに終  

わり、最後には、合意点が見いだせなかったということから条項全て削除された。  

（11）第11粂（資金メカニズム）   

資金問題に閲し、条約交渉時から途上国は、地球環境ファシリティー（GEF）等の既存の資金  

メカニズムでは不十分として、新規の資金供与の必要性を主弓枝し、それに対し、先進国は、新た  

な資金メカニズムの創設について反対していた。議定書交渉でも同様の議論となったが、最終的  

には、できるだけ条約の条文をそのまま使う形で決着し、資金に関する新たな進展は見られなか  

った。   

また、先進国が対策を取った際の途上国への社会経済的、環境上の悪影響を倣うという補償基  

金の設立が、石油輸出量の減少を懸念する産油国によって強く主張されていた。しかし、この塞  

については、「悪影響」の定義が不明確であるという以前に、補僧の概念自体に先進国は強く反  

対し、他の途上国も補償基金については、特に支持してはいなかった。COl）3では、イランを議  

長として、非公式協議が進められ、「補償」という言葉を落として、COI）4で具体的措置を検討・  

決定するとのジンバブエから示された妥協塞が受け入れられた。  
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1項では、第10条の実施に当たり、締約国は、条約第4粂4（先進国の、途上国が気候変動の  

影響に適応する費用を支援する約束）、5（先進国の、途＿t二国が条約を履行するために必要とな  

る技術の移転を支援する約束）、7（途上国の条約履行の程度は、先進国からの資金、技術移転  

に関する約束の履行に依存する）、8及び9項（気候変動の影響あるいは気候変動に対する対策  

の影響を特に受けやすい国への配慮）の規定に配慮しなければならないとしている。   

また、2項では、先進国は、途上国が条約の第4粂‖削a）にある既存の約束の実現を促進す  

るために必要な新規のかつ追加的な資金を供与することなど、条約における資金供与の条文を再  

確認している。また、SBIでのGEFと気候変動枠組条約のCOPとの間の覚え書きをふまえ、COP  

の関連する決定で定める条約の資金供与制度の役割を与えられた運営組織に対する指導は、本項  

の規定に準用するとしている。最後に、3項では、附属苔1締約国が、GEF以外の二国間、多数  

国間での資金供給が可能として、途上国への資金移転の可能性を最大限に確保している。  

（12）第12粂 （クリーン開発メカニズム）   

COP3で新たに加わった条項の中に、クリ，ン開発メカニズム（CleanDcvelopmentMcchanlSm，  

CDM）というものがある。この発端は、先進国が目標を達成できなかった場合に、その超過分に  

応じて罰金を基金に支払いし、途上国がその基金を用いて気候変助対策を行うという「クリーン  

開発基金」が、ブラジルより捉来されたことにあった。罰金という概念や新たな資金メカニズム  

を設立するということで大方の先進国が消極的に応じる中で、米国は、途＿l二国に受け入れられな  

い共同実力別こ変わる新たなメカニズムとして関心を示し、ブラジルと共同で提案しなおした。   

このメカニズムでは、一方では、途上国が独自でプロジェクトを進めるための資金が、そのプ  

ロジェクトによる排出量削減分と引き替えに掟供され、他方、排出量が目標値を超過してしまい  

そうな国や組織は、そこから削減分を購入するという案となっており、新たな資金メカニズムと  

いうよりは、形を変えた共同実施となっていた。これに対し、途上国の中でも南米諸国やAOSIS  

等の支持国と、産油国等の反対国に分かれ、先進国の中でも積極的なJUSSCANNZと、慎重な  

EUに分かれ、議論は詰めきれずに時間切れとなった∴議定召では、具体的な機能が今後の課題と  

はなったものの、本メカニズムの存在自体は明らかに認めており、将来の発展が予期される条項  

となった。特に、後述のとおり、CDMは、先進国が自らの削減目擦を達成するための手段として  

補完的なものであるべき、というような文吉はないという点、そして、2（二頓）年以降のプロジェク  

トが認められるという点で排出量取引や共同実施と異なり、今後、早期に検討が必要とされてい  

るメカニズムとなっている。   

最終文では、まず1項で、「CDMがここに定義される」とだけある。交渉の途中で「ここに設  

立される」という案が出されて変えられた経緯から見ると、CDMの具体的内容には踏み込めなか  

ったために、以下の項に掲げられた内容が必ずしも設立にまで合意されたものではないことを示  

している。   

次の2項では、CDMの目的が、一方では、非附属書1締約国が持続可能開発を達成し、条約の  

兜極の目的に貢献することを支援し、他方、附属召l締約国の数量目標遠戚を支援することとし  

ており、途上国の持株可能な発展全般にわたるものであることが認知されている。この目的の具  
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体的なアプローチが3頓に示されている。ここでは、のMの下で、（a）非附属書l締約国は、認  

証された排出削減をもたらす事業活動（prq）eCtaCtiヽ′ity）から利益を得、（b）附属苔I締約国は、数  

量目標に達成するために、認証された排出削減を利用することができるとしている。ここで対象  

となる事業括軌ま、COけMOPによって決定される。また、第6条の共同実施は、あくまで国内  

対策で目標が達成できないときの補完的手段として位置づけられているが、CDMにはその条件が  

「排出量目樟の一部」としか書かれていないために、今後の検討課題ともなりうる。   

次に、4項では、CDMは、COP／MOPに従い、CDMの執行委員会（executiveboard）によって  

管理されるとしている。このようなプロジェクトベースの活動全体の管理に関しては、コストを  

最低限に抑えるために、なるべく新たな磯関の創設を避けたいとする先進国と、あくまで途上国  

も参加するCOP／MOPの管理下に置かれるべきだとする途上国側との意見の相違があったが、こ  

れに関しては、執行委員会の形態について触れない範囲で途上国の意向が反映される形となった。   

5項では、各事業活動からもたらされる排出削減量の認証方法について、COP／MOPによって選  

定される運営主体（0peratlOnalenlilies）により、（a）各関係締約国の承認、（b）気候変動の緩和に  

関連する現実的で測定可能な長期的利益、（c）当該事業活動がない場合と比較した付加的な排出削  

減、に基づいて決定されるとあるが、具体的な決定方法は本議定書では定められていない。CDM  

は、そのような認証された事業活動を資金面で支援する（6項）。   

事業活魔の独立した審査及び証明を通じた、透明性、効率性及び責任の確保を目的とする法性  

及び手続きは、第1回COP／MOP会合で作り上げなければならない（7項）。また、COP／MOP  

は、CDMの活動によって得られた利益の中から、運営に必要な経費や、気候変動の悪影響に対し  

て特に脆弱な途上国の適応費用の支払いを賄うこととなっている。この碩が入ったために、AOSIS  

など、従来の共同実施では支援を得る機会のない国が、CDMを支持する側に回った。   

9項では、CDMへの参加が、私的主体及び／又は公的主体を含むことができるとして、実質的  

には民間の資金を目的としていることを明示している。特に、EUは交渉中、CDMがたんに新た  

な資金供給メカニズムとなることを懸念しており、ここで私的主体が中心的役割を与えられたこ  

とは、先進国政府にとっては重要な意味を持った。また、最後に、10項では、2000年から第1約  

束期間の始期、つまり2008年こまでに獲得された認証排出削減量は、第l約束期間における目撫達  

成に活用できるとあり、20（刀年から早速実施できるインセンチプが与えられた。これは、途上国  

におけるGHG排出削減対策を前倒しするという意味では望ましいが、先進国が2008年になるま  

でにのMを通じて数量目標を達成できる水準に至ってしまった場合に、先進国の国内での対策  

がおろそかになるという問題点を含んでいる。そのために、EU、フィリピン、AOS【Sなどが反対  

したが、ロシア、米国、日本などが「対策を前倒しする契機になる」と主張し認められた。  

（13）第13粂（締約国会合）   

本議定書作成にあたり、条約の締約国会議（CollたrenceoftllePartieslotheFCCC）と、議定書の  

締約国会合との間の関係が問題となった。利便性を考えれば、2つの会議は同時に行われること  

が理想的である。しかし、条約には批准していても、議定書には批准していない国があることが  

十分考えられるが、そのときに、議定書の締約国会合はCOPとは独立した集まりとして位置づけ  
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られるのか（MeetingofthePaI吏es）、あるいは、あくまでCOPの下位に位置するものとして扱わ  

れるのか（望CetingorthePan柁S）が間題となった（前者は先進国、稜者は途上国の主張）。最終的  

には、本論定番の締約国会合として機能する締約国会議（TheCOPservingasthemeetingoftheParties  

tolhisprotocol）として、後者の意味に近い言い回しが採択された。  

1項では、条約の最高機関である締約国会議（COP）は、本議定書の締約国会合（COP／MOP）  

として機能するとあり、続いて、2項では、本議定書の締約国でない条約の締約国は、COP／MOP  

にオブザーバーとして参加できるが、COP／MOPとして機能するときの決定は、議定書締約国の  

みによってなされるとしている。3項では、締約国会議がCOP／MOPとして機能するときは、条  

約締約国を代表するCOPのビューローの構成国のうち本議定書の締約国でない国があった場合  

には、本議定書の締約国により置き換えられなければならないとしている。   

また、4項では、COP／MOPが、本議定書の実施状況を定期的にレビューするものとし、（a）本  

議定書の締約国による実施の状況や、本議定書に従って採用された対策の全体としての効果等の  

評価、（b）条約第4条第2項（d）及び第7粂第2項を考慮した上での本議定書の義務の定期的点検、  

（c）気候変動及びその影響に対処するための政策・措置に関する情報交換の推進、（d）2以上の締  

約国の要請に応じた、気候変動及びその影響に対処するためにそれらの締約国が採用する措置の  

調整、（e）本議定書の効果的な実施を目的とした比較可能な方法の開発と定期的改良、（n本論定  

番の実施のために必要なあらゆる事項に対する勧告、（g）第11粂2項に基づく追加的資金供給へ  

の努力、（h）本論定番の実施のために必要な補助機関の創設、（i）適当な国際機関並びに政府間及  

び非政府の組織により授供されるサ【ビス、協力及び情報の利用、U）本議定書の実施に必要にな  

るその他の機能の提供、締約国会議の決定の結果生じた課題の検討、といった作業を行うことと  

している。   

5項以降は、COP／MOPの運営に関わる諸手続きを示している。第1回COP／MOPは、議定書  

の発効後に予定される最初のCOPと同時に召集され、その後のCOP／MOPの通常の会合は、毎年  

COPと同時に開催する（6項）。COP／MOPが必要と認めるとき又はいずれかの締約国から要請  

があり、締約国の少なくとも3分の1がその要請を支持した場合には、COP／MOP特別会合が開  

催される（7項）。COPのオブザーバーとなっている国際機関は、当該会合に出席している締約  

国の3分の1以上が反対しない限り、COP／MOPにオブザーバーとして出席することができる（8  

項）。  

（14）第14粂（事務局）、（15）第15粂（補助機関）、第16粂（多国間協議手続き）   

議定書の運営にあたる機関については、どの国も新たな機関の設置は運営経費や効率性の観点  

から望んでいなかったので、特に問題はなく合意された。事務局に関しては、条約事務局が機能  

すること（14粂1項）、その事務局の任務は、条約に定められたものを準用し、また、本議定書  

の下で課された役割を行うこととしている（2項）。   

補助機関についても、条約第9条及び第10粂により設置されたSBSTA及びSl〕1が、本議定書  

の補助機関となることが定められており、その役割も条約に示された規定を準用することとして  

いる（15粂l項）。議定書の締約国でない条約の締約国は、補助機関のどの会合の議事について  
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もオブザーバーとして参加することができるが、本論定吉に基づく決定は、本議定書の締約国の  

みによってなされる（2項）。また、補助機関が本議定書下で機能する場合、条約締約国である  

が本議定書の締約国ではない補助機関のビューロー構成国があった場合には、別の本議定書の締  

約国によって置き換えられることとなっている（3項）。   

さらに、16粂では、今までAG13で議論されてきた多国間協議手続きの、本議定書への通用の  

可能性に閲し、COP／MOPにおいて可能な限り早急に検討することとしている。複数の締約国の  

間での条約及び本議定書の双方に関するトラブルの処理は、今後の多国間協議手続きの決定に委  

ねられることとなった。  

（15）第17粂（排出量取引）   

与えられた排出枠の一部を売り買いするという排出量取引に関しては、当初から途上国の強い  

反対があったが、先進国、とりわけ米国にとっては、最優先事項の一つであり、落とすことも困  

難であった。そこで、もともとは第6粂の位置に書かれていたものが、この位置にまで後退し、  

認めるが、詳細は今後の検討課題という扱いになった。   

そもそも、AGBM8終了時までの議定書テキスト（FCCC／CP／1997／2）では、第6粂で排出量  

取引一般に関する条項が示されており、附属書1締約国間の排出量取引に閲し、第1回COP／MOP  

でそのあり方、規則や指針を決定した上で実施することとされていた。また、そこでは、国際的  

枠組み設定を排出量取引開始の条件とするか、他の条件をつけ加えるか、200S年以前に実現され  

た削減量を取引の対象とするか（su匹トh払Ieda汀問題）、国内対策を主とし、排出量取引はあくま  

で目棲達成のための補完的手段として扱うか（supplemerLtal問題）、ロシアのように現在1990年  

より大幅に排出量が減ってしまっている国に実際より多くの排出枠を認めて売り買いさせること  

を認めるか（hotai一間超）といった点さとっいて、意見が分かれていた。   

排出量取引の導入に最も積極的だった米国は、できるだけ早期に実現できるよう求め、規則や  

枠組みの決定を開始の条件とすることに反対していた。EUは、米国が排出量枠を買い集め、国内  

対策を点るのではないかと排出量取引には消極的であったが、概念自体は容認する態度をとって  

いた。日本は、排出量取引の考え方には基本的には支持していたが、開かれた市場の確保や情報  

の開示を条件としていた。途上国は、先進国が温室効果ガス排出量の削減を金で解決させる手段  

であるとして、排出量取引の構想自体に強く反対していた。このように、対立が明白な争点であ  

ったにも関わらず、数量目標のその他の関連する論点とともに後回しになっており、AG】∋M8で  

も、ノン・グループにおいてもほとんどオープンな議論は行われないまま、COP3を迎えた。   

COP3に入っても、途上国の反発は明らかであったため、COWで排出量取引がまともに扱われ  

ることはほどんどなく、実質的な議論は先進国間で非公式に進められた．JUSCCANNZ及びEU  

で別々に議論が進められ、時に先進国共通のドラフト作業が行われた。先進国間の全体のトーン  

としては、排出量取引設立に前向きな姿勢であったが、いくつかの点で議論が割れた。   

排出量取引制度確立前の削減分の取引に関しては、米国も固執せず、先進国全体で落とす方向  

になった。しかし、国内対策があくまで主であることを重視するEUは、排出量取引が限定的な  

ものとなるよう、排出量削減分に占める排出量取引の割合を数値で明示するよう主弓良した。また、  
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市場の確保を排出量取引の条件とするかという点でも、EUと米の妥協点は見いだせなかった。   

排出量取引の議論が途上国の参加するCOWの場に出されたのは、COP3の終盤、8日の夜であ  

った。ここでは、カナダが先進国共同提案として、JUSCCANNZとEU双方の主張を括弧で盛り  

込んだテキストを提出した。しかし、同案に対し、エストラーダ議長は、数量目梧が決まらない  

限り、排出量取引について詰めることはできないとコメントし、本格的な交渉には至らなかった。  

10日の最終COWで、ようやく排出量取引の議題が出されると、タンザニア（G77＋中国）を  

はじめとして、インド、中国、サウジアラビア等多くの途上国から、排出量取引の条文が入るこ  

とに対して強い反対意見が出された。それに対し、JUSCCANNZの国々の他に、メキシコ、韓国、  

ナウル等は、テキストを支持した。一方、EUなどは、排出量取引自体は容認するが、ガイドライ  

ンが決まるまでは開始すべきでないとの修正を要求し、これに対して、米国は、高い削減率に同  

意するのであるから、その代わりに排出量取引が認められるべきと主張した。その結果、第3粂  

10、11粂は残されたが、それまで第6条にあった排出量取引の条項は削除され、第17粂（交渉で  

条項が入れ替わるのを防ぐために当座は1（i条その2とされたが、その後、正式な文書では、17  

粂として番号が振り直されている）にて、条約締約国会議が今後、排出量取引の原則や指針を詰  

めていくことが規定された。   

最後に17粂で認められた条文では、「COPは、特に排出量取引に関する検証、報告及び責任に  

閲し、関連する原則、法性、規則及びガイドラインを定める。附属苔Bの締約国は、第3粂に基  

づく約束を実施するために、排出量取引に参加することができる。いかなるこうした取引も、当  

該条項に基づく数量的な排出抑制及び削減に関する約束を果たすための国内的な行動に対して補  

足的なものでなければならない」という簡素な条文となった。排出量取引を重視する米国の主張  

を認める変わりに、具体的なガイドラインなどについては今後の検討課題とし、EUの主張するよ  

うに、補足的なものという条件がつけられた。  

（1（i）第18粂（不履行の措置）、第19条（紛争の解決）   

議定書に掲げられている義務が遵守されなかった場合の手続きが問題となった。この間題に関  

しては、条約本体でも合意できていない課題となっている。従来ブラジルの栓塞した排出量が定  

められた削減量を達成できなかった場合には罰金を払うという方法は、上記のCDMにとって替  

わられた。   

第3条の柔軟性の措置に閲し、ボローイングに関する項が削除された後、米国は、これを不履  

行の措置に利用できるとして、本条項で再度、2012年に目標を達成できなかった国は次の約束期  

間の排出量を前借りし、次の約束期間でその分排出量を減らすという手練きを提案した。しかし、  

多くの国は、3条で反対された問題をここで再度議論する必要はないとし、ここでも認められな  

かった。結局、この間題については、第1回COP／MOPで、不履行の原因、種類、程度及び頻度  

を考慮しつつ結論を出すこととなった。また、紛争の解決については、条約第14粂に委ねること  

となった（第19粂）。  

（17）第20粂（議定書の改正）、節21粂（附属苔の改正）  
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第20粂は、議定書の改正に関する規定が定められている。このような決議については、コンセ  

ンサスを重視する途上国、特に産油国、と、ある割合での多数決を主張する先進国との間で意見  

が分かれる。本議定書の改正は、4分の3の多数決となった。  

1項では、いかなる締約国も改正を提案できる旨規定、2項では、本議定書の改正が、COP／MOP  

において採択されること、また、改正案文は、その採択が提案される会合の少なくとも6ケ月前  

までに、事務局により締約国に通報されることとなっている。   

締約国は、議定書の改正秦につき、コンセンサスでの採択に努めるが、それで合意に達しない  

場合には、当該会合に出席しかつ投票する締約国の4分の3多数決によって採択される（3項）。  

この事続きによって採択された改正は、本議定苔の締約国の4分の3以上の受諾書を寄託者が受  

領した日から90日後に、当該改正を受諾した締約国に対して発効（4項）、他の締約国について  

は、その国が当該改正の受託書を寄託した日の期日後から効力を生ずることになった（5項）。   

一方、先進国の数量目標などを示した附属番の改正については、第21粂で別途定められた。1  

項では、議定書の附属書が本論定番の不可欠の一部を成しており、議定書の発効後に採択される  

附属番は、表、書式その他説明的な文書に限定されるとしている。また、2項では、どの締約国  

も、本議定書のための新たな附属書、あるいは改正を提案できるとしている。附属苔及び附属書  

の改正は、COP／MOPにて採択される。その提案は、その採択が提案される会合の少なくとも6  

ケ月前までに、事務局により締約国に通報されるということ（3項）、採択までにはコンセンサ  

スを目指し、それでも合意に達しない場合には、当該会合に出席しかつ投票する締約国の4分の  

3多数決によって採択されること（4項）ということについては、議定書改正手続きと同様とな  

っている。ただし、附属書の発効については、5項において、採択を締約国に通報した日から6  

ケ月後に、その期間内にその決定を受諾しない旨を通報した締約国を除き、本議定書の全締約国  

について効力を生ずることになる。受諾しない旨の通報を撤回した締約国については、その餌）日  

後に効力を生ずることになる。附属薔の採択あるいは改正が本議定書の改正を含む場合には、附  

属書に関する合意は、本議定書改正が効力を生ずる暗まで効力を生じない（6項）。また、本議  

定書の附属書A及びBの改正に関しては、各国の目標値そのものが示されている最も主要な部分  

であるため、特に附属吾Bの改正には、関係国の書面による同意があってはじめて採択されると  

いう条件をつけ、第20条の手続に従うこととなった（7項）。  

（18）第22粂（投票）、節23粂（寄託者）、節24条（署名）   

これらの条項は、手続き上の規定であり、特に争点はなかった。22条では、各締約国は、一つ  

の投票権を持つとしている（1項）。ただし、EUなどの地域経済統合機関は、本議定書締約国で  

ある加盟国の数と同じ投票数の投票権を行使するが、もし、加盟国のいずれかがその国自身の投  

票権を行使した場合には、当該機開はその投票権を行使できず、その逆の場合も同様と規定して  

いる（2項）。   

第23粂では、国連軍務総長をこの議定書の寄託者としている。また、第24条では、署名につ  

き、本議定書が1998年3月1（）日から1999年3月15日までニューヨークの国連木部で署名のため  

に開放されるとあり（1項）、地域経済統合機関の署名の際の手練きが2項に示されている。ま  
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た、3‡亡iでは、地域経済統合機槻が批准iこ際し、本論定飾こよって管理される事項に関連する権  

限の鶴川を宜云‾㌻ることが定められている。  

（lり）第25粂（発効）   

議定書の発効川什として．1憂lの数をホす方汰と、排出ぶの総量で示す方法が提示された。日本  

や、11」は、世昇の全排出罠の4分の1日づを占め乞米国が批准しなければ議定書の意味はないと考  

え、「附属書1締約国の総舶t1i請のX％の排出蓑をl！「める国の批准」など、米国が締約国となら  

なければ議定禦が発効しないような条件を主脈した。－・▲九 米国は、条約と同様に、単純に国の  

数だけで示したソJがよいと］二7jiそした。   

最終的には、11ず“こて、l仰．甘苦1締約匡全件の1リ卯年の合計CO2排出量の少なくとも55％を  

占める附属番Ⅰ締約国が加入し、なおかつ、55カ国以l＝の条約締約国が批准した日の90日後に発  

効するということになった。附属讃1締約匡の排出総逓に占める米国の排出量は4割弱であるか  

ら、55％という数栖は米国がjlt抑しなくても発効は‾叶能であるが、ぎりぎりの数字となっている。   

2月てiでは、この判断には、条約節12粂に従って柑l1された節1回の国別幸R告書において通報さ  

れた琉をもって、1り吠〕年のCO2排出昆とすること、ユ項では、議定書が発効した後に批准した国  

や地域に対しては、議定督は、その国が批准した絞りOl三旧の日に効力を生ずることが規定されて  

いる。猿後に、4Jriでは、本条において、【二Uなどの地域経済顆合機関によって寄託された文書は、  

その加皿屈によって寄託された文割こ追加されないとして重複を避けている。  

l喜】2－1 附属憩1締乳脂‡の抑廿㌫の1【Fり台  

（1ウ00狛l、】点、C（〕2のみ。附屈誤Ⅰ細川靴）柵j†ヱ；主の合計を100％とした場合）  
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（20）第2（i粂（留保）、第27粂（脱退）、第28粂（正文）   

国際協定に必要な手続き的条項であり、特に争点はなかった。26粂では、本議定書に対して留  

保を付けることはできないことが定められている。また、27粂では、脱退の方法に関して、本議  

定書が締約国に発効した3年後以降は、いつでも脱退できること（1項）、その際には、脱退通  

知が寄託者に受領された日から1年の期間の満了を経て、効力を獲得すること（2項）、そして、  

条約脱退国は、本議定書からも脱退したものとみなされることが定められている（3項）。そし  

て、最後には、第28条にて、本議定書の原本は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシ  

ア語及びスペイン語版を正本とすることとしている。   

議定書文がCOWで合意されたのは、11日早朝であった。この瞬間まで、議定書はできないの  

ではないかという不安が常に参加者の頑中を過ぎるような状態であった。さまざまな対立の図式  

が絡み合う交渉において、いわばパッケージ・ディールとして一気に合意が進められたことが、  

どうにか議定書採択にまで至ることができた鍵であった。   

AGBM6後に議定書塞が出されてから、最終合意文に至るまでの議定書の構成の変遷を図2．  

1に示した。全体としての構成はあまり大きく変化していない中で、排出量取引がかろうじて生  

き残った一方で、途上国の自主的参加が全て削除されているのが目立つ。米国は、排出量取引や  

共同実施といった柔軟性の確保と、途上国の参加を要求していた。反対に、途上国はそのどちら  

にも強く反対していた。一方の排出量取引を残し、自主的取り組みを削除する、という最終COW  

での極度に差し迫った博聞でのエストラーダ議長の判断であったが、このように、双方の主張の  

間を取りながら、この議定書は出来上がっていった。   

数量目擦の削減率にしても同様である。COP3直前まで「2008－2012年で19卯年レベルで安定  

化」と言っていた米国が、最終的に7％削減を認めたことの背景には、いずれEUの1声％削減案  

との妥協となることを予想してわざと低めの数値を出したという交渉のテクニックに加え、米国  

の主張していた森林の吸収量を計算に参入することが認められたこと、また、排出量取引、共同  

実施、CDM、といった、自国以外の排出量を削減する柔軟性の手段が認められたことによると言  

われている。さらには、途上国の自主的参加があり得るという期待が、米国の目標値をさらに厳  

しいものにした、という詰も聞かれている。議定書を解釈するときには、そのパッケージのバラ  

ンスを理解しておくことが重要だろう。  

3．その他の重要な議題及び決定事項  

（1）非附属番Ⅰ締約国の排出量抑制   

COWでの議定書交渉とは別に、COPのP）enaryの方でもう一つ会議の蛙点となったのが、「京  

都マンデート」問題である。昨年7月、米国では、途上国にも排出量の目捺を設定していない議  

定書には批准しないという決議が上院議院で可決され（上院議員の名をとってバード決議と呼ば  

れる）、それ以来、米国は、「今後排出量の急速な伸びが予想されている中国やインド等の主要  

途上国にも、排出量に関するなんらかの数量目標設定が必要である」として、今回の交渉で途上  
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国に対する追加的義務も議論するよう求めていた。一方、他の先進国は、途上国の強い反発を予  

想し、米国の主矧こは消極的だった。しかし同時に、世界のCO2排出量の4分の1弱を占める米  

国抜きの議定書は考えられず、どうにかして米国の主張の妥協策を図る必要があった。そこで、  

今回の議定書では自主的に参加を希望する国の条項を樺得する交渉に限定し、新たな義務は盛り  

込まないが、今後の交渉課題として、ベルリンでベルリン・マンデートが可決されたように、京  

都マンデート、あるいは宣言（declaratlOn）というものをCOP3で採択するという方向で、先進国  

間の意見詑整が進められていた。   

しかし、CO円が始まると、このような決議を議題として扱うこと自体に反対する途上国の反  

発が明確になった。  

12月5日の全体会合において、ニュージーランドが第3約束期間に向けて非附属書1締約国も  

排出抑制に関する義務に合意すべきだという主旨の提案を行った。また、途上国の反発を避ける  

ために、附属書1締約国が京都議定書を遵守できない場合は、非附属書1締約国も守らなくてよい  

という条件をつけた。この実は、米国や日本などの先進国によって支持された。これに対し、EU  

は、途上国の参加は重要であるが、今回の協議はあくまでベルリン・マンデートにもとづくべき  

であって、非附属畜】締約国の義務については、COP3後に条約改正という手続きをもって行う  

ぺきであると憤重な態度を取った。   

一方、途上国からは、強い反発があった。40以上もの途上国が発言し、途上国の一人当たり排  

出量はまだ先進国より大幅に少なく、先進国が排出量の削減を実現しないうちは、途上国が排出  

量を抑制する義務は生じないとした。条約では、共通であるが差異ある責任とあり、先進国と途  

上国の経済発展の差異をふまえた義務が与えられるべきであるとした。このような発言が延々3  

時間続き、途上国の排出量に関して交渉を開始することに対する途上国の強硬な意志が示された。  

また、その後は、議定書交渉自体が遅延し、他の議題を話し合う時間がなくなったことから、京  

都マンデートは消えた。  

（2）その他の決議   

COP3の全体会合では、その他、以下の事項が決議された。  

（a）方法論の問題1   

SBSl’Aの検討結果をふまえ、各国が排出量の日録の作成には、1996年の1PCC改訂版ガイドラ  

インを使うことが承認された。また、今回新たに対象ガスとして加わったHFC、PFC、SF6の3  

ガスの排出量については、各国が独自に排出量のデータ集積に努めることになった。GWPについ  

ては、IPCCのSARに掲載されている1CO年のGWPを使うことが確認された。また、船や航空  

機に用いられるバンカー油に起因する排出量に関しては、引き続き国のその他の排出量とは別個  

に報告することとするが、Sl∃STAに今後とも議論を続けてもらうことになった。さらに、国連寮  

費にもとづく平和維持活軌こ必要な燃料の燃焼に伴う排出量についても、国のその他の排出量と  

は別懇に扱われるべき旨米国から主張され、認められた。  

1決議Decision2／CP．3を参照。  
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また、日本からは、「潜在的な排出量」と「実現された排出量」とがあり、実現された排出量  

の計測方法に向けた検討が必要という意見が山された。硯在のガイドラインでは、例えば、HFC  

などの代替フロンが製造物の生産時点で排出されたこととみなされているが、その製品から実際  

に大気に排出されるのはかなり後であり、これらの気体の破壊・回収という方法も考えられる。  

この間題については複雑すぎるとして最終決議には残らなかった。しかし、木材を伐採した時点  

でCO2が排出されたとみなされるが、実際にはその木材が燃焼あるいは腐敗したときに初めて大  

気に放出されるという問題にも関連する議論であることから、今後に残された課題となった。  

（b）COP4の場所と日程三   

次回のCOPは、1998年11月2 －13日、アルゼンチンのブエノスアイレスで開催されることに  

なった。  

（C）条約附属番lの改正3  

1992年に条約ができた彼の政治的状況の変化をふまえ，チェコスロバキアを削除して、チェコ  

共和国とスロバキアを挿入、加えて、クロアチア、スロベニア、リヒテンシュタイン、モナコを  

加えた。トルコを附属書Iからはずすという要求は、その事情は瑚解されるとしながらも、途上  

国やその他の国への影響が懸念され却下された。  

（d）途上国への影響の調査一   

条約第4粂8項では、島国や低地を有する国など、気候変執こよってとりわけ重大な影響を受  

けると予想される途上国が指定されており、9項では、化石燃料輸出国など、気候変動を抑制す  

る政策によって悪影響を受けるとされている国について君及している。CO円では、これらの国  

における影響の回避に必要となる方策について議論をするようSBlに求めることが決議された。  

2 決議Deckion5／CP、3を参臥  

J決議Decision4／CP．3を参照。  

4 決議Decisiol13／CP3を参照。  
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第3章 未来に向けて∴ 今後の課題   

前文でも述べたように、京都議定書では、いくつかの合意が得られたが、それは決して最終的  

な到達点ではなく、気候変動問題への取り組みという長い道のりの一つのメルクマー′レとして位  

置づけられるべきである。  

1998年になって、各国とも京都後の新たな協議に向けて、活動を開始し始めた。ここでは、今  

後残された課題と、その取り組みのポイントをまとめる。   

決議文書FCCC／CP／1997几．7では、S】〕l及びSBSTAに対し、次の事項について準備会合を開催  

するよう求めている：（a）吸収源の扱い、（b）排出量取引、（c）共同実施、（d）1プロジェクトが  

排出量を急増させてしまう小国の事情の扱い、（e）CDM。これらの課題は、今後の協議の優先事  

項となる。また、これ以外にも今後いずれかの国が提起する可能性の高い問題については、国の  

立場を表明できるよう、今から準備しておく必要がある。  

1．吸収源   

議定書第3粂4項では、「第1回CO打MOPまでに、SBSTAにおいて、1900年及びそれ以降の  

吸収量を推測するといった作業を開始すると同時に、第1回あるいはそれ以降のCOP／MOPで、  

3項で認められた植林、再植林及び森林減少以外の吸収源一農業土壌、土地利用変化及び森林分  

野 －を数量目棟の計算に取り入れる可能性を検討する」とあり、その決定は、当該活動が19卯  

年以降に行われる場合には、2008～2012年の第1約束期間に適用することを選択することができ  

るとしている。このことから、吸収源の範囲に新たに何を加えるか、また、いかにして算定する  

かが、次回のCOPでも話し合われる重要な検討課題となった。   

土壌や森林は、計算の方法次第で数量目標の遠戚を著しく容易に、あるいは困難にしてしまい、  

また、その条件が国によって異なるため、データに基づいた慎重な議論が望まれる。例えば、CO円  

の交渉においては、米国が「森林管理（brestmanageInent）」を含めるよう主張していた。今ま  

で米国が実施しているAIJにも森林管理プロジェクトが入っていることから、今後もそれを主張  

すると予想されるが、「管理」によるCO2吸収蓋の算定方法などは、慎重に検討されなければな  

らない。また、特に、日本は、自国の6％削減という数量目標を達成するために必要とされる追  

加的吸収源を挙げる前に、その塩基が他の国の目擦達成に与える影響を十分試算しておく必要が  

ある。  

2．排出量取引、共同実施、CDM   
議定書第6条及び17粂では、共同実施や排出量取引の実施に必要なガイドラインやルールを  

COP／MOPにて決定するとしている。また、12粂では、CDMが2〔煩〕年以降のプロジェクトを対  

象としていることから、2000年までに、その運営方法を予め決めておく必要がある。多くの先進  

国にとっては、これらのメカニズムは自らの数量目授達成に不可欠なものとなっているため、実  
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際の運営に必要なルール作りに向けて、すでにさまざまな活動が見られている。   

日本では、関連省庁が、これらの柔軟性措置の実現に向けた諸事項を議論する検討会を発足さ  

せ、今後のSBI、SBSTA及びCOPで建設的な提案が示せるよう準備を進めている。また、国際的  

にも、OECDやUNCTAD（国連貿易開発会議）、各政府機関や非政府組織、環境閣僚会議、な  

どさまざまな場においてワークショップが開催されるなど精力的な検討が始まっており、短期的  

には、気候変動関連の最大の開JL、事項となりつつある。   

COP3での主要な検討事項としては、（1）市場を介在する取引のみとするか、それとも相対取引  

を認めるか、また、（2）国内対策を主とするために取引量に上限を設けるか、それとも市場原理  

にまかせるか、といった点が争点となった。これらの点は、今後とも検討課題となるが、その他  

にも、（3）これらのメカニズムに参加する主帆 メカニズムが効率的に機能するためには、民間  

セクターの参加が不可欠であるが、各国が排出量を企業に割り当てることが政治的に可能か、（4）  

取引方法と頻度。為替市場のように24時間取引できる市場を創設するのか、取引の単位は、「2008  

年の日本に割り与えられた排出量」というようにビンテージを明示する必要はあるか、など、（5）  

報告、倹証の方法。何をいかなる方法、頻度で報告するのか。取引価格や取引相手を公表する必  

要があるか。誰が、どのように検証するか、など、（6）CDMについては、そのプロジェクトが実  

施されなかった場合の排出量を想定し、その量とプロジェクト下での実際の排出量との差をとっ  

て排出削減量と認証するが、その算定方法が重要。簡易でかつ先進国の対策を怠る手段とならな  

いような算定方法が早期に確立される必要がある。  

PossibleInternationalGHG Emission Trades  

∃  さ Pos5it｝leTradLngPathways：Annexl一－ ■－Pos5ib■eTradingPa［hways‥Nonr＾nnexI  

図3．1排出量取引に関するイメージの例  

出典＝OECD（1997）’tInternalionalGHGEmisionTrading．  
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3．小国の特別の事情   

附属書l締約国に属する国の中でも、アイルランドなどの小国では、発電所を一つ建てるなど  

のプロジェクトによって、排出総量が大きく増減する。このような小国の主張によって、この議  

題も扱われることとなったが、他のものと比べると、大きな議論とはならないと予想される。  

4．途上国の参加   

COP3では、条約第4条8項及び9項に関する途上国への支援矧こついて議論をするようSBI  

に求めていくことが決議された。具体的には、資金供与、保険、技術移転などが相当する。   

他方、今回の議定書では、途上国の義務に関しては全く進展が見られなかったことから、COP3  

後の交渉において、特に米国が、その議題を撹示してくることが予想される。今後、途上国の急  

速な経済発展に伴い排出量も急増することと考えても、先進国のみならず途上国も、持続可能な  

発展を損なわない範囲内で、気候変動の抑制に向けてなんらかの努力をしていく責任を負ってい  

る。条約4粂3項、4、5項の資金的技術的移転や8、9項の特別の配慮の議論と、途上国の義  

務の議論は、相互に交渉材料となりながら進展していくと考えられる。   

途上国の参加の方法にはいくつかの可能性がある。条約の附属番Ⅰ改正が一つの方法である。  

現在、OECD加盟国となると、先進国の扱いを受けるようになる。韓国とメキシコは、OECDに  

加盟しており、附属書Ⅰ締約国となるよう先進国から求められている。今の所、OECD加盟国と  

はなっても他の先進国とは経済水準が遠いすぎるとして附属吉l締約国となることを拒否してい  

るが、附属書Ⅰ締約国の中でも一人あたりGDPが経済発展の進んでいる途上国のそれを下回る国  

もあり、今後も議論は続くと考えられる。   

また、途上国全体を底上Iデするためには、附属香1改正以外の手だてが必要である。そのため  

には、例えば、CDMのように、プロジェクトをとおして民間の資金や技術を活用するなど、途上  

国と先進国双方にとってメリットとなるようなメカニズムを早期に確立することが有効だろう。  

また、議定書交渉では削除されたが、自主的な取り組みを行う途上国には優先的に支援を受けら  

れるような支援体制についてもその可能性を議論していく必要があるだろう。   

このような協議には、途上国との対話が不可欠である。途上国側にはいかなる発展のポテンシ  

ャ／レがあるのか、いかなる資金的、技術的ニーズがあるのか、CDMなどのメカニズムに対してい  

かなる懸念を持っているのか、といった問題について相互理解を深め、地球規模での取り組みを  

促進させることが重要である。  

5．不遵守規定   

条約においても、また、今回の言義定番においても、義務を遵守しなかったときの罰則規定が決  

められていない。条約には数量目標に対する法的拘束力がなかったのでそれほど問題にはならな  

かったが、京都議定書の場合、合意された数量目標は極めて重要な意味を持つ。排出量取引や共  

同実施といった柔軟性のメカニズムは、各国が目標を必ず達成するという強い拘東力があって初  
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めて機能するものであり、2012年までに明確な措置、それも排出量取引によって排出枠を購入す  

るよりも厳しい措置が合意されている必要がある。   

多くの軍事的、ないし経済的協定では、経済制裁等、強硬な制裁によって拘束力を維持してい  

る。しかし、環境関連の条約では各国の自主性を尊重し、報告やレビューといった穏やかな手法  

によって遵守を促進しようと図ることが多い。気候変動に関しても、条約の場合には13粂の多国  

間協議過程のようなプロセスによって解決を図ろうという趣があった。しかし、排出量取引など  

の実施に向けて、地球環境問題の中でも気候変動問題については強い制裁規定が必要となったこ  

とから、国際社会はまた新たな方策に取り組むことになる。  

6．第1回COP／MOP及びその後の検討課題   

議定書にあるように、京都議定書が発効した後の最初のCOI）が第1回COP／MOPとなるが、そ  

こで、あるいはそれ以後に、以下のことが話し合われなければならないことが、すでに議定書に  

明記されている。  

一 農業土壌、土地利用変化及び森林分野における追加的な排出源及び吸収源の種類及び方法に関   

する仕組み、規則及びガイドラインの決定（第1回COP／MOPあるいはできるだけ早い会合で）   

（3条4項）。   

一 第2約束期間の数量目橿の決定（第1約束期間の最終年の少なくとも7年前までに）（3粂9   

項）。  

一 失進国の議定書の義務の実施が途上国に与える社会的、環境的及び経済的な悪影響を最小化す   

る行動の検討（第1回COP／MOl）で）（3粂14項）。  

－ 温室効果ガスの排出漉からの排出及び吸収源による除去の推計に関する国家制度のためのガ   

イドラインの決定（第1回COP／MOPで）（5粂1項）。   

一 検証や報告など、共同実施の実力射こ必要なガイドラインの精緻化（第1回COPノMOPあるいは   

できるだけ早い会合で）（6粂2項）。   

一 事務局への情報の送付のために必要となるガイドラインの採択（第1回COP／MOPで）（7粂  

4項）。   

一 議定番の第1回目の見直しを行う（第2回COP／MOPで）（9粂2項）。  

一 のMを実施するために必要な透明性、効率性及び責任の確保を目的とする法性及び手続きの   

作成（第1回COP／MOPで）（12粂7項）。   

本議定書の批准には数年かかると予想されることから、第1回COP／MOPは、2000年の前半あ  

たりになると考えられる。しかし、この議題の多くは、COP4から議論が開始される議題とも関  

連していたり、あるいは排出量取引などの制度の運営に不可欠な取り決めであるものが多く、第  

1回COP／MOPを待たずに検討が開始されることも十分予想される。  
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このような検討、特に吸収源の種類及び方法に関する検討や、第2約束期間の数量目標などに  

関する議論には、関連データ収集、測定技術開発、現象モデル開発、排出量に関する予測、対策  

の効果評価のための播済モデル開発といった研究・開発の集積が不可欠であるが、このような成  

果は、一朝一夕で得られるものではない。今後の交渉を中長期的視点から捉え、戦略的な研究活  

動が重要である。このためにも、研究者と政策決定者とのネットワーク、7PCCとFCCCプロセス  

とのネットワークが今後とも充実されなければならない。  
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付録1 京都議定書（英文）  

KYOTOPROTOCOLTOTHE  

UNITEDNATIONSFRAluEWORKCONVENTIONONCLIMATECHANGE  

mgPαr〟ど∫わJ舷∫Pr（フJ♂C（フJ，  

BeingfhrtleStOtheUnitedNationsFI甘meWOrkCor）YentlOr）OnClimaLeCharLge，  
hereinafLterreferredLOaS“theConvention”，  

InpursuiLoftheultlmateOりec［iveortheConventLOnaSStatedinitsArLICle2，  

只gc‘Ⅰ〃〃1gthepI℃Visio－退OrtheConve血On，  

BeingguidedbyArtlCle30［theConventlOn，．  

PuTSua7ZLLotheBerliTIMandateadoptedbydecisioLll／CP・10fthe  
ConEtrenceorthePattleStOtheConventionatitsrirstsession，  

Haveagreedasfo1lows＝  

A11iく：】el  

ForthepurposesofthisProt∝01，thedefimtionscoJltalnedinArticlelof（he  
ConvenLionshalJapply．Inaddition二   

1．  ‘‘ConferenceoftheParties”meanstheConferenceo（thePartleStOtheCoTIVentlOn．   

2・  “Convention’’meaJISdleUnildNationsFrameworkConventiononClimateChaJlge，  
adoptedinNewYorkor19May1992・   

3・  “lntergovemnentalfhnelonClimaleChange”meanstheInlergovemmentalPane10n  
ClimateChangeestablishedin1988joinLJybydleWorldMe【eorologica10rgan血tionand  
theUnltedNalionsEnviIT）nment汁ogramme．   

4・  “MontrealProLcN：OJ”meaJIStheMontreaJProt∝0IonSubstancesthatDepletethe  
OzorleLayer，adoptedinMonLreaJon16SepLemtx3r1987andassubsequentlyaqjustedand  
amended．   

5・  ”PartleSPreSentaIldvotlng”meansfhTtiespresentandcashnganamrmadveor  
negadYeVOte．   

6・  “Fhrty”meaLnS，UnlessLhecoIlteXLoLherwiseindicaLes，aPartytotJllSProt∝Ol・   

7・  uPaLtyincludedinAnTleXI”me肌SaFhrtyincIudedinAnnexItoLheConYendon，aS  
JT）aytX：amended．oraPaTtyWhjchhasmadeanotificadonunderArdcle4，ParagraPh2（g），Or  
山eConvendon．  
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Arlicle2   

1． EBCh触yirlCludedinAnnexI，inachievlngLtSqu卸dfiedemissionlimitadonand  
reductioncommitmentsunderArtlCle3，inordertDprOmOLesustalnabledevcloprnen［1Shall‥  

（a） ImplernentandJorfur山erelatx）rakpoliciesandmeasuresinaccordanCeWlth  
itsnadonddrcumshnCeS，SuCha5：  

（i） ErhanCementOrenergyemCiencyirlrelevanLSeCtOrSO［thenational  
eCOnOmy；  

（ii） ProtectionandenhancementorsinksaTldreservoirsofgreenhouse  
gasesnotcontrolledby【heMontrealProto00l，taklngintoaccoLlntits  
COmmitmen15underrel占vantinterTlatlOnalenvironmentalagreements；  
PrOmOt10nOfsL遁LalnableforestmanagementpractlCeS，aEYorestation  
andreforestadon；  

（iij） n℃mO【血10rSuS【山刀ab靂efbm150ragdcu比u托jr11jgbtorcljmak  
Changeconsideladons；  

（jv） ReseaTChon，andpromotion，developmentandincreaseduseof，neW  
aJldrenewablefomsorenerBy，Ofcarbondioxides早queStratlOn  
technologleSandoradvancedandimlOVa已veenvironmentallysound  

t∝hnologIeS；  

（V） 打ogressivereductiorlOrPhasingoutofmaTketimperfectlOnS，nSCal  
incentives、taX肌ddu【yexempt10nSandsubsidiesinalIgreenhouse  
ga5emimngs∝b円thatIⅦ－00皿tertOtheo叫∝dveortheConvendo－1  

姐dappliGldonorm血tins机Iment5；  

（Vi） む100Um鉾men【orap叩わaterefomsi工Irelevantsec10rS扇mdat  
PrOmOhngfX）1icjesandmeasureswhichlimitorreduceemissionsof  
greenhousega5eSnOtCOntrOlledbytheMontrea］ProLocol；  

（Vii）MeasurestolimitandJorredu？eemission50fgreenhousegasesrlOt  
COnb’OuedbytheMonLrealProt∝OLinthetrans匹rtSeCtOr；  

（viii）Ljmitadonand／orreductionofmethaneemissionsthroughrecovery  

anduseinwastemanagemerlt，aSWe11asinthepr∝1ucLiorl，tranSPOrt  
anddis雨butlOnOfenergy；  

（b） C00penteWithothersuchPむ七estoenhancetheindlvidualandcombined  
effecdvenessortheirFX，1iciesandmeasu代SadoptedunderthisArbcle，PurSuantLoArtlCle4，  
匹ragraPh2（e）（i），O［theConvendon・To血1Send，lhesePaTbesshalltakestepstosharetheir  
ex匹nenCeandexchangeinforma山〕nOnSuChpoliciesandmeasures，inc】udingdevelopln8  
waysorimprovlngLheircomparability，tmnSPaLt：nCyaJlderrecdveness・TheConLbrenceor  
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LheRITtiesservlngaSthemeetlngO［thePartiestothlSProt∝OIshal1，atitsrirst、SeSSionora5  

SOOnaSPraChcablethereafter，COnSiderwaystoraciliLatesuchcooperation，taklnginLo  
accountallrelevan【infbma110n．   

2・ TheFhrtleSirlC［udedinAnnexIshallpursuelimitaLlOnOrreductior10remissior）SO（  
greenhouseBaSeSnOtCOntrOlledbytheMon［realProtocolfromaviat10nandmarinebunker  
rue［s，WOrklngthTOughtheInternationalCivilAviationOrganlZatiorlandtheInlemahonaJ  
MaritlmeOrganjzatlOn，reSPeC山′ely．   

3・ ThePartleSincludedinAnnexIshallsthvetoimp［ementpoliciesarLdmeasuresurLder  
th1SArticleinsuchawayastominjmizeadversee［fects，includingtheadverseerrectsof  
Climatechange，effectsoninlematiorlahTade，ands∝iaJ，enVironmenLalarldeconomic  

impact50nOtherPartleS，eSpeClallydeveloplngCOuntTYPartleSaLndiIIParticularth00e  
idenlifiedinArticle4，Paragraphs8and9，0［theConvention，taklngintoaccountArticle30［  
theConveLltion・TheConferenceorthefhrtjesserYlngaSthemeetlngOflhePames（Othis  
Ftoto00Jmay暮akefurtheraction，aSaPPrOPnate，tOprOmO亡ethelmPlementationorthe  
PrOVi5ionsor血spamgmph．   

4・ TheConrerenceofthePartiesserYlngaSthemeetlngOfthePaJtiestothlSPrDt∝01，i［  
itdecidesthatitwouldtcbenericialtoc∞rdinateanyorthepoliciesandmeasuresin  
PaTagraPhl（a）above，taklngintoaccountdlrkrentnatlOnalcircumstancesandpoteTltlal  
efrecLs，ShalIconsiderwaysandrrleanStOelatx）ratethec00rdinatlOnOrSuChpolicleSand  
mea5ure5．  

Adi（：1e3   

1・  nePartleSirLCludedinAJlneXIshall．irLdlViduallyorJOintJy，enSuTethaLtheir  
aggregaleanthroFX）genjcc訂bondlOXideequivalenlemissionsofthegreenhousegaseslisted  
inAnnexAdor）OLexceedlheirassignedaJnOurltS，CaJcuJaldpLlrSuanttOtheirqu皿tified  
emisslOnlimihdonarLdredt］C也oncommitmenLsinscn旭inAnnexBaLldinaccordancewi山  

Lheprovisionsorth1SATticle，withaviewtoreducingtheirovera11emissionsofsuchgasesby  
atJeast5percenLtxlow19fX）1evelsinlhecommitmenlpencx12008to2012・   

2・ EhchParqlincludedinAnnexIshall，by2CO5，havemadedemonstrableprogressin  
achievingltSCOmmitmentsunderth1SProtocol．   

3・ Thenetchangesingree■血ousegasemissionsfromsourcesandremovalsbysinks  
resultingrromdlreCthuma爪－inducedland－uSeChangeandforestryactivitleS，limitedto  
affoIeSLatlOn，reforesLationaJlddeforesLationsince19Sq，meaLSuredasverifiablechangesin  
CarbonstocksineachcommitmeTltperiod，Shal1beusedtomeetthecommiLmentSunderthis  
ArtlCleofeachPartyincludedinAnnexI・ThegreeThousegasernissionsbysourcesand  
removalsbysinksassociatedwiththoseacdvidesshaJltcreportedirlatranSPa［entand  
Verlfiablemannerandreviewedinaccordancewi山Articles7and8．   

4・ PnortothefirstsessiorlOr山eConferenceo＝heParhesservlngaSthemeetlngOfthe  
Fhrhes10LhisPrD（∝01，eaChPaTtyincIudedinAnJleXIshaJIproYide，forconsideratiorlbythe  
SubsidiaJyBcdyforScie血ficandTechnologicalAdvice，daLa（OeSLabLishiLsleYelorcarbon  
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st∝ksin1990ar．dtoenableanestlmaletokrnadeo［iLschar）gCSincarbor．stocksin  
subsequen［ye∬S・TheCon∫erenceofthePartleSSerVLngaSthemeetlngOflhePartiestoLhis  
ProLo00lshatl．atitsfirstsessionorass00naSPraCtlCablethereafter，decidcuponmodalities，  
rulesandguldelinesas［ohow，aJldwhich，additiorlaJhumanTinducedactlvitiesrelatedto  
changesingreenhousegasernission5bysourcesaLldremovalsbysinksintheagncultural  
soilsandtheland－uSeChangeandforestrycaLegorleSShalltxaddedto，OrSubtracted［rom7the  
asslgnedamountsrorrhrdesincludedinAruleXl，takjngintoaccountuncerLainties，  
transparencyinreportLng，VeririabiJity，themethodologicalworkoftheInLergovernmental  
托melonCIimateChange，theadviceprovidedbytheSubsidlaTyBcxlyforScientificaJld  
TechnologicalAdviceinaccordancewiLhArtlCle5andthedecisionsortheConferenceorthe  
Fhrties．SuchadecisioIISha11applyinthesecondarldsubsequenLcommiunentperiods■A  
Par【ymayCh00SetOaPPlysuchadecisionontheseaddltiona‖一uman－inducedactiviliesfbrits  
firstcommitmentpehcd，PrOVidedthattheseactlVitleShavetakenplacesincel対）・   

5． ThePartleSincludedinAnnex【undergoingthepr∝eSSOftransit10ntOamarket  
eoDnOmyWhosebaseyearorperlOdwasestablishedpLmuarL＝odecision9／CP・20rthe  
ConferenceofdleFhrtleSatitssecondsessiorlShaJlusethalbaseyearorpenodforthe  
implementationortheircommitmentsunderthlSArtlCle・AnyotherhEtyincludedinAnnex  
Iundergoingtheproce5SOftTanSidontoamarkete00r10myWhlChhasnotyetsubmittediLs  
nrstnationalcommunl皿IionunderArtlCle120ftheConventiorlmayalsonodfythe  
ConferenceorthePartiesserv］ngaSthemeetlngOfthePartleStOthlS什oLocolthatitinlends  
touseanhistoricalbaseyearor匹rlOdotherLhan1990fortheimplementationofits  
commitmentsundeHhisArticle．TheConferenceofthePardesservlngaSthemeetlngOrthe  
fhrtiestothlS汁otocoIshalldecideontheacceptanceofsuchnotification・   

6・ TakingintoaccountArticle4，ParagraPh6，OrtheConYendon，intheimplemenLatlOn  
orLheircommitmentsunder加sProt∝0lotherthan也oseunderthlSArticIe，aCertaJndegree  
orflexlbilityshalltxa1lowedbytheConferenceortheFhltleSSerVlngaStheme飢ngOrthe  
蝕七estothlSProto00ltoLhePartleSincludedinAnnexIundergoingthepIt）CeSSOftI‾弧Si仕on  
k）amarketeconomy・   

7・ Inthenrstqu諷dfiedemissionlimitatlOnandreductlOnCOmmitmentpedcd，from  
2CX）8to2012，lheasslgnedamountforeachFhrtyincludedir）AnnexIshallbeequaltothe  
perCentagejnscritdforitinAnnexBoritsaggregateanthmTX）geniccarbondlOXlde  
equivalentemissiorlSOrthegreenhousegaseslisLedinAnnexAin1990，OrthebaseyeNOr  
pericddeterminedinaccordancewithpamgraph5atx）Ve，muldpliedbyfive・ThosePaTties  
includedinAnnexIforwhomland－tlSeChar．geandforestryconstitutedanetsourceor  
greer．housegasemissionsin19SX）shallincludeinLheir19SOemissiorlSbaseyearorperlOd  
LheaggregateaLnthroFX）geniccartx）ndlOXideequivalentemissionsbysourcesminusremovals  
bysinksin19fX）Etomland－uSeChangefbrthepurposesorcalculatingtheirasslgnedamounL   

8・ AnyPaTtyincludedinAnnexImayuse1995asitsbaseyeaTfoThydrontlOrtWbons・  
peTfluoroc訂bonsandsulphurhexafluohde，forthepurFOSeSOrthecalculationreferredtoin  
匹mgraPh7abve・   

9． Commitmer．tsforsubsequentpehodsFbrfbTtiesincludedinAnnexIsha11tx3  
esLab（ishedinamerldmentstoAnnexBtothlSProt∝01，Whichshal1txadopLedinaccordBLnCe  
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WlththeprovisionsorArticle21，ParagraPh7・TheConferenceortheRlrtiesserviTlgaSthe  

meedngohhefhJlies10thlSPro【ocotshallinltlatetheconsideratlOnOrSuChcommiLmerltSat  

leastsevenyeaTSbeforeuleendortherirstcommitmentpericdre［erredtoinparagraphl  
ah⊃Ve．   

10・ 

． 

ShallbeaddedtotheasslgnedamounLfortheacquJ血gPaJly・   

11・ AnyemissionreductionunltSlOranyPartOfanassignedamount，WhichaParty  
transfers10anOtherPartyinaccordancewiththeprovisionsorArtlCle60rOfATtlCle17sha11  
bsub（raCtedrromtheassignedamoun（forLhetmnsfernr）gPaJty・  

12・AnycerdhedemiヲS享OnreductionswhlChaPartyacquires什onlanOtherPartyin  
aLXOrdancewiththeprovISlOrlSOfArtlCle12shalltx■addedtotheasslgnedamountforthe  
虻quhngR山y．   

13・IrtheemissiorlSOfaFbrtyincludedjnAnnexIinacommitmentFChcxia（elessthaLl  

itsasslgnedamountunderthisAr也cle，thlSdifE七rerLCeShaJl，OnrequeStOrLhatPaJly，kadded  
totheasslgTledamountforthaLPattyfbrsubsequentcommitmentpehds・   

14・ EachPartyincIudedinAnnexIsha11sLrivetoimplementthecommhentsmentioned  
inpamgraphlabveinsuchawayastominimizeadversesoclal，environmerltaJand  
economicimpacLsondevelopirlgCOUnLryParues，PaJtlCularlythoseide血fiedinArticle4，  
PaJagraPhs8and9，OfLheCorlYerltion．InlinewiLhrelevantdecisionsortheConferenceof  

thefhesontheimplementationorthoseparagraphs，theConferenceorthePaTtiesserYlng  
ashemeetlngOr山ePartiestothisProtocoIsha11．aLitsnrstsession，COnSiderwhatactiorlS  

arenecessazytominimizeLheadverseeffectsofclimatechangeand／ortheimFnCtSOr  
responsemeASureSOrlP加而esreftrredtointhosepaJagraPhs，Amongtheissuestobe  

COTWideredsha］1txtheestablishmentorrundlng，1nSuranCeand（ransferofLechnologyT  

Artide 4 

1・ AnyFbrtiesincludedinAnnexIthathavereachedanagreementtofulfildleir  
COmm止mentsunderArdcle3joinuy，Sha11bedeemedtohavemetthosecommtments  

PrOVidedthattheirtotaJcombinedaggregateanthroFX）genlCCart”ndioxideequlValentemis－  
SionsorthegreenhousegaseslistedinAnnexAdonotexceedtheirassignedamounLs  
CalculatedpursuanttoLheirquantifiedemissionIimitatlOnandreduc山）nCOmmitments  

ir．scritdinAnnexBandinaccordancewiththeprovisiorlSOfArbcle3・TherespeCdYe  
emissionleveIal1∝atedtoeachofthePartleStOtheagreementshaJltxsetoutinthat  
agreement・   

2・ ThePanestoaLlySuChagreemenLshaJlnodfythesecre伽iatof（hetemsofthe  
agreementonthedateofdeFX）SltOrtheirinsLrtmentsorra蛸cadon，aCCephnceoraPPrOValor  
ulisProt∝01，OraCCeSSionLhereto．ThesecretariatshallinturninFormthePaTtiesaJld  

Slgna【Ol－eStO山eConvendonor【hetemsor血eagreemen【・  
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3・ Anysuchagrccmentshal］remalnir10perationfbrlheduraLiorlOrthecommitmerlt  
匹hdspedriedinArncle3，PamgraPh7・   

4． 1rPartleSaCtlnB」0．ntlydosoinulerrameWOrkor，and10getherwilh，aregional  
economicintegmtlOnOrganlZatlOn，myaltera（ioninthecornposltJOnOftheorganizzLtlOnafter  
adoptlOnOrthlSPTDtOCOIshallnolaffectexIStlngCOmmitmentsunderthlSProtocoJ・Any  
alterationinthecompositlOnOftheorgaJlizaL10nShallonlyapplyforthepurFX）SeSOfthose  
commihnentsunderArticle3LhatareadoptedsubsequentLoLhatalteraliorl・   

5．lntheevenLorfai1urebytheParties10SuChanagreementtoachievetheirtotal  
coTnbinedleve［ofemissionreductions，eaChPaJTyLothatagreementshaJIberesponsibleEbr  
i［sOWnleve［ofemissionssetoutintheagreement・   

6． If．PartleSaCtmg」01rltJydosointheframeworkor，andtogetherwith，aregional  
economicintegrationor声TIZndo？WhlChisitselraPaTtytOthisProt∝01，eaChmemberState  
orthatregionalecoT10mlClntegrat10nOrganizahonindlVidually，andtogetherwiththeregiorlal  
economicirItegralionorganizationachrlglrLaCCOrd2LnCeWithArhcle24，Shall，inlheeveTILof  
fb11tmbachjevethetotaJcombinedlev9Iofemissionreductions，beresrx）nSibleforitslevel  
oremissionsasnohnediTla∝OrdancewiLhthisArtlCle．  

A河iぐIe5   

1． 加hfhrLyincludedinATLneXIshal1haveinplace，nOlaterthanoneyearpnortothe  
startorthefirstcommitmentperjd，anatiorlalsystemfortheestimationofanthropogenlC  
emissionsbysourcesandremoYalsbysinksoral1Breenhousegasesnotconb℃11edbythe  
MontreaJProt∝Ol．GuidelinesforsuchnationaJsystems，Whichshallincorpontethe  
meLhdoloBIeSSpeCifiedinpatagraph2txlow，ShallbedecideduponbytheConferenceof  
LhePartleSSerVlngaSthemeehngofthePartleStOthjsProto001atitsfirstsession・   

2． MethcdologleSforestimatlnganthroFX）genicemissionsbysourcesaJldremovaJsby  
sinksofalIgreenhousegasesnoLcontrolledbytheMontrealFbto001shal［tx血oseaccepted  
byLheIntergovernmental托IlelonClimateChangeanda辞℃edtIPOnbytheConferenceorthe  
PartleSatilsthirdsession．Wheresuchmeth（カ0logleSareTlOtuSed．approprlateaq］uStmentS  
shaubeappliedaccording10meth∝lologleSagreeduponbytheConferenceofthePartleS  
servlngaSthemeetlngOrthePartiestothlSProt∝0Iatitsfirstsessiorl・BasedonLheworkor，  
inEeT・aLia，theIntergovemmentalPanelonClimaLeChangeandadviceprovidedbythe  
SubsidlaryBcdyrorScientificandTechno10gicalAdvice，theConferenceoftheFhrties  
SerVlngaSthemeetJngOfthePartleStOthisProhxoIshallregularlyreviewaLnd，aS  
approprlaLe，revisesuchme也dologIeSandaqJuStmerltS，taklngfullylntOaCCOuntany  
relevantdecisionsbytheConferenceoftheParties・ATlyrevisiontomethodologleSOr  
a4］uStmenlsShalltxusedonlyforLhepur7X）SeSOfasce血nJngCOmPliancewithcommitments  
underArtlCle3ir）reSpeCtOranyCOmmitmenLpericdadoptedsubsequenttothatrevisiorl・   

3・ ThegloぬIwaTmlngPOLendalstwedtocalculatethecafbond10XideequlVdenceor  
anLhroFX）gen」Cemissionsbysounx5andremovalsbysinksorgreenhousegasesListedin  
AnnexAshaJll尤thoseacceptedbythelntergovernmentaJPaneJonClimateChaLrLgeand  
agreeduponby山eConrerenceortheねItiesalitsthirdsession・BasedonLheworkof・iTZteT  
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aLia，theIrltergOYernmerltalPane10nClirr．ateChangearldadviccprovidedbyLheSubsidiaLY  
BodyforScierltificaLldTechLlOlogicalAdvice，theCor）ferenceorthePaniesservlngaSthe  
meeLlngOhhePartleStO山isProtcxd shallregul打IyrevieⅥ′and，aSaPPrOPnaLe．revisethe  
gJobalwamungpotentialoreachsuchgreenhousegas，hkjngrullyintoaccountanyreLevaLlt  
decISionsbytheConLeIEnCeO［thePartleS・AnyrevisiontoaglobalwarmlngFK）tentlalshau  
applyonly10COmmitmenLsunderArtlCle3inrespeCtO［anycommitment匹ricdadopted  
Subsequenttothatrevision・  

A11i（：Ie占   

1・ fbrthepurposeofmeelingjtscom7niLmentsunderArticle3，anyPartyincJudedin  
Annexfmaytransrerto，OraCquirehm，anyOLhersuchPartyemissior）reduct10TlunltS  
resultlngfromprQ）eCtSaimedatreduclngan山ropogenlCemissionsbysourcesorenhanclng  
弧Lh［OPOgenicremovalsbysinksofgreenhousegasesinaJlySeCtOrOftheeconomy，PrOVided  
lhat：  

（a） Anysuchpr（りeCthas血eapprovaJo［lhePartleSinvoIved；  

（b） Anysuchpr亘ectprovidesareductioninemissionsbysources，OraJl  
enhancementofremovalsbysinks，lhatisaddit10naltoanythatwouldotheⅣ′iseo∝ur：  

（C）ILdoesnotacqulreanyemissionreductlOnurutSiritisnotincompliancewlth  
itsobLigat10nsunderATbcles5and7；aJld  

（d） TheacqulSitionofemissionreductlOnu山tsshallbesupplemen鱒todomestic  
act10nSforthepurposesofmeelLngCOmmitmenLsuTlderArtlCIe3．   

2・ TheConferenceoftheFbTtiesservlngaSthemeehngorLheParbestoLhisProt∝01  
may，atitsnIStSeSSionorassoonaspIaCticablethereafter，furtherelaborakBuldelinesforthe  
implementadoIlOfthisArticle，includingEbrveriEicad肌aJldrepwtlng・   

3・ APartyincludedinAnnexImayauLhodzelegalentitiestopartidpate，underiLs  
resp〕nSibility，1naCtionsleadlngtOthegeneration，tJanSEもroracqulSitionunderthisArtjcleo［  
emissionreductionunltS．   

4・I［aquesdor10fimplementadonbyaPartyir．cludedinAnnexIof血erequirements  
referredtointhlSATdcIeisidenhnedinaccordancewiththerelevantprovisiorlSOf  
Arhcle8，tranSfersaLldacqulSitionsofemissionreductlOnunitsmaycominuetotx：made  
afb3rthequesdonha5t光enidentified，PrOVidedthatanysuchunitsmaynottxusedbyaFhrty  
tomeeti15COmmitmen15underArticle3umiJanyissueorcompJiaJICeisresoIved．  

Adi⊂】e7   

1・ bchPartyincludedinAnJleXIshaJlincorTX）rateinitsannuaHnverltOryOf  
anLhropogenicemissionsbysoumesandremovaJsbysinks6fgreenhousegasesnot  
OOrltrOlledbytheMorLtreaJFbtocol，SubmittedinaccordancewiththereIevantdecisionsor  
山eConferenceorthePa■lies・LhenecessaJYSuPPlementaryinformadonforthepu叩OSeSOr  
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ensunngcornpllanCeWithArticle3，tObedeterTninedirlaCCOrdancewithparagraph4beJow・   

2・  EBChPaJtyincludedinArmexIshlIiTICOrPOmLeirlitsrLahonalcornmunjcationl  
submittedunderArtlCle120（LheCorlVentiorl，LhesupplemenLaryinEbrmaL10nne∝SSarytO  
demonstratecompl血1CeWithitscorrunitrnenLsunderthlS汁oLocol，tOtXdetermlnedin  
∝COrdancewi山pamgmph4klow・   

3・ EachPaTtyincludedinAnnexIshalJsubmittheinfoma山〕nrequiredunder  
paragraphlabveaLmually，beginnIngwiththefirstiTIVentOrydueundertheConvenhonfbr  
thefirstyearorthecommitmerltPerldafterthisProL∝01hasenteredin10Ebrceforthat  
fhmy・EachsuchPartyshallsubmittheinfonnatlOnrequiredunderparagmph2aboveaspart  
of．thefirs（na山）nalcornmuLLICahondueundertheConvendor）arterthisProLOCOlhasenlered  

intoforceforitarLdar把rtheadopnonofguidelinesasprovidedforinpangraph4beIow・  
Thefrequencyo［subsequentsubmissionofinformationrequlredunder山isArticleshalIbe  
deLerminedbydleConferenceoftheP訂tiesservlngaSthemeehngorthePartleStOthlS  
Proh）COl，taklngintoaccountanytJmetab］efbrthesubmissionofnationalcommunlCadons  
decideduponbydleConLerenceortheFhrties・   

4・ TheConferenceorthefhrtiesservlngaSthemeetlngOrthePartleStOthlSProtocoI  
shalladoptatitsfiIStSeSSion．andreviewpehodlPallytherearler，guidelinesforthe  
preparat10nOftheinformadonrequlredtmderthisAI七cle，takingin【oacCOuntguidelinesfor  
Lheprepamt10nOfnatioTlalcommunicationsbyPartiesincludedinAruleXIadopLedbythe  
ConferenceoflheFhrtleS．TheConferenceorthePartiesservlngaSthemeehngortheFbrtleS  
bthlSProt∝01shal1also，Pr］OrtOthefirstcomrnitmentperiod，decideuFX）rlm（元aLitiesfor  
theaccountlngOfasslgnedaTnOuntS・  

A鵬icle＄   

1・ neinformationsubmittedunderArticle7byeachPaTtyincIudedirLAnnex王shallbe  
reviewedbyexpertreViewteamspursuaJILtotherelevantdecisionsor血eConferenceorLhe  
fhItleSaJldinaccordaJICewiLhguldelinesadoptedforthispurpcx；ebytheConjerer）CeOfthe  
P如七esservlngaSthemeetlngOrtheFhrtleStOLhlSProtocolunderparagraph4belqw・The  
informaLionsubmittedunderArdcle71ParagraPhl，byeachPaTtyincludedinAnnexIshall  
txreviewedaspaLt6ftheaJlnuBIcompihtlOnandaccountingofeTnissionsinventoriesand  
assignedamoLlntS・AddidonalIy，theinformationsubmittedunderArticle7，PangraPh2，by  
eachP訂tyincIudedinATmeXIshal1bereviewedaspaTtOrtherevieworcornmunlCaLion5・   

2・ Expertreviewteamsshalltxc00rdinatedbythesecretaIjatandshal1txcom匹Sedof  
expertSSelectedrromthosenominatedbyPartleStOlheConvenhonand，aSaPPrOPrlate・by  
inlergOVemmenhlorganizat10nS，inaccor血ncewithgui血1CePrOVidedfbrthispurTX）Seby  
山eCoIl絶代nCeOr亡heParbes．   

3． ThereviewproαSSShaJIproYidea血oroughaJldcomprehensivetechnlCalassessment  
orallasFCCtSOf血eimplementadonbyaねrtyofthlSProto∽L・TheexpertreViewt  
shaJIprepa∫earePOrtk）theConferenceofthefh＾iesserYLngaStheLmeehngorthePa血esto  
ulisProt∝01，aSSeSSingtheimpJementaLiorlOrthecomm抽nerLtSO［theR山yandidendfyLng  
anypden血1probLemsin，andfactorsirlfluencing，thefulfilmenLOfcommitmeTILs・Such  
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retx）rtSShaHtxcirculatedbythesecreLariattoallFhrticsLotheConvenhon・Thesecretanat  
ShalllistthosequestlOrlSOrimplemenlatlOnirldicatedinsuchreportsforrurtherconsideraliorl  
byLheConrerenceorthePartiesserv－rlgaStherneetlngOrthePartiestothisProtocol・   

4． TheConferenceorthePartiesselVlngaSthemeetlngOrLhePartleStO（hlSProtocoI  
Shal1adoptatitsrirstsessior．，arldreviewperiodicallyLherearter，guidelinesforthereviewor  
implementalionofthJSProt∝Otbyexpettreviewteamstaklngintoaccounttherelevant  
decisioIISOf theConferenceofthePames．   

5． TheConferenceorthePartiesservlngaSthemeetlrLgOrthePartleStOthlSProtocoI  
shal1，WiththeassistanceortheSutsidiaryBodyforImplementationand．asappropnate，the  
SubsidlaryBcdyforScientlLIcaTldTechnologicalAdvice，COnSider：  

（a） TheinformatlOrISubrnittedbyPartleSunderAncle7arldthereportsofthe  
expertreviewsthereorlCOnductedunderthlSATticle；えnd  

（b） Thosequesdonsofimplementationlistedt）ythesecrelahatunder  
ParagraPh3atx）Ve，aSWellasanyquesbonsraisedbyPaTties・   

6． nlrSu且nt10itsconsiderationor山einEbrmaLiorlreferredtoinparagraph5above，the  
ConferenceofthePartiesservlngaSthemeeLlngOfthePartiestothlSProtocoIshalltake  
decisioTISOnanymatterrequlredfortheimplemenLatlOr10rthisnoL∝01・  

A11iぐ1e9   

l・ TheConferenceorthePartiessen′1ngaSthemeehngorLhePardestothlS針otocoI  
Shallperi∝hcallyreviewthisProto00linthelightof山ebestavallal，1escientincinLbrmation  
andassessmentsonclimatechangear）ditsimpacts，aSWellasrelevanttechnical，S∝ialand  
economicinformaL10n・SuchreviewsshallbecoordlnatedwidlPerbnentreviewsunderthe  
Convent10n，inparhcuJarthoserequiredbyArLicle4，ParagraPh2（d），andATticle7，  
ParagraPh2（a），OflheConvenLioTl・Basedonlhesereviews，theConferenceoftheFhrties  
SerV）ngaSthemeetlngOrtheRlrtleStOthlSProtocoIsha11takeappropnateaction・   

2・ ThefirstreviewshaJltakepLaceatdleSe00ndsessionoftheConferenceofthePartleS  
SerVlngaSthemeetlngOftheR血estothlSPro10COl．Furtherreviewsshalltakeplaceat  
regularintervaJsandinahmelymanner・  

A止iclelO  

Al1Parties，Laklngintoaccou11tLheircorrmonbutdjrferendaLedresFX）nSibi］idesand  
theirspecincnatlOnalandregionaldeveLopmentpnorlLies，0旬echvesandcircumshnCeS，  
wi血outintrduciTlgaJlyneⅥ′COmmitmentsfQrPaJ’DesnOtincludedinAnJleXl，but  
reafflmingexIStlngCOmmitmerltSunderArdcle4，ParagnPhl，OrtheConYentlOn，and  
COndnulngtOadvancetheimplemenLadonortJleSeCOmmitmentsinorder10aChleVe  
SuStajnabledevelopment，takinginLoaccoLln Article4．paragraphs3．5and7，Ofthe  
ConYention，Shal暮：  
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（a） R）rTnulate，WherereJevantandLothecxtenlFX）SSible，COSt－effecLIVeTlatlOnal  
aLnd，WhereappIt）Phate，regionalprogrammestoimproveLhequaliq，OrlcxnlemissiorlfacLors，  
actlVitydataand／orm（Xklswhichrenect山esocio－eCOnOmiccondjL10n50feachPartyforthe  
PrePaIat10naJldperidicuFKladngornationalinventoriesofanthroFX）genjcemissionsby  
SOurCeSandremovalsbysinksofaJlgreenhousegasesnoIcontIt）11edbytheMontreal  
ProLocol，uSlngCOmParablemeLhodologleStObeagreeduporlbytheConferenceorthe  
fhrtleS，andconsislentwjLhtheguidelir．esfoHheprepara（ionornaLionalcommunicahons  
adopLedbyLheConferenceorthefbJties；  

（b） Fbmlula【e，implemerlt，Publishandregularlyu再atenadonaland，Where  
appropnale，regionaJpro辞nmmeSCOntalnlngmaSureStOmltlgateCJimaLechangeand  
TneaSureStOfaciJitateadequateadaptationtoclimatechange：  

（i） Suchprogrammeswould，i7ZEeてalia，COr・Cemtheenergy，（ransportand  
industrysectorsaswe11asagricultu托，forestryandwastemar）agement－  
Furthemore，adaptat10nteChnologleSandmethodsfbrimprovlng  
SPatialplannlngWOuJdimpl℃VeadaptatlOntOClimatechange；and  

（ii） FhTbesincludedinAnnexIshallsubmitinfoITnat10rlOnaCtlOTlunder  
thisProLocol，incIudingnationalprogrammes，inac00rdancewith  
ArbcJe7；andoLherfhrtiesshal1seektoincludeintheirhatlOnal  
COmmunicahons，aSaPPrOPnate，info皿atlOnOnPrOgrammeSWhlCh  
COntainmeastwesthatLhePartybelievescontributetoaddressing  
Climatechangeanditsadverseimpacts，includingdleabatementof  
increasesingreenhousegasemissions，andenhancementofand  
removaJsbysinks，皿PaCiq，buildlngahdadaptadonmeasures；  

（C） C00匹rateinthepromot10nOfeffecdvemdalitiesforthedevelopment，  
applicatiorLanddiffuslOnOf，andtakea11pracLicablestepstopromote，fhcilitateandfinance，  
asappropnate，thetrarLSferor，OraCCeSStO，enVironmenLaJlysoLndtechnologies，know－how，  
PraC也cesandprocessespertlnenttOCIimatechange，inparticulaJ・tOdevelopingcounbies，  
includinBtheFormulationoffDliciesandpIT）grammeSfordleeffecnvetJanSferof  
environmental1ysoundtechJlOJogies山atarepub】icIyownedorinthepublicdomainandLhe  
Crea仕onoranenablingenvironmentfortheprlValesector，tDPrOmOLeandenhancethe  
transferof，aJldaccessto，enViron皿enLaJlysoLlndteclmoJogleS；  

（d） C00perateinscientif7candtechnlCalresearchandpromotethemaintenance  
arLdthedeveJot）men10fsystematicobservationsystemsanddevelopmentofdataaTChjvesto  
reduceuncertaintiesrelated10uleCJimatesystem，Lheadverseimpactsorclimatechangeand  
the∝Or10micaJlds∝ialconsequerlCeSOrVar10USreSfX）nSeStrategleS，arldpromoLethe  
devdopmentands（rengtheningofendogenouscapacitiesandcapabilitiestoparhcipaLein  
jntemationalandinterBOVemmerltaJefforts，PrOgrammeSandne【worksorlreSenI℃hand  
SyStemadcobservalim，tak）rlgintoaccountArdcle50fLheConvemion；  
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（e） CooperaLeip2uldpTOmOteqtthejrlLernadonalleYeJ，and，Whereappropdatel  
uslngeXIStiJlgtXX］ies・thedevelpp甲entarLdimplemerlta山⊃nOreducatJPflandLralnlng  

pro許amm農，incl叫ng血estren紳et血gorna也on出払p孤ityb山1ding，ip匹11icularhuman  
andins山udonal皿PaCjdesand血eexchangeorsecondmentorperSOrlneltoLralne不pertSir）  
th1SneJd，inpartlCU］arfordevelopingcoLultneS．andFゝciliLateatthenalionaJlevelpublic  
awarenessof，andpubIicaccesstoinLbrmatioヮon，Climatechange・Suitablem血1ides  
shouldbedevelopedtoimplementtheseacdYities（hroughthereIevantbdleSOfthe  
Convendon，takingintoaccounLArtlCle60rtheConvent10n；  

（f）IncIudeir）LheirnationaJconmunlCadonsinformationoEIPr喝mmmeSand  
activitiesundertakenpursuanLtoLhisArtlCleinaccordancewlthrelevantdecisionsorthe  
ConfererLCeOfLhePanes；and  

（g） GivefuJIconsideralion，inimplemerltlngthecommiunentsunderthlSArtlCle，  
k）ArtlCle4，PaJLagraph8，OftheConvenhon・  

Articlell   

l． IntheimplemenLabonofArtic［elO，Partiesshal1takeinLoaccounttheprovisionsof  
A血cle4，Ⅰ凪mgmphs4，5，7，8a血9，Or也eConvenhon．   

2．InthecontextorthejmplemenLationorArtlCle4，匹ragraPhl，OrtheConv占ntion，in  
accordancewiththeprovisionsorArtlCle4，paJagraPh3，andArticLelloftheConvention，  
and山roughtheentityorentltiese？tnJStedwiththeoperahonofthennaLnCialmechamimof  
LheConvention，LhedeYelopedcountryPartiesandotherdevelopedfhrtiesincludedinAhLleX  
IIto血eConvenlionshdl：  

（a） ProviderleWandadd沌onaJfiruncialresourcestomeetLheagreedfullcosts  
incurredbydevelopingcotmtryPartiesinadvancingtheimplementationorexIStlng  
COmmitmentstlnderArticle4，ParagraPhl（a），OftheConvemionthatlarecoveredin  
A元clelO，Subpamgmph（a）；弧d  

（b） AIsoprovidesuchfinancialresources，includingforLhetransFeroftechology，  
neededbythedeveloping皿甲PartiestomeettheagreedLhllincrementaJcostsof  
advanclngtheimplemenlationofexist］ngCOmmitmeTltSunderArtlCle4，Pa［agmPhl，Ofth冒  
ConvendorlthatarecoveredbyArticlelOandthatareagreedtx3tWeenadevelopingcourltry  
Partyand血eintematiotlalentityorentltiesrefetTedtoinArticlelloftheConvenbon，in  
accdancewiththatArticle．   

TheimpJemenLadonoftheseexjstlngCOmmitmentsshalltakeintoac00unttheneedfbr  
adequacyandpredictabilityinthenoworrundsandtheim匹rtanCeOfapprQFiateburden  
ShaJjngamongdeveLopedcounけyPartleS・TheBUidanceLotheenLityorentidesentrusted  
with血eoFCrati仇Of山erinancialmechamsmoftheConYentioninrelevanLdecisi胱SOrthe  
ConEbrenceofdleP餌1ies，includlngthoseagreedtx，foredleadoptionof（hisProt∝Ol，SLhall  
叩Ply′搾油ぬ∽〟ね刀ゐb山eprovisionsor血spam許aph・  
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3・ ThedevelopedcountJYRlrtleSandotherdevelopedPmesinAnnexIltothe  
ConvemionmayaJsoprovlde，anddevelopingcounLryPartleSaYaJlthemseJveso［，ElnanclaJ  
resourcesforthejmplemenLationorArtlCIelO，throughbila【eral，regionalandother  
muldJateralc上】annels．  

AIli亡1e12   

1． AcleandevelopmentmechaJnSmjsherebydefined・   

2・ Thepu岬SeOf．山ecIeandeveJopmentmechanjsmshaHbeb）aSSistfもⅠ－【iesnot  
ir）CludedinAnnexIiIlaChleVingsusLzunabledeveloprnentandincontnbu血g10theultimate  
o句ectiveortheConvemiorl，andtoassisLPartL彷includedinAnnexIi・1aChievir）g  
COmPliancewlthLheirquaJltifiedemisslOnlimitatiorlandreduct10nCOmitmentstlnder  
Ardcle3．   

3． Underthecleandevelopmentmechamism＝  

（a） FhJtiesnotincLudedinAnnexIwilltだnenthmprqectactivitiesresultingin  
∝血石demissionreduclions；and  

（b） FbJtiesincludedinAnnexlmayusethecertJfiedemissionreduchonsaCCruing  
fromsuchpr（力ectactiviLiestocon扇butetocompliaJICeWlthpa丘OftheirquanLifiedemission  
limiLa山）nandreduchoncommitmenLsunderArticJe3，aSdeLerminedbytheConLerenceor  
theParbesservlngaSthemeetlngOrthePartleStOLhisProtocol・   

4．・Thecleetndevelopmentmechanjsmsha11tx：SuqeCttOtheauthorityaJldguldanceof  
theConferenceoftheFhTdesseIYlngaSthemeehngortheFbdes10thisProt∝01andbe  
SuperYisedbyanexecuhveboaTdorthec！eandeveIopmentmechanism・   

5．  EmisslOnreductionsI℃SuJtingfromeachprqjeclacdvityshallbecertifiedby  
OperadonalentidestotxdesignatedbyLheConLeItnCeOfthefhrtiessen′lngaSthemeetlng  
or山eね止ies【0血sPro10COl，On血ebasisor：  

（a） Volu11taJYPaTticipat10napprOVedbyeachPartyinvdved；  

（b） Real，me貼urable，andIong－termbehentsrelatedtothemidgatlOnOfcLima比  
Ch弧ge；弧d   

（C） ReduchonsiJlemissionsthatareadditlOnaltoanythatwould品curinLhe  
absenceofLhecertlnedpIqeCtaCtivlty・   

6． necJeaJldeve10PmeIltmeChanisrnshal）assistinaJTaJlglJlgftLndingordertlfied  
Prq∝taCdviliesa5neCお氾lγt  
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7， TheConjt：renCeOrthePartiesservlrLgaSthemeetlngOhhePartleStOLhlSProtocoI  
Shall，atitsn13tSeSSion，elatx）ralemodaJjdesandprocedureswiththeo句ectJVeOfer）Surlng  
mlSParerlCy，ernClenCyaLldaccountabilitythroughindependentauditlngandvehncationof  
PrqeCtaCtlvitleS・   

8． TheConferenceorthePa「［iesservlngaSthemeenngor山ePartleStOlhユSProtocoI  
shal1en5urethatashareoftheproceedsrromcertlfiedprqJeCtaCtiviliesisusedtocover  
adminlStratlVeeXpenSeSaSWellastoassistdevelopingcountryPartiesthatarepancularly  
vulnerabLetotheadverseeffecLsorc［ima（echange10mee＝血ecosLsofadaptat10n・   

9．  fhl＝icipaLionundertheclearldevelopmerLtmeChanlSm，includinginacdvities  
mentionedinpaJLagraPh3（a）aboveandintheacquisitlOnOfcertifiedemissiorlreductlOrlS，  
maylnVOIvepnvateandJorpubJicentities，andistotxsu句ecttowhaLeverguidancemaybe  
PrOvidedbytheexecutivetx）ardortheclea刀deYelopplentmeChanism・   

10． Cerdfledemissionreduc山〕nSObtalneddunngtheperiodfromtheyear2∝X）up10the  
tx：ginnlngOfthenrstcommitmentpeI－Odcanbeusedtoassistinachievingcomplianceinthe  
firstcoTnmitmentperi∝l・  

Al十icle13   

1‘・ TheConfもrenceortheParties，thesupremebdyortheConvention，Shallserveasthe  
meetlngOrLhePartiestothlSProto00L   

2． FhrtiestotheConventionthatarenotPartleSLothisProtocolmayparticlpateaS  
Observersinthepr∝eedingsofanysessionofLheConfereTICeOrthePartleSSerVlngaSthe  
meetlrlgOftheParties10this汁oto00l・WhentheConferenceofdleParLiesservesasthe  
meetlngOrthePartiestothjsProLo00l，decisionsunderthisProto001shalItkLakenonlyby  
thosethatarePartiestothisProtocol．   

3． When血eConferenceorthePaJtiesservesasthemeehngortheIhrtiestothis  
拝ot脱l，anymemberortheBureauof山eConferenceortheFhI，tiesrepresentingaPar吋tO  
LheConventlOnbut，atthattime，nOtafhrtytoLhis汁oto∽1，Shallbereplacedbyan  
addidonalmember10beelectedbyandfromamonBSLthePartiesk）this汁ot∝01・   

4・ TheConferenceorthefhrdesseTVlngaSthemeetlngOf’thePartleStOthisProtocoI  
Shal1keepunderregularreviewtheimplementadono［thlSProto001andshal1make，With1nits  
maLldate，thedecisionsnecessarytopromoteiLseffecdveimplementahon．Itshal1perform  
thefuncLionsassignedtoitbythisn■OtOCOlandshalI：  

（a） Assess，OnLhebasisofa11iTIEbmladonmadeavai1ableLoitinaccordancewith  
theprovisionsof山isProkに0】．theimplemen払bono［thisFh）Lo001byLheFhrtleS，theoveraIl  
effectsofthemeasurestakenpuI3Uant【othisProt∝01，inparLicula（enVironrnental・eCOnOmic  
ands∝ialeffectsaswe11a5theircumuIahYeim匹CLsandtheextentLowhichprogress  
toward5Lheo句ectiveoflheConvendonisbeingachieved；  

－75－   



（b） Pcri（カicallyexaminedleObliga（ionso［thePartleSundcrth1SProto00l，giving  
dueconsiderationtoanyrevleWSrequlredbyArtlCle4，PaEagTaPh2（d），andArtlCle7，  
PaL3gLaPh2，0［theConveTlljon，jnLheljBhtoftheoQ）CCL］VeOfLheConvention，theexpenenCe  
gainedinitsimplementauonandtheevoJu山〕nOfscienhficandtechJlOlogicalkLlOWledge，and  
inthlSreSPeCtCOnSiderandadoptregularreFX）rtSOrllheimplemenLat10nOhhisProto001；  

（C） n℃rnOteandねcilitaLetheexcha爪geOrinrormaL10nOrlmeaSUreSadopLedby  
thePartjes10addTeSSCJimatechaJlgeanditse［fects，takingintoaccountLhediffenng  
clI℃umStanCeS，reSPOnSibilitleSandcapabilitiesofLheFhrtleSandtheirrespeCLIVe  
∝〉mmlmlen【5under血isP和一ocol；  

（d） Facilitate，attherequestortwoormoreParties，thecoordina（ionofLmeasuTeS  
adoptedbythemtoaddresscIimatechangeandiLseffects，taklngintoaccountthediffering  
cII℃umStanCeS，reSPOnSibililiesandcapabilitleSOfthe馳正iesandtheirre5PeCtIVe  
commitmentsunderthisProtocol；  

（e） 拝omoteandguide，inaccordancewlththeoqectiveortheConvendonandthe  
PrOVisionsorthisProLocol，andtakingfullylntOaCCOunttherelevantdecisionsbythe  
ConfereTICeOrtheFbrtleS，thedevelopmerltandperiodicrennementofcomparable  
methdoIogzesforLheeffecdyeimplementat10nOf（hisProto∽1，tObeaBreedonbythe  
Conrerenceo［theRIItiesservlngaSthemeetlngOflhePanesto血1SProtocol；  

（f） MakerecommendationsorlanymatterSneCeSSaTyLbrLheimplementationof  
山isPro【ocoI；  

（g） Seektomobilizeaddibonalhancialresourc6inaccordancewith  
A血clell，匹ragmph2；  

（h） EstablishsuchsubsidiarytxAiesasaredeemednecessaTyforthe  
impleTnentationorthisProl∝01；  

（i） Seekandutilize，Whereappropriate，theservicesandcooperationo［，and  
infb皿atlOnPrOVidedby，00m匹短ntintemado血orga山辺tionsandintergovemmen払I孤d  
non一基OVemmen血h通ie5；弧d  

U） Exercisesuchotherruncdonsasmaytxrequiredfordleimplementahonor  
thisPrDn3COJ，andcoTISiderarlyaSSlgnmentreSUZ血gfromadecisjotlbytheConhreTh3eOfぬe  
Rl丘1eS．   

5． Theru1esofpr∝edureoftheConferenceofthePartLeSandfinaJICialproced－JreS  
appZjedLmder血eConvenbonshalltxappLiedmuwismL（ぬ′血underthisProLo001，eXCePtaS  
maybeotherwisedecidedl）yCOnSenSuSby血eCor血renceorLhePartiesservlngaSthe  
meetlngO（ulePartiesLothlSProto001・   

6・ TheflrstsessionoftheConferenceorthePartiesserv］ngaSthemeehngorthePardes  
k｝thlSPro［000JshaJltxconvenedbythesecretariatjncon）tmCdonwiLhthenrstsessiono（the  
ConrerenceordleFbJtiesLhaLisscheduLedafLer（hedaLeofheen叫intoforceofthis  
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Protocol．Sutxsequen10rdlnarySeSSionsorlheConferenceofLthePartleSSerVlngaSLhe   
meeungofthefもrtiestothlSProto001shallt光heldeveryyearandincoruunc山〕nWith   

OrdinarysessionsortheConfeI‾enCeOrtheFhrtleS，unlessotherwisedecidedbythe   

ConE七renceorthePhrtleSSerVlr．gaSthemeehngorthePartleStOlhJSProtocoJ．  

7・ ExLraordinaTySeSSionsortheCo■血renceorthePhrtiesserY［ngaSthemeetlngOfthe   
PartleStOth1SProt∝dshaLltkheldatsuchotherhmesasmaybedeemednecessarybythe   
ConLerenceo＝hePardessemngasthemeehngo［thePaTtiestothlSProLo∽J，OratLhe   

WntterLrequeStOranyParty，PrOVidedthat・withlnSixmonLhso［therequestbeing   
communlCatedtothe托爪1eSbyLhesecretanat，itissupportedbyatleas10nethirdofLhe  

托血ie5．  

8・ TheUnltedNations，itsspeClalizedagenciesandtheInternatlOnalAtomicEnergy   

AgerlCy，aSWellasanySlalememtx3rthereororobserverstheretonotpartytotheConvention，   

maytx3repreSenLedatsessionsofLheConrerenceoftheR汀tiesservlngaSthemeehngorthe   
Fhrhestot山sProtocolasobservers・Anybodyoragency，WheLhernationalorintemational，   

govemmentalornon－gOVerrLmental．whlChisqu血1fiedinmam：rSCOVeredbythlS汁oto00J   

andwhichhasinforTnedLhesecretada10fiLswishtotxrepresentedatasessionorthe   
ConferenceortheねrtiesservlngaSthemeetlngOfLhePa爪iesk〉thisfh’OtOCOlasanobserver，   

maytxsoadmi血unlessatleastonethlrdofdlefhJtiespresenLo句ect・Theadmissionand   

Participationofobserversshallbesub］eCttOtherulesorpr∝dure，aSreferredtoin  

paragraph 5 above. 

＆emi6nblishdbyAd■：：convenlionshal1seⅣeおthesecmit   

2． Article8，ParagraPh2，OrtheConventlOnOnthefunctionsofthesecretarjat．and   

Arhcle8，ParagraPh3，OfLheConventlOnOnamgementSmadefor血efunc也onlngOrthe   

SeCretariat，ShallapplymuwismuklndiTtOLhlSPotocoL．ThesecreLariaLshal1，inaddition，   

exercisethefunCtjonsassignedtoitunderthisProtocol．  

AdicIe15  

1． TheSubsidiaryBdyforScientificandTechologicalAdviceandtheSubsidjary   
BdyforImplementahonestablishedbyArticles9and100ftheConvenLionsha”serveas，   
re＄peChvely，theSubsidiaryB∝1yforScientificandTechologicalAdviceandtheSubsidiary   
BdyLbrImpLementa（ionof血sP代血XOL・TheprovisionsrelatlngtOthefuncdonlngOrthese   

ⅣobcdiesunderdleConventionshaJlapply7nLLねLLsmu山JZdLstothlS汁otocol．Sessionsof   

themeeungsortheSukidiaryBcdyforScierLhficandTechnologicalAdvicea刀dthe   

SubsidiaJYB（カyforlmplementationofLhjs蝕）kに01shalltxheJdincoquLnCtlOnWiththe   
meetlngSOf，reS阿山Vely，theSubsidlaJyB（坤forScientificandTeclm0logicaJAdviceand   
theSubsidiaryB（カyforImplementadonofLheConvention．  

2． FhrtiestoLheCorlVentionthata陀nOLPaJliestothlSProto00Lmaypancipateas   

Observersinthepr∝血ngsoranysessionof血esut＄idlaJYtXAileS・Whenthesubsidiary  
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txAiessen′eaSthesubsidiarytx）diesof山is汁o10001，decisionsunderthlSProtocoJshalltx  
takenor）1ybythosethatarePaTtiestothlSProtKOL・   

3． WhenthesubidiaLYtXX］iesestabljshedbyArtLCJes9andlOoftheCorlVentlOn  
exercisetheirfunc正onswiLhregardtomatterscorlCernlngthlSProt∝Ol，anymemberofthe  
BureauxofthosesubsidiarytxxliesrepresentingaFhrtytotheCorlVentionbut，atthaLtlme，  
JlOtaParty（OLhisProL∝01，Shallbereplacedbyanaddit10nalmembertokelectedbyand  
rromamongst．LhefhJtiestothlSProtocol・  

Al寸iclel石  

TheConferenceorthePaTtjesservlnga5themeetlngOrLhePartiestolhlSProtocoI  
shal1，aSSOOnaSPmCticable，COnSidertheapplicalion10this打obcolor，andm（元ifyas  
appropnate，themultilateralconsultatlVePrOCeSSreEerredtoinArticle130ftheConvention，  
inthelighto［anyrelevantdecISionsthaLmaytxtakehbytheConferenceorthePartleS・Any  
muldlateralconsultaLivepr∝eSSthatmaytxappliedtothisRoto001shallopeEaLewiLhout  
prqudlCetOlhepr∝eduresarldmechanSmSeSLablishedinaccoIdancewithArtlCle18・  

Arti亡1e17  

TheConLerenceorthefhrtleSShal1derine（herelevantpnnc］ples，mOdalit．es，rules  
andg山de］ines，inpardcuJarFbrveriLicatjon，reFX）rtlnga皿dac00uJltabilityFbTemissions  

一。。  
and，ed。Cd。。C。．mitments。nde，thatA血cle．  ＼  

Al寸icle18  

TheConferenceorthePardesservlngaSthemeebngo［thePardestothユSProtocoI  
shall，atiLsfirstsession，aPPrOVeaPPrOPnateandeffecliYePrO∝dt］reSaJldmec血ismsto  
determineandtoaddTeSSC貼eSOfrlOn－00mPliancewiththeprovislOnSOfLhlSProtocol，  
includingthroughLhedevelopmenLofanindicadveListofconsequences，takingintoaccount  
thecause，type，degreeandfrequencyofnon－てOmPliance・Anypr∝eduresandmechanisms  
under血sArtlCleentai）ingbindingconsequencesshalltx，adoptedbymeansoran  
amendmenttothisProtocol．  

A止i亡1elタ  

Theprovisiol娼OfArtjcle140rtheConvenhononseLuemer）tOrdjsputesshal）apply  
爪〟ねr白川〟ね〝dねb山sProtocol．  

Adiek20   

1． AnyfhrtymayproFX）SeamendmentstothlSProto001・   

2・ AmendmentstoLhisProto00］sha11txadopLedatanordinaJYSeSSionor山e  
Cord七renceorLhePartleSSerY］ngaSthemeel］ngOrtheFhLtLeStOLhis恥【∝01・Thetextor  

＼・・＼∴   
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anyproFX）SedaLnendmer．tLo山is汁oLocofshallbecommunJCaLedtothePartiesbyLhe  
SeCrebriatatleastsixmonthsbefbrethemeetIngatWhJChitisproFMedforadoptlOn，The  
SeCrCtarlatShallalsocommunlCatethetex10rar．yPrOPOSedamendmeIltSLothePartiesaLrld  
SlgnatOriestotheConventlOnar．d，rOrinfbrmatlOn，tOtheDeposltary・   

3． ThePartleSShaJJmakeeverye［Eorttoreachagreementonanyproposedamendmentto  
this打【）L∝01byconsensus・Ifa］JerfortsatconserlSUShavet光eneXhausted，andrlOagreement  
reached，theamendmentshallasalastresorttxadoptedbyathree－fourthsm可OnLyvoteor  
LhePartiespTeSentandYOtlngatthemeetlng・Theadoptedamendmentshalltx  
COmmunlCaLedbyLhesecremiattotheDepositary，WhoshalIcirculateittoallPartiesror（heir  
aCCePtanCe・   

4． InsLrumentSOraCCePtaJtCeinrespeCtOrarlamendmentshal1bedepositedwiulthe  
DepositaJγ・Anamendmentadoptedinaccordance、Vithpa皿graPh3aboveshal1enlerinto  
forcerorthosePaI七eshavingqcceptedi10nthenlnedethdayafterthedateofreceiptbythe  
Deposilaryo［aniIIStrumentOfacceptancebyatleastlhreefourthsohhePaniestothis  
PTO【ocol．   

5． TheamendmentshaJlenterintoforceforanyotherPartyontheTlinetjethdayafter（he  
dateonwhichthaLPartydeFX）SltSWi（htheDeposltaryltSinstrumenLof acceptaTICeOrLhesaid  
amend皿enL  

Arti（：1eユ1   

1・ Annexestothis針otocoIsha11formarLintegralpaTtthereofand，unlessotherwise  
expressIyprovided，arefe托nCetOthlSProtocoIconstitutesatthesametimeareferencetoany  
annex田山ere10・ArlyanneXeSadopld正tertheentけink）わr∝Or血is打otoco15hallb  
restnctedtolists，fomsandanyoLhermaLerialofadescnptlVenaturethatisofascientific，  
technical，Pr∝dumloradminlStrativechaJaCter．・   

2・ Anyfもrtymaymakeprop岱alsforananneXtO（hlSProto001andmaypropc6e  
amendmenlsbmexe5b【hsPmtocol．   

3・ AnnexesLodlisProt∝OlaJldamendmentstoannexestothisProtocoIshal1beadopted  
ataJlOrdinaJYSeSSionortheConferenceortheFbJtleSSerVlngaSthemeetlngOftheFbJtleStO  
this汁oto00l．Thetextofanypro匹SedannexoramendmenttoananneXShalJbe  
COmmunlmtedtotheねrliesbythesecreLariata（1eastsixmonthsbeforelhemeetlngatWhich  
itisproF）Sedfbradophon・Thesecretanatshal1aJsocommunlatethetextofanyproposed  
annexoramendmenttoanaJmeX10thePartiesandsignatoriestotheConventionand，for  
infomation，tOtheDe叩itary．   

4・ ThePaTtiesshallmakeeveryeffbrttoreachagreementonanyproposedaJlneXOr  
amendmenttoanarLneXbyconsensus・Ifal1erfortsaLconsensushavebeenexhat遁Led，andno  
agreementreached，theannexoramendmenltoanannexsha】1asalasLresortbeadoptedbya  
Lhree－fourthsmqorltyVOteOfthethJbespres甲IandvotJngatLhemeeLlng・Theadopted  
annexoramendmenttoanannexshal］becorrlmunjcaLedbythesecremiattoLheDepositaJY，  
WhoshallcirculaleiLtOallParbesfortheiraccepLance．  

一79－   



5． Anannex，OramendmenttoanarmexotherthanAnnexAorB，thathastxenadopted  
OramendedirlaCCOrdancewithparagraphs3and4atx）VeShaJJenterintororceForallPartleS  
LothlSFbl∝OIsixmorlthsartcrthedateofthecorrlmunicationbytheDetx）SiLaryLosuch  
PartleSOrtheadoptJOTlOrlhearuexoradoplionortheamendmenttotheannex，eXCePtfor  
thosePartiesLhaLhavenotinedtheDeFX）Sltary，lnWhtlng，Wi山inthaLperiodortheir  
non－aCCePtarlCeO［lheannexoramendmenttothealuleX・TheannexoramendmentLoan  

annexsha11erlLerintoforceforrh＾ieswhichwiLhdrawtheirnodLicationornon－aC∝ptanCe  
OnthenlnedethdayarterthedateonwhlChwithdrawaJofsuchnotincadonhasbeenrtuived  
bytheDepositary・   

6・ I［theadoptlOnOfanannexoranamendmenttDanarlneXinvoIvesanamendmentto  
this汁otocoいhaLanneXOramerldmenttoanannexshallnotenterintofbrceu血1suchtlme  
asthearner）dmenttothisProtocolenlersintororce．   

7． AmendmentstoAnnexesAandBtothlSProt∝OIshalltxadoptedandenterin（O  
forceinaccordancewiththeproceduresetoutinArticle20，PrOYidedlhatanyamendmentto  
AnnexBshalltxadoptedonlywiththewrltten00nSentOrthefhrtyconcemed・  

Al十icleヱ2   

1． EachPartyShaJlhaveonevote，eXCePtaSPrOvidedforinparagraph2below・   

2． RegionaleconornicintegrabonorganlZaLions．］nmatterSWithintheircompetenCe，  
Sha11exeTCjsetheirrlBhttovotewithanuml光rOfvotesequaltothenumtx：rOrtheirmember  
Statesthata陀PartiestothlSProt∝01・SuchanorganlZaLionsha11notexerciseils－jghtto  
VOteifanyo［itsmeml尤rStatesexercisesiLsright，andvice｝ersa・  

A止i亡1eエ1  

TheSecretaryrGeneraloftheUnitedNatlOnSShalllx也eDeFnSihryofthlSProtocol・  

Artiele 24 

1． TわユS恥t∝dsbdユbeof㌍刀わrs柑皿餌代肌d5坤j∝ttO王a出薫mdo刀，a∝ep如】CeOr  
approvalbyStatesandregionaleconomicinLegratiorLOrganizationswhlChaTePartleStOLhe  
Convendon．ItshaJlbeopenforsignatureatUnltedNat10nSHeadquartersinNewYorkrrom  
16Ma∫Ch1998to15Ma托h1999・ThlSPro【∝OLshalJbeopenforaccessionfromtheday  
afterthedateonwhichitisclosedforslgmattue．Instrumentso（radfimtion，aCCePtaJICe，  
呼PrOVa】orac∝∬ioロShaユ」お血psjtedwilh也eD甲郁通叩・   

2・ Anyregionaleconomicintegrationorgani2a仕onWhichbecomesaFbTtytOLhis  
ProtocoIwithoutanyofitsmemtxrStatesbeingaP訂tyShal1betx）urK］byal1theobliga厄orlS  
underthis針ot∝01．Inthecaseorsuchorganizations，OneOrmOreOrWhosememberStates  
isa陶正y【0血s恥kcoいheorg甜Iadon甜d摘memkrS払tessh山川∝ideon也eir  
respecdveresponsibilidesfortheperformanceoftheirobligadonsunderthisProLocol・IrL  
suchcases，theorganizahonandthememtxrStatesshallnott光enddedtoexerciserights  
underthis針o10COIconcurrenuy．  
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3・ InuleirinslrumerltSOfratification，aCCePLance，aPPrOValoracc田Sion，regional  
economicintegradonorga血zadonsshaJldecJaretheextento［lheircompetenCeWiLhrespeCt  
tothemattersgovemedbyLhjsPro【∝0［・Theseorgar．izatlOnSShalIalsoin∫ormt  
Depo6itary．whosha11in【urnir．EbrmlhefhJlies，Ora叫′Subs血一山alm∝lifica［ioninuleeXtent  
OrLheircompetenCe・  

A止i仁Ie之S   

l・ ThlSProtocoIshallenlerintoforceontheninetiethdayafterthedateonwhichrlOt  
lesslhan55ParbestoLheConventiorl，incorTX）ralir．gねIliesirlCludedirlAnnexIwhich  
awun（edintotalFbratleast55匹rCentOrLhetolalcartx）LldlOXideemissionsfor19900f’the  
PamesincLudedinAnnexl，havedeFX）SitedtheirinstrumentSOfratifiatlOn，aCCePtanCe，  
approvalorac∝∬ion・   

2． FbrthepurTX）SeSOrthlSArticle，“Lhetotalcartx）ndioxldeemissionsForl弼orthe  
P訂neSirlCludedinAn叩Xl”meaJIS血eamountcommunicatedoI10rkforethedateor  
adoptlOnOfthlSProkに01bythePaJ七esincludedinAnnex工intheirfirslnatlOnal  
COmmunjcatlOrLSSubrnittedinaccordancewidlArticle120f’theConvendon．   

3・ FbreachStateorregionaleconomicintegrationorganiza（ionthatratines，aCCePtSOr  
apprDVeSthisPro（∝0Ioraccedestheretoafterthecorldidonssetoutinpamgraphlatxwe  
forentrylnLofcwcehavebeenhl托Iled，thlSProtcmlshallen蛤rintoforceonthenlnede山day  
rollowingthedateordeposILo［itsinstrumerlLorratincntion，aCCeptaLnCe，aPPrOValor  
aCCeSS10n．   

4・ Fbrthepu甲）SeSOfthjsArticle，any】nStnJmentdeFX）SiLedbyaregionaleconomic  
inteBradonorganizationshal1notbecounLedasaddldonaJtothosedeFnSitedbyStates  
me用心引ちOr也eorgam訟don．  

Al寸ick2石  

Nore5erVationsmaybmadeto血sProtocd．  

Arti亡1e27   

1・ AtanytlmeafterthreeyearsfromthedateonwhjchLhis拝oto00lhaserlb3redinto  
forceforaParty，that餌ymaywithdrawfromthisProto00Lbygivingwrittenno（incatlOntO  
山eDepositaけ．   

2・ AnysuchwidldrawalshalltakeeffectufX）neXPJryOrOneyearfromthedaLeofrecelPt  
bytheDepsltaJ70ftheno疏cationorwithdrawal，OrOnSuChlaterdaleasmaytxSpeCified  
inthenodficationofwithdrawal．   

3・ AnyPartythatwithdrawsfromtheConvenhonsba”becorlSideredasalsohaving  
withdrawnfromthisProt∝Ol．  
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Adi亡1eヱ8  

Theoriginalor山isPro【∝Ol，OfwhlChtheArabic，ChlneSe，English，French，RussiaJl  
ar）dSpamihtextsareequallyauthendc，ShallkdeF））Sitedwi（htheSecretary－Generalorthe  
Uni比dNat10nS．  

DONEatKyo虹・th1SeleventhdayofDecemberonethousandnlnehundredand  
血ety－SeVen・  

lNWITNESSW‡】EREOFtheundersigned，tXingdulyauthorlZedtothaLeffect，  
haveaffixedtheirslgnatureStOthlSPmt∝0lonthedatesindicaLed．  
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AmexA  

Gn光nhouse卿   

C訂bndioxlde（COJ  
Me仙aⅢe（CH4）  

N血0購OXide（NzO）  
Hy血dluα∝arb鮎（HR3）  
脚uor∝加ns（m）  
S止phurhexaf山0雨e（SFJ   

坤S   
En即gy  

helcombusdm  
ら1ergyind血防  
Man血c餌nngi血us扇田訂dco鮎飢1don  
Tmnspon  
Olhersectors  

O払er  

Rl由hVeem戚0鮎丘omhels  
Solid丘妃k  

O止むId凪【udg祁  

Other   

hdu5出血pKX麗SSeS  
Mine血p血  
Chem皿1imdusけy  
Me血prα九灯山川  

Othαpr∝山ction  

旭udonorhl血ands山西Whe㍊n血血  
Cons画On止血血狐dsd匝Wkx鯛uonde  

O血er   

SoIYentando也訂Pr∝lu丈u父   

Agdc山一ue  
Erl血ckrmen払lわn  
Mann陀mむ1agement  
Ricec山高vanon  
Agdc止血ml犯iIs  

仙加mmgorsavamび  
Fieklbumingora夢iculturalresLdu田  
Olher  
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Wasle  

SoZidwastedisposalonland  
Wastewater handling 
Wasteincineration  
（⊃ther  
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AnnexB  

Ouant汀坤   
reduぐHonく：Ommitment  

（匹rCm叫georba光ye訂OrPerl（叫）  

Pエー－1ざ  

Austr山ia  

Austria 
Belgium  
B山gana★  

Canada  
Croatla寒  

CzechRepublic★  

Denm召けk  

bbnla水  

Eurcpean Community 
Rn】and  

馳nce  

Germany 
Greece  
HIJng訂y真  

Iceland  
Ireland  

旭1y  
Japan  
b亡Via＊  

Liechtenstein 
u壮111ania♯  

山emburg  
Monaco  
Netherlands  
NewZedand  
Norway  
R〉1and豪  

fbr叫河  

RomaIlia末  

R11S5ianR∋deIadonヰ  

Slovakia★  

Slovenia塞  

Sp血  

Sweden  
Switzerland  
UkIaineよ  

UnitedKingdomofGrealBrlLainandNorthemIreland  
UnitedStaLesofAmenca  

0
8
9
2
氾
9
2
舛
9
5
9
2
9
2
9
2
免
9
2
9
2
妃
9
2
舛
1
0
免
兜
舛
氾
免
氾
災
9
2
9
2
0
0
0
1
舛
9
2
9
2
0
0
氾
免
9
2
9
2
免
0
0
氾
男
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l
 
l
 
l
 
l
 
l
 
 

豪Coun扇c5也且【a柁11血c曙dng血epmort一犯Sidontoama正巳【omy．  
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付録2 京都議定書（邦訳）   

気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書  
（仮訳）  

1997年12月採択  

気候変動に関する国際連合枠組条約京都議定書  

本議定書の締約酌ま、   

気候変動に関する国際連合枠組集約（以下「条約」  
という。）の締約国として、   

条約第2粂に定められた条約の究極的な目的を達   

するために、   

条約を想起し、   

条約第3条の規定を指針とし、   

条約の締約国会議の決定第1号（第1回会合）に   

より採択されたベルリン・マンデートに従って、   

次のとおり協定した。  

第1粂  

この議定書の適用上、条約第1粂の定義に加えて、  

1．「締約国会議」とは、集約の締約国会議をいう。  

2．「条約」とは、1992年5月9日にニューヨークで  
採択された気候変動に関する国際連合枠組条約を  
いう。  

3．「気候変動に関する政府間パネル」とは、1988  
年に世界気象機関及び国際連合環境計画が共同で  
設置した気候変動に関する政府間パネルをいう。  

4．「モントリオール議定書」とは、1987年9月16  
日にモントリオールで採択され、その後調整され  
及び改正されたオゾン層を破壊する物質に関する  
モントリオール議定書をいう。  

5．「出席しかつ投票する締約国」とは、出席しかつ  
賛成票又は反対票を投ずる締約国をいう。  

6．「締約国」とは、文脈により別に解釈される場合  
を除くほか、この議定書の締約国をいう。  

7．「附属書丁に揚げる締約国（以下「附属書Ⅰの締   

約国」という。）」とは、条約附属雷Ⅰ（その最   
新のもの）に揚げる締約国又は条約節4粂（2g）  
に基づいて通告を行った締約国をいう。  

第2条  

1．各附属苔Ⅰの締約国は、次条に基づく排山の抑制  

及び削減に関する数量化された約束の達成に当た  
り持続可能な開発を促進するため、次のことを行  

う。  

（a）自国の状況に基づき、以下のような政策及び  
措置を実施し又は更に定めること。  

（i）自国の経済の関連部門におけるエネルギ  
ー効率の向上  

（ii）関連する国際的な環境に関する取極に基  
づく約束を考慮に入れた温室効果ガス（モ  
ントリオール議定書によって規制されて  
いるものを除く。）の吸収源及び貯蔵庫の  
保護及び強化並びに持続可能な森林経営  
の措置、植林及び再植林の促進  

（最）気候変動に関する考慮に照らした農業の  

・持続可能な形態の促進  
（毎）エネルギー、二酸化炭素隔離技術並びに革  

新的な環境上適正な技術に関する新規の  
かつ更新可能な形態について研究し、促進  
し、開発し及び利用を拡大すること  

（v）すべての温室効果ガス排出部門における  
市場の不完全性、内国税及び関税の免除生  
目に補助金であって条約の目的に反する  
ものの漸進的削減又は段階的廃止並びに  
市場的手段の適用  

（vi）温室効果ガス（モントリオール議定書に  
よって規制されているものを除く。）の排  
出を抑制し又は削減する政策及び措置を  
促進を目的とする関連部門における適切  
な改革の奨励  

（vil）運輸部門における温室効果ガス（モント  
リオー／レ議定書によって規制されている  
ものを除く。）の排出を抑制し又は削減す  
る措置  

（血）廃棄物の処理並びにエネルギーの生産、  

輸送及び配分における回1扱及び使用を通  
じたメタンの排出の抑制又は削減  

（b）条約第4粂2（e）（i）の規定に従い、この灸の規  
定により採用される政策及び捨置の個別及び  
共同での効果を高めるため、他の附属書Ⅰの  
締約国は、そのような政策及び捨置に関する  
経験を共有し及び情報を交換する捨置をとる  
（政策及び処置の比較可能性、透明性及び効  

果性を改善する方法の開発を含む。）。手の  
議定書の締約国の会合としての役割を果たす  
締約国会議は、節1回会合において又はその  
後できる限り速やかに、すべての間遠する情  
報を考慮して、そのような協力を促進する方  
法について検討する。  

2．附属書Ⅰの締約国は、国際民間航空機聞及び国際  
海洋機関を通じて作業することにより、航空機お  
よび船舶用の燃料からの温室効果ガス（モントリ  
オール議定苔によって規制されているのもを除  
く。）の排出の抑制又は削減を追求する。  

3．附属雷Iの締約国は、条約第3粂の規定を考慮し  
て、悪影響（気候変動の悪影響、国際貿易への影  
響並びに他の締約国（特に開発途上国とりわけ条  
約第4粂の8及び9の規定において特定されてい  

る国への社会、環境及び経済に及ぼす影響を合   

一86－   



について決定する。このような決定は、2回目及   
びその後の約束期間について適用する。締約国は、  
人に起因する追加的な活動が1990年以降に行わ   
れたものである場合には、これらの活動に関する  
当該決定を1回目の約束期間について適用するこ   
とを選択することができる。  

5．附属書Ⅰの締約国のうち市場経済への移行の過程   
にあるものであってその基準となる年又は期間が   
締約国会議の第2回会合の決定第9号（第2回会   
合）によって定められている回は、この粂の規定   
に基づく約束の履行のために当該基準となる年又   
は期間を用いる。附属番Ⅰの締約国のうち市場怒   
涛への移行の過程にある他の締約国であって条約   
第12粂の規定に基づく1回目の国内情報を送付  
していない国も、この詣定吉の締約国の会合とし   

ての役割を果たす締約国会議に対して、この粂の   
規定に基づく約束の履行のために1990年以外の   
過去の基準となる年又は期間を用いる意図を有す  
る旨を通告することができる。この議定書の締約   

国の会合としての役割を果たす締約国会議は、；  
のような通告の受諾について決定する。  

6．この議定書の締約国の会合としての役割を果たす   
締約国会議は、条約第4条6の規定を考慮して、   
附属書Ⅰの締約屑のうち市場経済への移行の過程  
にあるものによるこの議定書に基づく約束（この  
条の規定に基づくものを除く。）の雁行について  
は、ある程度の弾力的適用を認めるものとする。  

7．排出の抑制及び削減に関する数量化された1回目  
の約束期間（200針年から2012年まで）において  

は、各附属書Ⅰの締約国に割当量は、1990年又は  
5の規定に従って決定される基準となる年若しく  
は期間における附属暫Aに掲げる温室効果ガスの  
二酸化炭素相当による合計の人為的な排出量に附  
属召牒に記我する百分率を乗じたものに5を乗じ  

て得た値に等しいものとする。土地利用の変化及  
び林業が1990年に温室効果ガスの排出の純発生  
源を成す附属審Ⅰの締約国は、1990年における二  
酸化炭素相当による合計の人為的な発生源による  
排出の畠から吸収源による除去の量を減じたもの  
を含める。  

8．附属書1の締約国は、7に規定する算定上、ハイ  
ドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、  

及び六フツ化硫黄の基準となる年として1995年  
を用いることができる。  

9．附属番Ⅰの締約国のその後の期間に係る約束につ  
いては、第21粂7の規定に従って採択される附  
属雷Bの改正において決定する。この議定書の締  
約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、  
遅くともlに定める1回目の約束期間が満了する  
する7年前までに当該約束の検討を開始する。  

10．第6粂又は節17粂の規定に基づいて1（7）締約国  

が他の締約国から取得する排山削減単位又は割当  
量の一部については、取得を行う締約国の割当畠  
に加える。  

む。）を最小限にするような方法で、この粂に基   
づく政策及び措置を実施するよう努める。この議   
定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国   
会議は、適当な場合には、3の規定の実施を促進   
するため追加の措患をとることができる。  

4．この議定書の締約国の会合としての役割を果たす   

締約国会議は、異なる国内状況及び潜在的な影響   
を考慮して、1（8）の政策及び措置を調整するこ  
とが有益であると決定する場合には、当該政策及   
び捨置の調整について定める方法及び手段につい   
て検討する。  

第3条  

1．附属香lの締約国は、附属書Aに揚げる温室効果  
ガスの二酸化炭素相当による合計の人為的なは排  
出量（附属書Ⅰの締約国全体によるもの）を2008   
年から2012年までの約束期間中に19り0年の水準  

より少なくとも5％削減することを目的として、   
個別又は共同して、当該ガスの二酸化炭素相当に  
よる合計の人為的な排出畠が、附属書Bに記載す  

る排出の抑制及び肖Ij誠に関する数量化された約束  
に従って並びにこの条の規定に従って割当量を超  
えないことを確保する。  

2．附属番Ⅰの締約国は、2005年までに、この議定書   
に基づく約束の達成について明らかな前進を示す．  

3．直接に人に起因する土地利用の変化及び林業に係  
る活動（1990年以降の植林、再植林及び森林伐採  
に限る。）に起因する温室効果ガスの発生源から  
の排出の量及び吸収源による除去の純変化（各約  
束期間における炭素亭積の検証可能な変化立とし  
て計測されるもの）は、各附属苔Ⅰの締約国がこ  
の粂の規定に基づく約束を履行するために用いら   
れる。これらの活動に関連する温室効果ガスの発  
生源による排出及び吸収源による除去については  
第7粂及び8粂の規定に従って、透明かつ検証可  
能な方法で報告しおよび検討する。  

4．この議定書の締約国の会合としての役割を果たす   
締約国会議の第1回金台に先立ち、各附属書lの  

締約国は、科学＿1二及び技術上の助言に関する補助   
機関による検討のため、1990年における炭素蓄積  
の水準を定め、及びその後の年における炭素蓄積  
の変化に関する見積りを可能とするための資料を  
提供する。この議定書の締約国の会合としての役   
割を果たす締約国会議は、節1回会合において又  

はその後できる限り速やかに、不確実性、報告の  
透明性、検証可能性、気候変動に関する政府間パ  
ネルによる方法論に関する作業、第5粂の規定に  
従って科学上及び技術上の助言に関する補助機関  
から提供される助言並びに締約国会議の決定を考  
慮に入れて、農業用土壌並びに土地利用の変化及  
び林業に係る部門における温室効果ガスの発生源  
による排出及び吸収源による除去の変化に関連す  
る人に起因するいずれかの追加的活動を、どのよ  
うに附属香Ⅰの締約国の割当量に加え又は当該割  
当曳から減ずるかについての方法、規則及び指針  
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5．1の合意に達した締約国が当該締約国の排出削減   
水準の総計を達成することができない場合には、  
当該合意に達した各締約国は、当該合意に規定す  
る自国の排出の水準について責任を負う。  

6．締約国がこの議定書の締約国である地域的な纏済   
統合の為の機関の枠組みにおいて、かつ、当該機   
関と共同して行動する場合において、排出削減水   
準の総計を達成することができないときは、当該   
機関の各構成国は、個別に及び第24粂の規定に   
従って行動する当該機関と共に、この奥の規定に   
従って通報した自国の排出の水準について責任を   
負う。  

第5粂  

1．各附属書1の締約国は、遅くとも1回目の約束期   
間の開始の1年前までに、温室効果ガス（モント   
リオール議定書によって規制されているものを除  
く。）について、発生源による人為的な排出及び   
吸収頗による除去について見積りを行うための国   
内制度を設ける。当該国内制度のための指針（2   
に規定する方法を含む。）は、この議定書の締約   
国の会合としての役割を果たす締約国会議の第1   

国会合において決定する。  

2．温室効果ガス（モントリオール議定書によって規   

制されているものを除く。）について、発生源に   
よる人為的な排出及び吸収源による除去について   
見積もりを行うための方法は、気候変動に関する   
政府間／くネルによって受諾され、締約国会議の第  
3回会合において合意されたものとする。当該方   
法を使用しない場合には、この議定書の締約国の   

会合としての役割を果たす締約国会議の第1回会   
合において合意される方法に従って適切な調整を   
行う。この議定書の締約国の会合としての役割を   
果たす締約国会議は、特に気候変動に関する政府   
間パネルの作業並びに科学上及び技術上の助言に   
関する補助機関によって行われる助言に基づき、   
締約国会議による関連する決定を十分に考慮して   
当該方法及び調整について定期的に検討し、適当   

な場合には、修正する。修正された方法又は調整   
は、その修正の後に採択される約束期間ついて、   
第3粂の規定に基づく約束の履行を確認するため  
にのみ用いられる。  

3．附属苔Aに掲げる温室効果ガスの発生源による人   
為的な排出及び吸収源による除去の二酸化炭素相  
当量を算定するために用いられる地球を温暖化さ   
せる潜在能力の度合は、気候変動に関する政府間   
パネルが受諾し、締約国会議の第ユ回会合におい   
て合意されたものとする。この議定書の締約国の   

会合としての役割を果たす締約国会議は、特に気   
候変動に関する攻府間パネルの作業並びに科学上   
及び技術上の助言に関する補助機関によって行わ   
れる助言に基づき、締約国会議による関連する決   
定を十分に考慮して、附属書Aに揚げる各温室効   
果ガスの地球を温曖化させる潜在能力の度合を定   
期的に検討し、適当な場合には、修正する。修正   
された地球を温暖化させる潜在能力の度合は、そ  

11．窮6条又は第17粂の規定に基づいて1の締約国  
が他の締約国に移転する排出肖Ij減単位や割当量の  
一部については、移転を行う締約国の割当量から  
減ずる。  

12．第12粂の規定に基づいて1の締約国が他の締約  
国から取得する認証された排出の削減の量につい  
ては、取得を行う締約国の割当量に加える。  

13．1の附属雷Ⅰの締約国の約束期間における排出量   
がこの粂に基づく割当量より少ない場合には、そ  
の差について†ま、当該締約国の要請により、その   
後の約束期間における当該締約国の割当量に加え  
る。  

14．各附属書Ⅰの締約国は、開発途上締約国（特に条   
約第4粂の8及び9の規定において特定される  
国）への社会、環境及び経済に及ぼす悪影響を最  
小限にするような方法で、1に規定する約束を履  
行するよう努める。条約第4粂の8及び9の規定  
の実施に関する締約国会議における関連する決定  
に従い、この議定書の締約国の会合としての役割  
を果たす締約国会議は、第1回会合において、条   
約第4粂の8及び9に規定する締約国に対する気   
候変動の悪影響又は対応措置による影響を最小限  
にするためとるぺき措置について検討する。検討  
すべき問題には、基金供与、保険及び技術移転に  
関する決定を含める。  

第4粂  

1．前条の規定に基づく約束を共同で履行することに  
ついて合意に達した附属書Ⅰの締約国は、附属書  
Aに掲げる温室効果ガスの二酸化炭素相当による  
合計の人為的な排出量の当該締約国の総計が、附   
属雷Bに記載する排出の抑制及び削減に関する数  
量化された約束に従って、かつ、前条の規定に従  
って算定された当該締約国の割当量の総計を超え  
ない場合には、約束を履行したものとする。当該  
合意に達した各締約国に割り当てられる水準は、  
当該合意において規定される。  

2．1の合意に達した締約国は、この議定書の批准書、  
受諾書若しくは承認書又はこの議定書への加入書  
を寄託する日に、事務局に対し当該合意の灸件を  
通報する。事務局は、当該合意の灸件を条約の締  
約国及び署名国に通報する。  

3．1の合意は、前条7に定める約束期間の間、実施  
される。   

4．締約国が地域的な経済統合のための機関の枠組み  
において、かつ、当該期間と共同して行動する場   
合には、この議定書の採択の後に行われる当該機  
関の構成のいかなる変更も、この議定書に基づく  
既存の約束に影響を及ぼさない。当該機関の構成  
のいかなる変更も、その変更の後に採択される前  
条の規定に基づく約束のみ適用される。  
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の修正の後に採択される約束期間について、第3   
条規定に基づく約束にのみ適用される。  

第6粂  

1．第3粂の規定に基づく約束を履行するため、附属   
書1の締約国は、経済部門における温室効果ガス   
の発生源による人為的な排出を削減すること又は   
吸」収源による人為的な除去を強化することを目的   
とする事業によって生ずる排出削減屈位を、次の   
ことを条件として、他の附属書Ⅰの締約国に移転  
し又は他の附属書Ⅰの締約国から敢得することが  
できる。   

（a）当該事業が関係締約国の承認を得ていること。   

（b）当該事業が，発生源による排出の削減又は吸  

収源による除去の強化をもたらすものである  
こと。この削減又は強化は、当該事菓を行わな  
かった場合に生ずるものに対して追加的なも  
のとする。   

（c）附属書1の締約国が前条及び次条の規定に基  
づく義務を履行していない場合には、排出削減  
単位を取得しないこと。   

（d）排l土梢咤減単位の取得が第1奥の規定に基づく  
約束を履行するための国内的な行朔を補足す  
るものであること。  

2．この議定書の締約国会合としての役割を果たす締   

約国会議は、第1回会合において又はその後でき  
る限り速やかに、この粂の規定の実施のための指  

針（検証及び報告を含む。）を更に定めることが  
できる。  

3．附属書1の締約国は、自己の責任において、法人   
がこの粂の規定に基づく排出削減単位の発生、移   
転又は取得につながる行動に参加することを承認  
することができる。  

4．この条に規定する要件を附属書Ⅰの締約国が履行   
することに関する問題が第8条の関連規定に従っ  
て明らかにされる場合には、当該間額が明らかに  

された後も排出削減単位の移転及び取得を継続す  
ることができる。ただし、締約国は、履行に関す  
る問題が解決されるまで、第3条の規定に基づく   
約束を履行ために当該排出削減単位を用いてはな  
らない。  

第7条  

1．各附属書1の締約国は、締約国会議の関連する決  
定に従って提出される、温室効果ガス（モントリ  
オール議定書によって規制されているのもを除  
く。）の発生源による人為的な排出及び吸収源に  
よる除去に関する自国の年間目録に、4の規定に  
従って決定される補足的情報であって第3条の規  

定に従うことを確保するために必要なものを含め  
る。  

2．各附属番Ⅰの締約剛ま、集約第12粂の規定に基づ   
いて提出する国内情報に、4の規定に従って決定  
される補足的情報であってこの議定書に基づく約   
束の履行を明らかに示すために必要なものを含め  

る。  

3．各附属書Ⅰの締約国は、lの規定によって必要と   
される惜郭を、この議定書が自国について効力を   
生じた後の約束期間の1年目に集約に基づいて捷   
出されるぺき目録を最初のものとして、毎年提出   
する。当該各締約国は、2の規定によって必要と  
される情報をを、この議定書が自国について効力  
を生じ4に規定する指針が採択された後に集約に   
基づいて送付されるぺきの最初の国内情報の一部  
として、提出する。この粂の規定によって必要と  
される情報のその後の提出の頻度は、締約国全盲義   
が決定する国内情報の送付の予定を考慮して、こ   
の議定書の締約国の金台としての役割を果たす締   
約国会議で決定する。  

4．この議定書の締約国の会合としての役割を果たす   
締約国会議は、締約国会議が採択した附属雷1の   
締約剛こよる国内情報の作成のための指針を考慮  
して、第1同会合において、この集によって必要  
とされる情報の作成のための指針を採択し、その   
後定期的に検討する。この議定書の締約国の会合  

としての役割を果たす締約国会議は、1回目の約   
束期間に先立ち、割当量の審査方法を決定する。  

第8条  

1．各附属苔Ⅰの締約国が前条の規定に基づいて提出  

する情報は、締約国会議の関連する決定に従い、  
かつ、4の規定に基づきこの議定書の締約国の会  
合としての役割を果たす契約国会議がこのために  
採択する指針に従い、専門家による検討班によっ  
て検討される。附属雷1の締約国が前条1の規定  
に基づいて軌1ける情報は、排山の目録及び割当  

量に関するの毎年の取りまとめ及び審査の一部と  
して検討される。更に、各附属書lの締約国が前  
条2の規定に基づいて送付する情報は、情報の検  
討の一部として検討される。  

2．専門家による検討攻は、事務局によって調整され、  
締約国会議がこのために規定する指執こ従い、集  

約の締約国及び適当な場合には政府間機関によっ  
て才旨名される者の中から選出される専門家によっ  
て構成する。  

3．検討の過程においては、締約国によるこの議定書  

の実施状況に関するあらゆる側面について十分か  
つ包括的な技術的評価を行う。専門家による検討  
珠は、当該締約国の約束の履行状況を評価し、並  

びに約束の履行に関する潜在的な問題及び約束の  
層行に影響を及ばす要因を明らかにして、この議  

定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国  
会議に対する報告書を作成する。当該報告書は、  
事務局により条約のすべての締約国に配布される  
事務局は、この議定書の締約国の会合としての役  
割を果たす締約国全盲割こより更に検討するため、  
当該報告雷に記載された実施上の問題を列記する  

4．この議定番の締約国の会合としての役割を果たす  
締約国会議は、窮1回会合において、締約国会議  
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の関連する決定を考慮して、専門家による検討堆  
によるこの議定書の実施状況を検討するための指  
針を採択し、その後定期的に検討する。  

5．この議定書の締約国の会合としての役割を果たす  
締約国会議は、実施に関する紳助助機関並びに適  
当な場合には科学上及び技術上の助言に関する補  
助機関の支援を得て、次のことについて検討する。   

（a）前条に基づいて締約国が提出する情報及び  
当該情報に閲しこの粂の規定に基づいて行わ  
れる専門家による検討に関する報告書   

（b）3の規定に基づいて事務局が列記する実施  
上の問題及び締約国が提起する問題  

6．この議定書の締約国の会合としての役割を果たす  
締約国会議は、5に規定する情報の検討に従って、  
この議定書の実施に必要とされる問題について決  
定を行う。  

第り粂  

1．この議定書の締約国の会合としての役割を果たす  
締約国会議は、気候変動及びその影響に関する入  
手可能な最良の科学的な情報及び評価並びに関連  
する技術上、社会上及び経済上の情報に照らして、  
この議定書を定期的に検討する。このような検討  
は、条約に基づく関連する検討（特に条約の第4  
粂2（d）及び第7条2（a）の規定によって必要と  
される検討）と訴整する。これらの検討に基づき、  
この議定書の締約国の会合としての役割を果たす  
締約国会議は、適当な措置をとる。  

2．1回目の検討については、この議薙書の締約国の  
会合としての役割を果たす締約国会議の第2回会  
合において行う。その後の検討については、一定  
の間隔でかつ時宜を得た方法で行う。  

第10粂  

すべての締約国は、それぞれ共通に有しているが差  
異のある責任並、各国及び地域に特有の開発の優先順  
位並びに各回特有の目的及び事情を考慮し、附属書1  
の締約国以外の約束を導入することなしに、条約第4  
灸1の規定に基づく既存の約束を再確認し及び持続可  
能な開発を達成するためにこれらの約束の雁行を引き  
続き促適し、並びに条約節4粂3、5及び7の鰯定を  
考慮して、次のことを行う。   

（a）締約国会議が合意する比較可能な方法を用い、  
及び締約国会議が採択する国内情報の作成の  
為の指針に従い、温室効果ガス（モントリオ  
ール議定書によって規制されているものを除  
く〃）について．発生源による人為的な排出  
及び吸収源による除去に関する自国の目録を  
作成し及び定期的に更新するため、各締約国  
の社会経済的状況を反映する当該締約国の排  
出の要因、活動に関する資料又はモデルの質  
を向上させる費用効果の大きい自国の（適当  
な場合には地域の）計画を、適当な場合にお  

いて可能な限り、作成すること。  
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（b）気候変勒を績和するための捨置及び気候変動  
に対する適応を容易にするための把匿を含む  
自国の（適当な場合には地域の）計画を作成  
し、実施し、公表及び定期的に更新すること   

（i）当該計画は、特に、エネルギー、運輸及び  
工業の部門並びに農業、林業及び廃棄物の  
処理に関するものであること。更に、国土  
計画を改善するための適応の技術及び方法  
は、気候変動への適応を向上させるもので  
あること。   

（ii）附属苔Tの締約国は、第7灸の規淀に従  
い、この議定書に基づく行動に関する情報  
（自国の計画を含む。）提出すること。他  
の締約国は、国内情報の中に、適当な場合  
には、気候変動及びその悪影響についての  
検討に資すると当該締約国が認める措置  
（温室効果ガスの排出の増加の抑制、吸収  
源の強化及び吸収源による除去、能力の開  
発並びに適応措置を含む。）を内容とする  
計画に関する情報を含めるよう努めること。  

（c）特に開発途上国に対する気候変動に関連する  
環境上適正な技術、ノウハウ、措置及び手続  
（公的に所有し又は公的範囲にある環境上適  
正な技術を効果的に移転するための政策及び  
計画を作成し並びに民間部門のために環境上  
適正な技術の移転及び取得の機会の促進及び  
強化を可能とする環境を創出することを含  
む。）を開発し、適用し普及させるための効  
果的な方法の促進について協力し、並びに適  
当な場合には当該技術、ノウハウ、措置及び  
手続の移転又は取得の機会の提供について、  

促進し、容易にし及び資金を供与するための  
実施可能なすべての措置をとること。  

（d）条約第5粂の規定を考慮し、気候系、気候変  
動の悪影響並びに種々の対応戦略の経済的及  
び社会的影響に関する不確実性を減少させる  
ため、科学的及び技術的研究に協力し、組織  
的観測の制度及び資料の保管制度の整備の維  
持及び発展を促進し並びに研究及び組織的観  
抑こ関する国際的な及び政府間の努力、計画  
及び協力網に参加するための国有の能力の開  
発及び強化を促進すること。  

（e）教育訓練事業の計画（自国の能力（特に人的  
及び制度能力）の開発の強化及び教育訓練専  
門家を養成する者の、特に開発途上国のため  
の、交流又は派過に関する者を含む。）の作  
成及び実鳳こついて、国際的に及び適当な場  
合には既存の団体を活用して、協力し及び促  
遷すること並びに国内的な規模で気候変動に  
関する啓発及び情報の公開を円滑にすること  
条約第6条の規定を考慮し、これらの活動を  
実施するため適切な方法は、条約の関連機関  
を通じて作成されるぺきである。  

（0締約国会謂の関連する決定に従い、国内情報の  
中にこの規定に基づいて行われる計画および  
活動に関する情報を含めること。  

（g）この粂の規定に基づく約束の履行に当たり、  
条約節4粂8の規定について十分な考慮を払  
うこと。  
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会議が決定するところに従って用いることが  
できる。  

4．クリーンな開発の制度は、この議定書の締約国の   

会合としての役割を果たす締約国会儲の権限及び   
指導に従い並びにクリーンな開発の制度の理事会  
により監督される。  

5．各事業活働により生ずる排出の削減量は、次のこ   
とを基礎として、この議定書の締約国の会合とし   
ての役割を果たす締約国会議により指定される運  
営組織により認証される。   

（a）各関係締約国によって同意された自発的参加   

（b）気候変動の緩和に関連する実質的、測定可能  

かつ長期的な利益   
（c）認証された事業活動がない場合に生ずる排出  

量の削減に追加的に生ずるもの  

6．クリーンな開発の制度は、必要に応じて、認証さ  
れた事業活動への資金供与の措置を支援する。  

7．この議定書の締約国の会合としての役割を果たす  
締約国会議は、第1回会合において、事業活動の  
検査及び検証を独立して行うことを通じて透明性、  
効率性及び責任を確保することを目的として方法  
及び手続きを定める。  

8．この議定書の締約国の会合としての役割を果たす  
締約国会議は、認証された事業活動からの収益の   
1部が運営経費を支弁するため及び気候変動の悪  
影響を特に受けやすい開発途上締約国が適応する  
ための費用の支払を支援するために用いられるこ  
とを確保する。  

9．クリーンな開発の制度の下での参加（3（a）に規  

定する活動及び認証された排出の肖り減量の取得へ  
の参加を含む。）には、民間の又は公的な組織を  
含めることができるものとし、及びクリーンな開  
発の制度の理事会が定める方針に従う。  

10．2000年から1回目の約束期間の開始までの閤に  
碗得された認証された排出の削減量は、1回目の  
約束期間における履行の達成を支援するために利  
用することができる。  

第13条  

1．灸約の最高機関である締約国会議は、この議定書  
の締約国の会合としての役割を果たす。  

2．条約の締約国であってこの議定書の締約国でない  
ものは、この議定書の締約国の会合としての役割  
を果たす締約国会議の会合の議事にオブザーバー  
として参加することができる。締約国会議がこの  
議定番の嫡約国の会合としての役割を果たす場合  
には、この議定書に基づく決定は、この議定書の  

締約国のみによって行われる。  

1．締約国は、前条の規定の実施に当たり、条約第4   
条4、5、7、8及び9の規定について十分考慮   
を払うっ  

2．条約附属書□に揚げる先進締約国は、条約第4灸   
1の規定の実施に閲し、集約の第4粂3及び第11   
粂の規定に従い、及び条約の資金供与の制度の運   
営を委託された組織を通じて、次のことを行う。   

（a）開発途上締約国が前条（a）の規定において対  
象とされている条約第4条1（a）の規定に基づ  
く既存の約束の履行を促進するために負担す  
るすべての合意された費用に充てるため、新規  
のかつ追加的な資金を供与すること。   

（b）前条の規定の対象とされている条約第4粂1  
の既存の約束であって、開発途上締約国と条約  
第11粂に規定する国際的組紐との間で合意す  
るものの履行を促進するためのすぺての合意  
された増加費用を負担するために開発途上締  
約国が必要とする新規のかつ追加的な資金（技  
術移転のためのものを含む。）を前条の規定に  
従って供与すること。  

これらの既存の約束の履行に当たっては、資金の   
流れの妥当性及び予測可能性が必要であること並  
びに先進締約国の聞の適当な責任分担が重要であ  
ることについて考慮を払う。締約国会議による関   
連する決定（この議定書の採択前に合意されたも  

のを含む。）における集約の資金供与の制度の運  
営を委託された組織に対する指導は、この2の規  
定について準用する。  

3．附属召Ⅷに掲げる先進締約国は、また、二国間の   
及び地域的その他の多数国間の経路を通じて、前  
条の規定を実施するための資金を供与することが  
できるものとし、開発途上締約国は、これを利用  
することができる。  

第12条  

1．クリーンな開発の制度についてここに定める。  

2．クリーン開発の制度は、附属書lの締約国以外の  
締約国が持続可能な開発を達成し及び条約の究極  
な目的に寅献することを支援すること並びに附属  
巻lの締約屑が第3条の規定に基づく排出の抑制  
及び肖Ij減に関する数量化された約束の履行の達成  
を支援することを目的とする。  

3．クリーン開発の制度の下で、   

（a）附属番Ⅰの締約国以外の締約国は、認証された  
排出の肖り減をもたらす事業清軌こより利益を  
得る。   

（b）附属雷Ⅰの締約障は、第3粂の規定に基づく排  
出の抑制及び削減に関する数量化された約束  
の一部の履行に資するため、（a）の事業活動から  

生ずる認証された排出の削減蜃をこの議定書  
の締約国の会合としての役割を果たす締約国  
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3．締約国会議がこの議定書の締約国の会合としての   

役割を果たす場合には、条約の締約国であってそ   
の時点でこの議定書の締約国でないものを代表す   
る締約国会議事務局の構成軌ま、この議定書の締   
約国によりこの議定書の締約国の間で選出する追   
加的な構成員に交代する。  

4．この議定書の締約国の会合としての役割を果たす   
締約国会議は、この議定書の実施状況を定期的に   
検討するものとし、その権限の範囲内で、その効   
果的な実施を促進するために必要な決定を行う。   
この議定書の締約国の会合としての役割を果たす   
締約国会議は、この議定書により課された任務を   
遂行し、及び次のことを行う。   

（a）この議定書により利用が可能となるすべての  
情報に基づき、締約剛こよるこの議定書の実  
施状況、この議定書に基づいてとられる措置  
の全般的な影響（特に囁境、経済及び社会に  
及ぼす影響並びにこれらの累積的な影響）及  
び条約の目的の達成に向けての進捗状況を評  
価すること。   

（b）条約の第4粂2（d）及び第7条2に規定する  
検討に妥当な考慮を払い、集約の目的、条約  
の実施により得られた経験並びに科学上及び  
技術上の知識の進展に憎らして、この議定書  
に基づく締約国の義務について定期的に検討  
すること。このため、この議定書の実施状況  
に関する定期的な報告書を検討し及び採択す  
ること。   

（c）締約国の様々な事情、責任及び能力並びにこ  
の議定書に基づくそれぞれの締約国の約束を  
考慮して、気候変動及びその彰執こ対処する  
ために締約国が採用する捨置に関する情朝の  
交換を促進し及び円滑にすること。   

（（】）2以上の締約国の要請に応じ、席約国の様々  
な事情、責任及び能力並びにこの議定書に基  
づくそれぞれの締約国の約束を考慮して、気  
候変動及びその影響に対処するためにそれら  
の締約国が採用する捨患の調整を円滑にする  
こと。   

（e）この議定書の締約国の会合としての役割を果  
たす締約国会議が合意することとなっている  
この議定書の効果的な実施のための比較可能  
な方法について、その開発及び定期的な改善  
を、条約の目的及びこの議定書の規定に従い、  
また、締約国会議による関連する決定を十分  
に考慮して、促進し及び指導すること。   

（nこの議定雷の実施に必要な事項に関する勧告  

を行うこと。   

（g）第11条2に従って追加的な資金が供与される  
よう努めること。   

（h）この議定書の実施に必要と認められる補助機  
関を設適すること。   

（i）適切な場合には、能力を有する国際機関びに政  
府間及び民間の団体による役務、協力及び情  
報の提供を求め及び利用すること。   

U）その他この議定書の実施のために必要な任務  

を遂行し及び締約国金言其の決薙により祝され  
る任務について検討すること。  

5．締約国会議の手続及び条約の下で適用される財政   
手続は、この議定書の締約国の会合としての役割   
を果たす締約国会議がコンセンサス方式により別  
段の決定を行う場合を除くほか、この議定書の下  

で準用される。  

6．この議定書の締約国の会合としての役割を果たす   
締約国会議の第1同会合は、この議定書の効力発   
生の日の後に予定されている滴約団会議の最初の   
会合と併せて事務局が召集する。その後は、この   
議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約  
国会議の通常会合は、この議定書の締約国の会合  
としての役割を初締約国会議が別段の決定を行わ   
ない限り、締約国会議の通常会合と併せて毎年開   
催する。  

7．この議定書の締約国の会合としての役割を果たす   
締約国会議の特別会合は、この議定書の締約国の   
会合としての役割を果たす締約国会議が必要と認  
めるとき又はいずれかの締約国から書面による要   
語のある場合において事務局がその要請を締約国   
に通報した後6ケ月以内に締約国の少なくとも3  
分の1がその要謂を支持するときに開催する。  

8．国際連合、その専門機関、国際原子力機関及びこ   
れらの国際機関の加盟国又はオブザーバーであっ   
て条約の締約国でないものは、この議定書の締約   

国の会合としての役割を果たす締約国会議の会合  
にオブザーバーとして出席することができる。こ  
の議定書の対象とされている事項について認めら   
れた団体又は機関（国内若しくは国際の又は政府   
若しくは民間のもののいずれであるかを問わな   
い。〉 であって、この議定書の締約国の会合とし   

ての役割を果たす締約国会議の会合ににオブザー   
バーとして出席することを希望する旨事務局に通   
報したものは、当該会合に出席する締約国の3分   
の1以上が反対しない限り、オブザーバーとして  
出席することを認められる。オブザーバーの出席  
については、5の手続規則に従う。  

第14条  

1．条約第8条の規定によって設置された事務局は、  
この議売春の事務局としての役割を果たす。  

2．事務局の任務に関する条約第g粂2の規定及び事   
務局の任務の遂行のための培既に関する条約第8   
条3の規定は、この議定書について準用する。更   
に、事務局は、この議定書に基づいて課される任   

務を遂行する。  

第15粂  

1．集約の第9条及び第10条によって設置された科   
学上及び技術上の助言に関する補助機関並びに実   
施に関する補助機関は、それぞれ、この議定書の   
科学上及び技術＿t＝の助言に関する補助機関並びに   
実施に関する補助樽僕としての役割を果たす。条   
約に基づくこれらの2の機関の任務の遂行に閲す   

－92  



る規定は、この議定書について準用する。この議   
定書の科学上及び技術上の助言に関する補助機関   
並びに実施に関する補助機関の会合は、それぞれ、   
条約の科学上及び技術上の助言に関する補助機関   
並びに実施に関する補助機関の会合と併せて開催  
する。  

2．集約の締約国であってこの議定書の締約国でない   

ものは、補助機関のどの会合の議事に、オブザー  
バーとして参加することができる。補助機関がこ  
の議定書の補助機関としての役割を果たす場合に   
は、この議定書に基づく決定は、この議定書の締  
約国のみによって行われる。  

3．条約の第9粂及び第10粂の規定によって設置さ   
れた補助機関がこの議定書に関係する事項に関し   
て任務を遂行する場合には、集約の締約国であっ  
てその時点でこの議定書の締約国ではないものを  
代表する補助機関事務局の構成員は、この議定讃  
の締約国によりこの議定書の締約国の間で退出す  
る追加的な構成員に交代する。  

第1（）粂  

この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締  
約国会議は、締約国会議が行う関連する決定に照らし、  
集約第13粂に規定する多数国間の協議手続をできる  
限り速やかに、この議定書について通用することを検  
討し、適当な場合には、修正する。この議定書に適用  
される多数国間の協議手続は、第18条の規定に従っ  
て設置される手続及び制度の適用を妨げることなく、  
適用される。  

節17粂  

締約国会議は、特に桃山量の取引についての検証、  
報告及び責任に閲し、適切な原則、方法、規則及び指  
針を定める。附属書Bに揚げる締約国は、第3粂の規  
定に基づく約束を履行するため、排出虫の取引に参加  
することができる。当該取引は、同条の規定に基づく  
排出の抑制及び削減に関する数量化された約束を層行  
するための国内的な行朔を補足する。  

第18粂  

この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締  
約国会議は、第1回会合において、この議定書の規定  
の不履行の事尭について、不履行の原因、種類、程度  
及び頻度を考慮して決定し及び対処するための適当か  
つ効果的な手続及び制度（不履行の結果に関する表の  

作成を含む。）を承認する。拘束力のある結果を課す  
るこの粂の規定に基づく手続及び制度は、この議定書  
の改正により採択される。  

第19魚  

粉争の解決に関する条約第14奥の規定は、この議定  
聾について準用する。  

第20条  

1．締約国は、この議定書の改正を提案することがで  
きる。  

2．この議定書の改正は、この議定書の締約国の会合   

としての役割を果たす締約国会議の通常会合にお   
いて採択する。この議定書の改正塞は、その採択   
が提案される会合の少なくとも6ケ月前に事務局   
が締約国に通報する。事務局は、また、改jE菓を   
条約の締約国及び署名国並びに参考のために寄託   
者に通報する。  

3．締約国は、ニの議定書の改正案につき、コンセン  

サス方式により合意に達するようあらゆる努力を  
払う。コンセンサスのためのあらゆる努力にもか   
かわらず合意に達しない場合には、改正案は、最   
後の解決手段として、当該会合に出府しかつ投票   
する締約国の4分の㌻以＿Ⅰ二の多数による議決で採   
択する。採択された改証は、事務局が寄託者に通  
報するものとし、寄託者がすべての締約国に対し  

受諾のために送付する。  

4．改正の受託雷は、寄託者に寄託する。5の規定に  
従って採択された改正は、この議定書の締約国の  
少なくとも4分の3の受諾雷を寄託者が受領した  

日の後90日日の目に、当該改正を受諾した締約  
国について効力を生ずる。  

5．改正は、他の締約国が当該改正の受託否を寄託者  

に寄託した日の後90日日の目に当該他の締約国  

について効力を生ずる。  

第21条  

1．この議定書の附属習は、この議定番の不可欠の一  

部を成すものとし、「この議定書」というときは、  
別段の明示の定めがない限り、附属書を含めてい  
うものとする。この議定書が効力を生じた後に採  

択される附属書は、表、書式その他科学的、技術  
的、手続的又は事務的な性格を有する説明的な文  

書に限定される。  

2．締約国は、この議定書の附属否を提案し、また、  
この議定書の附属書の改正を提案することができ  
る。  

1．この議定書の附属書及びこの議定書の附属書の改  

正は、この議定書の締約国の会合としての役割を  
果たす締約国会議の通常会合において採択する。  
附属杏葉又は附属曹の改正案文は、その採択が提  
案される会合の少なくとも6ケ月前に事務局が締  
約国に通報する。事務局は、また、附属書案又は  
改正案を条約の締約国及び署名国並びに参考のた  
めに寄託者に通報する。  

4．締約国は、附属書架又は附属否の改正案につき、  
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認書又は加入書は、寄託者に寄託する。  

2．この議定書の締約国となる地域的な経済紙合のた   
めの機関で当該機関のいずれの構成国も締約国と   
なっていないものは、この議定書に基づくすべて   
の義務を負う。当該機関及びその1又は2以」二の   
構成国がこの議定書の締約国である場合には、当   
該機関及びその構成国は、この議定書に基づく義   
務の履行につきそれぞれの責任を決定する。この   
場合において、当該機関及びその構成国は、この   
議定書に基づく権利を同時に行使することができ  
ない。  

3．地域的な経済統合のための機関は、この議定書の   
規律する事項に関する当該機関の権限の範囲をこ   
の議定書の批准書、委託書、承認書又は加入書に   
おいて宣言する。当該機閏は、また、その権限の   
範閲の実質的な変更を寄託者に通報し、寄託者は、  
これを締約国に通報する。  

第25条  

1．この議定書は、条約の55以上の締約国であって、   
すべての附属番Ⅰの締約国の1990年における二酸   

化炭素の総排出量のうち少なくとも55％を占め   
る二酸化炭素を排出する附属書Ⅰの締約国を含む  
ものが、批准書、受託書、承認書又は加入書を寄   
託した日の後90日日の目に効力を生ずる。  

2．この粂の規定の適用上、「すべての附属書Ⅰの締   
約国の1990年における二酸化炭素の総排出屋」  
とは、附属雷lの締約国がこの議定書の採択の日   
以前の目に、条約第12粂の規定に従って送付し   

た1回目の国内情報において通報した魚をいう。  

3．この議定書は、lに規定する効力発生のための要   
件を満たした後にこれを批准し、受託し若しくは   
承認し又はこれに加入する国又は地域的な経済統  
合のための機関については、批准書、受託書、承   
認書又は加入書の寄託の日の後90日日の目に効  
力を生ずる。  

4．地域的な経済統合のための機関によって寄託され  
る文書は、この粂の規定の適用上、当該機関の構   
成国によって寄託されたものに追加して敢えては  
ならない。  

第2（う粂  

この議定書には、いかなる留保も付することができ  
ない。  

第27灸  

1．締約国は、自国についてこの議定書が効力を生じ   
た日から3年を経過した後いついでも、寄託者に   

対して書面による脱退の通菖を行うことにより、   
この議定書から脱退することができる。  

コンセンサス方式により合意に達するようあらゆ   
る努力を払う。コンセンサスのためのあらゆる努   
力にもかかわらず合意に達しない場合には、附属   
事案又は附属書の改正案は、最後の手段として、   
当該会合に出席しかつ投票する締約国の4分の5   
以上の多数による議決で採択する。採択された附   
属書若しくは附属書の改正は、事務局が寄託者に   
通報するものとし、寄託者がすべての締約国に対  
し受諾のために送付する。  

5．3及び4の規定に従って採択される改正される附   
書又は附属書A若しくは附属書B以外の附届書の   
附属書の改正は、寄託者が附属書の採択又は附属   
書の改正の採択を締約国に通報した日の後6ケ月   
で、その期間内に当該附属菅又は当該附属書の改   
正を受諾しない旨を寄託者に対して書面により通   
告した締約国を除くほか、この議定書のすべての   
締約国について効力を生ずる。当該附属書又は当   
該附属書の改正は、当該通告を撤回する旨の通告   
を寄託者が受領した日の後90日日の目に、当該   
通告を撤画した締約国について効力を生ずる。  

6．附属畜の採択又は改正がこの議定書の改正を伴う   

ものである場合には、採択され又は改正された附   
属書は、この議定書の改正が効力を生ずる暗まで  
効力を生じない。  

7．この議定書の附属書A及び附属書Bの改正は、前   
条に規定する手続に従って採択され、効力を生ず   
る。ただし、附属書Bの改正は、関係締約国の書   
面による同意を伴う場合にのみ採択される。  

第22粂  

1．各締約国は、2に規定する場合を除くほか、1の   
票を有する。  

2．地域的な経済統合のための機関は、その権限の範   
囲内の事項について、この議定書の締約国である   
構成国の数と同数の票を投ずる権利を行使する。   
当該機関は、その構成図が自国の投票権を行使す   
る場合には、投票権を行使してはならない。その   
道の場合も、同様とする。  

第23粂   

国際連合事務総長は、この議定書の寄託者とする。  

第24粂  

1．この議定書は、批准され、受諾され又は承認され  
ることを条件として、条約の締約国である国家及   
び地域的な経済紙合のための機関による署名のた   
めに開放される。この議定書は、199g年3月16  
日から1999年3月15日までニュー・ヨークにあ  
る国連本部において、署名のために開放しておく  
この議定書の署名のための期間の終了の目の後は   
加入のために開放しておく。批准書、委託書、承  
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廃棄物   
固形廃棄物の陸上における処分   
廃水処理   
廃棄物の焼却   
その他  

2．1の脱退は、寄託者が脱退の通告を受領した日か  
ら1年を経過した日又はそれよりも遅い日であっ  
て脱退の通告において指定されている日に効力を  
生ずる凸  

3．条約から脱退する締約国は、この議定書からも脱  
退したものとみなす。  

第28条  

アラビア盲吾、中国語、英語、フランス語、ロシア語  
及びスペイン語をひとしく正文とするこの議定書の原  
本は国際連合事務総長に寄託する。  

1997年12月10日に京都で作成した。  

以」二の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、  
それぞれ明記する日にこの議定書に署名した。   

附属書A   

温室効果ガス   

ニ酸化炭素（（：D2）  

メタン（Crh）  
1酸化2窒素（N20）  
ハイドロフルオロカーボン（HF（ユ）  
パーフルオロカーボン（PF（1）  
六フツ化硫黄（SF6）   

部門及び排出源の種類   

エネルギー   
燃料の燃焼  
エネルギー産業  
製造業及び建設業  
運輸業  
その他の部門  
その他   

燃料からの一時的な排出  
固形燃料  
油及び天然ガス  
その他   

産業の行程   
鉱物製品   
化学産業   
金属の生産   
その他の生産   
合ハロゲン炭素化合物及び六フツ化硫黄の生産   
合ハロゲン炭素化合物及び六フツ化硫黄の消費   
その他   

溶剤その他の製品の使用   

放業   
腹内発酵   
肥料管理   
稲作   
農業用土壌   
サバンナを焼くこと。   
野外で濃厚残留物を焼くこと。   
その他  

附属否B   

締約国  排出の抑制及び削減に関する数  
量化された約束（基準となる年  
又は期間の百分率）  
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ベルギー  
ブルガリア＊  
カナダ  
クロアチア＊  
チェコ＊  

デンマーク  
エストニア＊  
欧州共同体  
フィンランド  
フランス  
ドイツ  
ギリシャ  
ハンガリー＊  

アイスランド  
アイルランド  
イタリア  
日本国  
ラトヴィア＊  
リヒテンシュタイン  
リトアニア＊  
ルクセンプルグ  
モナコ  
オランダ  

ジーランド  
ノルウェー  
ポーランド＊  
ポ／レトガル  

ルーマニア＊  

ロシア連邦＊  
スロヴァキア＊  
スロヴェニア＊  
スペイン  
スウェーデン  
スイス  
ウクライナ＊  
グレートブリテン及び  
北部アイルランド連合王国  
アメリカ合衆国   

＊市場経済への移行の過程にある国  
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付録3 気候変動枠組条約関連国連文書（COPl以降）  

1．COP関係  
1－1 COPI  

FCCC／CP／1995／1  

FCC（プCP／1995／2  

FCCC／CP／1995／3  

FCCC／CP／1995／4  

FCCC／CP／1995／5  

FCCC／Clツ1995／5／Add．1IRev．1  

FCCC／CP／1995／5／Add．2  

FCCC／CP／1995／5／Add．3  

FCCC／CP／1995／5／Add．4  

FCCC／CP／1995／6及びCorr．1  

FCCC／CP／1995r7及びAdd．1   

FCCC／CP／1995／L．1  

FCCGICP／1995／L．2／Rev．1  

FCCC／CP／1995／L3／Rev，1  

FCCC／Cl〕／1995／L．4／Rev．1  

FCCC／CP／1995／L．5／Rev．1  

FCCC／CP／1995几．6及びAd〔1．1，2  

FCCC／CP／1995／l．J．7  

FCCC／CP／1995／L．8／Rev．1  

FCCC／CP／1995／L，9  

FCCC／CP／1995／L．10  

FCCC／CP／1995／L，11  

FCCC／CP／1995／L．12  

FCCC／CP／1995／L．13  

FCCC／CP／1995／L．14  

FCCC／CP／1995／L．15   

FCCC／CP／1995／Misc．1及びAdd．1  

FCCC／CP／1995几蟻c，2  

FCCC／CP／1995／Misc．3及びAdd．1  

FCCC／CP／1995／Misc．4  

FCCC／CIγ1995／Misc．5  

Decisiolll／CP．1  

De（－ision2／CP．1  

DecisioI15／CP．1  

Ⅰ〕ecisiol】4／CP，l  

Decisiol15／CP．1  

Decisio11（う／CP．1  

DecisioI17／CP．1  

1〕ビCis血l即Cl）．1  

Decisiol19／Cl）．1  

DecisiolllO／CP．1  

Decisionll／Cl）．1  

De｛：ision12／CP．1  

DecisioIl13／CP．1  

Decisb【114／CP．1  

Deじisiol115／Cl）．1  

COPlの議題  

手続き規則の採択  
傍聴者の承認：国際機関及びNGO  

GEFからの報告  

常設事務局の設匿場所  
財政事項：1996－97年度の出資規模  

1り96－97年度予算の採択  

1995年の事務局への予算外の資金供給  

常設事務局の制度上のアレンジメント   
COPl出席の締約国の代表の信任  

COPlの報告  

GEFの報告書  

資金に関する手続き  
常設事務局：制度上の関連性  

1996－97年度の予算  

紳助機関の役割  
COPlの報告  

1996－97年度の予算外の資金供給   

その他の自主的な資金供給  
多国間協議手続きの設立に関する考察  
技術移転  
ドイツとベルリンへの感謝  
常設事務局の設置場所  
AIJ  

4粂2項（a）（b）の強化  

COP2の開催日程と場所   

4粂2（a）（b）の約束の適切性に関する締約国からのコメント  

不遵守手続きのレビュー  
常設事務局の設置場所：候補地からの提供  

多国間協議手続きの設立に関する考察  
附属書Ⅰのリストに掲げられた国の再考   

ベルリンマンデート：4条2項（a）（b）の強化（L．14より）  

附属書1締約国の国別報告書のレビュー  
附属智1締約国の国別報告書の準備  

方法論的間髄  
パイロットフェーズ下でのAIJ（l一．13より）  

条約によって設置された補助機関（L．5より）  

実施に関する報碧  
非附属書Ⅰ締約国の第1回国別報告寄  

集約ヱl条5頑に関する暫定的措置の維持  

締約国会議と資金供給メカニズムとの聞の取り決め（L．2より）  

資金供給メカニズムの優先的プログラム等に関するガイダンス  
気候変勒関連の活動に関するGEFの報告（L．1より）  

技術移転（L．10より）  
条約事務局と国連との制度的関連性（T一．3より）  
資金的手続き  
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Decisionl（）／CP．1  

Decision17／CP．1  

Decisiol118／CP．1  

Decisjon19／CP．1  

Decision20／Cl）．1  

Decision21／CP．1  

1－2  COP2  

FCCC／CP／1996／1  

FCCC／CP／1996／1／Add．1  

FCCC／CP／1996／l／Add，2  

FCCC／CP／1996J2  

FCCC／CP／1996r3  

FCCC／CP／1996／4  

FCCC／CP／1996／5及びAdd．l－3   

FCCC／CP／1996／6／及びAdd，1－3  

FCCC／CP／1996J7／及びAdd．1  

FCCqCP／1996／8  

FCCC／CP／1996β  

FCCC／CP／1996／10  

FCCC／CP／1996／11  

FCCC／CP／1996／12及びAdd．1，2  

FCCC／CP／1996／13  

FCCC／CP／1996／14／及びAdd．1  

FCCC／CP／1996／15及びAdd．1  

FCCC／CP／1996／Misc，1  

FCCC／Cly1996／Misc，2  

FCCC／CIγ1996／INF．1  

FCCC／CP／1996／INF．2  

FCCC／CP／1996／L．1  

FCCC／CP／1996／L．2  

FCCC／CP／1996／L3  

FCCC／CP／1996／L．4  

FCCC／CP／1996／L．5  

FCCC／CP／1996／L．6  

FCCG′CP／1996／L．7  

FCCC／CP／1996／L．8  

FCCC／CP／1996／L．9  

FCCC／CP／1996／L．10  

FCCC／CP／1996／L．11  

FCCC／CP／1996／L．12  

FCCC／Clツ1996／L．13及びAdd．1  

FCCC／CP／1996／L．14  

FCC（プCP／1996／L．15  

FCCC／CP／1996／L．16  

FCCC／CP／1996IL．J7  

Decis旧Ill／CP．2  

Decision2／CP．2  

Ⅰ〕ecisio113／CP．2  

Decis氾I14／Cl）．2  

条約事務局の設置場所（L，12より）  
1996－97年度の予算（L．4より）  

1996－97年度の予算外の資金供給（L．7より）  
1995年の暫定的予算  

第13粂の実施に向けた検討（L．りより）  

COP2の開催日起と場所（L．15より）   

COP2の議題   

閣僚ラウンドテーブル  
文書の一覧表   
手続き規則の採択   
傍聴者の承認：国際機関及びNGO   

COP2出席の締約国の代表の信任  

1PCC第2回評価報告書の考察（FCCC／SBST＾／1996r7爪ev，1及び  
∧（ld．1－3／Rev．1に相当）   

常設事務局の設立   
財政事項：1996年度の出資及び出費状況   

資金メカニズム：GEFの報告   

資金メカニズム：GEFとのMOU   

財政事項：1996年度の出資及び出費状況   

技術の開発と移転   
附属書Ⅰ締約国の第1回国別報告書の第2集約   

附属誉Ⅰ締約国の第1回国別報告書の詳細レビュースケジュール   
AIJ：パイロットフェーズ下での進捗状況   

COP2の報告書  

常設事務局の設置   
参加者リスト未確定版  

気候変動枠組条約の批准状況   
参加者リスト  

AG13からの報告   

常設事務局：SBIからの推奨   

財政事項：予算執行状況と1997年の収入の見込み   
SBIからの報告   

SBSTAからの朝告   

スイス政府への感謝   
A】J：パイロットフェーズ下での進捗状況   

財政事項：予算執行状況と1997年の収入の見込み資料   

GEFへのガイダンス   

COP2の報告書菓   

IPCC第2回評価報告書の考察   

非附属書I締約国の義務の実施の促進   

附属書Ⅰ締約国の義務の実施の促進   
常設事務局   
COP3の開催日起と場所   

技術の開発と移転   
COPl決議の実施：閣僚宣言   

COP3の開催日糎と場所（L．15より）  

1996－1997年のSBIの作業計画（L．4より）  

技術的資金的支援に関する事務局の括軌  
AG13粂の今後の作業（Ⅰ一．1より）  
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AG13とAGBMとの関連性  

IPCC第2回評価報告書のレビュー（L．11より）  

技術の開発と移転（lJ．16より）  

′くイロットフェーズ下での∧1J（L．7より）  

附属書l締約国の国別報告書（L．13より）  

非附属否Ⅰ締約国の国別報告書（L．1ヱより）  

GEFへのガイダンス（L．9より）  

締約国会議とGEFとの闇の覚え書き  

締約国会議とGEFとの闇の覚え書き（附属書）  

常設事務局（L．14より）  

条約事務局の本部の設置  
1997年の収支  

文書の量  

Decision5／CP．2  

Decisiol16／CP．Z  

DecisioI17／CP．2  

Decisiol18／CP，2  

Decisiol19／CP．2  

Decisio】110／CP．2  

Decisiollll／CP．2  

Decision12／CP．2  

Decisioll13／CP．2  

Decision14／CP．2  

Decision15／CP．2  

Decisionl（う／CP．2  

Decision17／CP，2  

1－3  COP3  

FCCC／CI＞／1997／1及びAdd．1，2  

FCCC／CP／1997／2及びAdd．1  

FCCC／CP／1997β  

FCCC／CP／1997／4  

FCCC／CP／1997／5  

FCCC／CP／1997／6  

FCCC／CP／1997／L．1  

FCCC／CP／1997／L．2  

FCCC／CP／1997／L．3及びAdd．1  

FCCC／CP／1997／L．4  

FCCC／CP／1997／L．5  

FCCC／CP／1997／L．6  

FCCC／CP／1997几，7及びAdd．1  

FCCC／CP／1997／L．8  

FCCC／CP／1997／L，9  

FCCC／CP／1997／1NF．1  

FCCC／CP／1997／1NF．2  

FCCC／CP／1997／lNF．3  

FCCC／CP／1997／INF．4  

DecisioI11／CP．3  

DecIsion2／CP．3  

Decisiol13／CP．3  

Decision4／CP3  

Decision5／CP3  

Decision6／CP．3  

DccisioI17／CP．3  

Decision8／CP．3  

Decision9／CP．3  

DecisionlO／Cl）．3  

Decisiol111／CP．3  

Decisiol112／CP．3  

Decis血113／CP．3  

Decis血114／CP．3  

Dccision15／Cl）．3  

Dccisiolll（〕／CP．3  

Decisiol117／CP．3  

Decisiol11即CP．ユ  

COP3の議題   

議定書テキスト案  
集約の実施のレビュー：GEFからの軸告  

傍聴者の承認：国際機関及びNGO  

手続き規則に関する注  
COP3出席の締約国の代表の信任  

ハイレベルセグメント：G77十中国からの提案事項   

COP4の開催日程と場所   

条約附属雷の改正   
COP3の報告書案  

1PCC1996年改訂版ガイドラインの使用   

日本政府への感謝   
京都議定書  
1998－り9年度予算   

集約4条8項の実施  

財政事項：1998－1999年度の予算   

気候変動枠組条約の批准状況   
締約国への技術的・財政的支援に関する事務局の活動  
1996－1997年度の出資状況の報告   

京都議定書（L．7／Add．1より）  

京都議定書に関する方法論的問題  
集約第4粂8、9項の実施（L．9より）  

条約節4灸2項fによる附属否lの改正（L．3より）  

COP4の開催日程と場所（lノ．2より）  

附属薔l締約国の国別報告書  

IP（二rとの協力  

気候システムに関する観測ネットワークの開発  
技術開発と移転  
パイロットフェーズ下でのAIJ  

資金供給メカニズムのレビュー  
集約の実施に必要な資金の決定に関する覚え書き  
SBIとSDSTAとの間の作業分担  

A（113の今後の作業  

1998－99年摩の予算（L．8より）  

199（）一97年度の収支  

条約事務局の行政的支援のための手続き  
文書の量  
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2．AGBM関係  
FCCC／AG13M／1995／1  

FCCC／AGBM／1995／2  

FCCC／AGBM／1995β及びAdd．1  

FCCC／AGBM／1995／4  

FCCC／AGBM／1995／5  

FCCC／AGBM／1995／6  

FCCC／AGBM／1995／7及びCorrl  

FCCC／AGI∋M／1996／1及びAdd．1  

FCCC／AGBM／1996J2  

FCCC／AGl〕M／1996／3  

FCCC／AGBM／1996／4  

FCCC／AGBM／1996／5  

FCCC／AGBM／1996／6  

FCCC／AGBM／1996r7  

FCCC／AGBM／1996β  

FCCC／AGBM／1996β  

FCCC／AGBM／1996／10  

FCCC／AGBM／1996／11  

FCCC／AGBM／1997／1  

FCCC／AGBM／1997J？及びAdd．1  

FCCC／AGBM／ユ997β  

FCCC／AGBM／1997／3／Add．1及び（二brr．1  

FCCC／AGBM／19り7／4  

FCCC／AGBM／1997／5  

FCCC／AG8M／1997／6  

FCCC／AGBM／1997〝  

FCCC／AGBM／1997β及びAdd．1  

FCCC／AGBM／1995／Misc．1及びAdds．1－4  

FCCC／AGBM／1996／Misc．1及びAdds．1－3  

FCCC／AGI∋M／1996／Misc．2及び∧dd．1－4  

FCCC／AG13M／1997／Misc．1及びAdd．1・10  

FCCC／AGBM／1997／Misc．2  

FCCC／AGBM／1997／Misc．3及びAdd，1，2  

FCCCyAGI3M／1997／MiscA及びAdd．1，2   

FCC（コAGBM／1997／INF．1  

FCCC／AGBM／1997nNF．2   

ⅠごCC（プAGBM／1995／L．1及びAdd，1  

FCCC／AGBM／1995／L．2  

FCCC／AGBM／1996／L．1  

FCCC／AGBM／1996／L．2   

3．補助機関関係  
3－1 SBSTA  

FCCC／SBSTA／1995／1  

1TCCC／SBSTA／1995／2  

FCCC／SBSTA／1995／3  

FCCC／SBSTA／1996／1及びAdd、1  

FCCC／SBSTA／1996／2  

AGBMlの議題  

AGBMlの報告書  

AG8M2の議題  

締約国に指摘された課題のリスト  
ベルリンマンデートプロセスに関連する情報の集約  
附属書l締約国の国別報告書から抽出した政策・捨置の集約の報  

告書  
AGBM2の報告書  

AGBM3の議題  

政策・措置に関する報告書  
ベルリンマンデートプロセスに関連する情報の集約  
議定書または法的文書の形態：制度的課題  

AGBM3の報告書  

議軍書または法的文書の形態：関連する他の法的文書のレビュー  

数量日棲の設定方法：附属書l締約国聞で考えうる差異化の基準  

AGBM4の報告書  

AGBM5の議題  

締約国からの提案の集約  
AGBM5の報告書  

AGBM（iの議題  

締約国からの提案の集約：議長の意見  

AGBM6の朝告書  

交渉のための議長テキスト  
AGBM7の議題  

AGBM7の報告書  

AGBM8の議題  

交渉のための議長テキスト  
AGBM8の報告書   

べ／レリン・マンデートの実施に関する締約国からのコメント  

ベルリン・マンデートの実施に関する締約国からのコメント  
ベルリンマンデートの実施に関する締約国からの提案  
ベルリンマンデートの実施に関する締約国からの提案  
べ／レリンマンデートの実施に関する締約国からのコメント  

差異化に関する締約国からのコメント   
吸収源に関する締約国からのコメント   

AGBM7の非公式会合の報告  

AGBM8時の吸収源に関する締約国からのコメントの集約   

AGBMlの報告書案  

AGBM2の報告書案  

AGBM3の報告書案  

AGBM4の報告書束  

SBSTAlの話題  

作菜案  
SI〕STAlの報告  

SBSTA2の議題  

ITAPの設立  
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附属書1締約国からの国別報告書  

附属書Ⅰ締約国からの報告書のまとめ  
FCCC／SBSTA／1996／3  

FCCC／SBSTA／1996／4  

FCCC／SBSTA／1996／5  

FCCC／SBSTA／1996A5  

報告ガイドライン  ／くイロットフェーズ下でのAり  

科学的評価：ffCCとの協力  
FCCC／SBSTA／1996J7／Rev．1及びAdd，1－3／Rev．1 IPCC第2回評価報告書  

SBSTA2の報告  

附属書丁締約国からの国別報告書  
Sl〕STAの進捗状  

NGOとの協議メカニズム  

Ⅰ耽第2回評価報告書の評価  

SBSTA3の報告書  

SBSTA4の議題  
パイロットフェーズ下でのAIJ：統一報告フォーマット  

方法論的事項  
パイロットフェーズ下でのAIJ  

科学的評価：IP（二Cとの協力  
パイロットフェーズ下でのAIJ：方法論の問題点  

SBSTA4の報告書  

FCCC／SBSTA／1996／8  

FCCC／SBSTA／1996／9及びAdd．1，2  

FCCC／SBST＾／1996／10及びAdd．1  

FCCqSBSTA／1996／‖  

FCCC／SBSTA／1996／12  

FCCC／SBSTA／1996／13  

FCCC／SBSTA／1996／14  

FCCC／SBSTA／1996／15  

FCCqSBSTA／1卵6／16及びAdd．1  

FCCC／SBSTA／1996／17及びCorr，1  

FCCC／SBSTA／1996／18  

FCCC／SBSTA／1996／19  

FCCC／SBSTA／1996／20  

5Ⅰ∋5TA5の諸鐙  

関係国際機関との協力  
パイロットフェーズ下でのAIJ：統一報告フォーマット  

SBSTA5の報告書  

Sl〕STA6の議題  

SBSTA（）の報告書  

SBSTA7の議題  

関連機関との協力  
方法論的事項二進捗状況  
技術の開発と移転：進捗状況  

専門家の登録  
1  

附属書1締約国からの第2回国別報告書：技術移転  

SBSTA7の報告書  

FCCC／SBSTA／1997／1  

FCCC／SBSTA／1997／2  

FCCC／SBSTA／1997／3  

FCCC／SBSTA／1997／4  

FCCC／SBSTA／1997／5  

FCCC／S8STA／1997／6  

FCCC／SBSTA／1997／7  

FCCC／SBSTA／1997／8  

FCCC／SBSTA／1997／9  

FCCC／SBSTA／1997／10  

FCCC／SBSTA／1997／11  

FCCC／SBSTA／1997／12／Corr．1、2及びAdd．  

FCCC／SI∋STA／1997／13  

FCCC／SBSTA／1997／14  

FCCC／SBS′rA／1996／Misc．1  

FCCC／SBSTA／1996／Misc．2  

FCCC／SBST＾／1996／Misc．3  

FCCC／SBST＾／1997／Misc．1  

FCCC／SBSTA／1997／Misc．2  

l）CCC／SBSTA／1997／Misc．3  

FCCC／SBSTA／1997／Misc，4  

FCCC／SBSTA／1997／Misc．5  

FCCC／SBSTA／1997／Misc．6  

ITAP設立に関するG77＋中国からのコメント  

技術及び技術情報ニーズに関する締約国からのコメント  
IpCCとの協力体制：長期排出プロフィールに関する締約国から  

のコメント  
パイロットフェhズ下でのAIJ：統一報告フォーマット：方法論   

に関する締約国からのコメント  
他の国際機関との協力  
パイロットフェーズ下でのAIJ：G77＋中国からのコメント  

他の国際機関との協力  

パイロットフェーズ下でのAIJ：統一報彗フォーマット、コン   

タクト及び活動に関する情朝   

パイロットフェーズ下でのA】J：適格、活動に関する情報   

技術の開発と移転  
専門家の登録  

FCCC／SBSTA／1997／1NF．1  

FCCq√SBSTA／1997／INF．2  

FCCC／SBSTA／1997／lNF．3  

FCCC／SBSTA／1997／INF，4  

FCCC／SBSTA／1997／lNF．5  

FCCC／SBSTA／1997／lNF．6  

3－2 SBI  
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■SB11の話題   

作薬計画  
COPとGEFとの間の覚え書き  

1995年の予算  

SBIlの報告書   

SB12の議題  

1996－97年の作業見直し  

（二OPとGEFとの間の覚え書き  

締約国の技術的財政的状況に関する事務局の活動  
技術移転   
決議14／CP，1に関する制度上の問題  

事務局のボンへの移転   
COP2の議題  

SBIヱの報告書  

締約国の技術的財政的状況に関する事務局の活動  
1996一っ7年の作業見直し   

SB13の朝塩害   
SB14の議題  
Sl）14の報告書   

SBI5の議題  

決議ウノCP．1に関する協力   

財政事項：1998－99年度の予算   

国連特別総会に関する事項   
今後の会合のl］塩  

SB15の報誓書   

SBI6の議題   

資金メカニズムのレビュー   
非附属書Ⅰ締約国からの国別報聖書   
財政事項：1998－99年度の予算  

政府間会議のアレンジメント  
ドキュメントー覧   

NGOとの協議の方法  

条約及びその附属書の改正  
SBI6の報告否  

SBI7の議題  

財攻事項：1996－97年度の出資と支出状況  

附属書Ⅰ締約国からの第2回国別報菖書の集約  

附属書Ⅰ締約国からの国別報告書：レビューの経験  

SB17の朝告書  

SBI7の報告暫稟  

資金メカニズム  
COP4の開催日時と場所案  

1996－97年産の予算執行状況   

GEFとの資金的協力  

1997－99の会合の日程  

決議9／CP．1に関する協力  

Gl三F協議会の活動に関する情報  

非附属番Ⅰ締約国からの国別報告書  
NqOとの協議メカニズム  

NGOとの協議メカニズム  

非附属否1締約国からの国別軸告否  

決議9／CP．1に関する協力  

FCCC／SBl／1995／1  

FCCC／Sl∋I／1995／2  

FCCC／SB】／1995β及び＾dd，1  

FCCCβBI／1995／4  

FCCC／SBl／1995／5  

FCCCβBI／1996／1及びA〔1d．1  

FCCCノSBI／1996J？  

FCCCβBI／1996β  

FCCC／SBI／1996／4  

FCCC／SBI／1996／5  

FCCC／SBI／1996／6  

FCCC／SBl／1996r7  

FCCC／SBl／1996β  

FCCC／SBl／1996／9  

FCCC／SBl／1996／10  

FCCC／SBI／1996／11  

FCCC／SBI／1996／12  

FCCC／SBI／1996／13  

FCCC／SBT／1996／14  

FCCCβBI／1997／1  

FCC（ソSBI／1997r2  

FCCCβBl／1997／3  

FCCC／SBI／1997／4  

FCC（二βBI／1997／5  

17CCC／S13I／1997／6  

1了CCC／SBlノ1997／7  

FCCC／SBl／1997／8  

FCCC／Sl〕I／1997／9  

FCCC／SBl／1997／10  

FCCC／SBI／1997／11  

FCCC／SBT／1997／12  

FCCC／SBI／1997／13  

FCCqSBI／1997／14及びAd（l．1  

FCCCβB7／1997／15  

FCCC／SBI／1997／16  

FCCC／SBI／1997／17及びAdd．1  

FCCC／SBT／1997／18  

FCCC／SBI／1997／19及びAdd．1  

FCCC／SBI／1997／20  

FCCC／SBI／1997／21  

FCCC／SBI／1997／L．6  

FCCC／SBl／1997／L，9  

FCCC／SBI／1997／L．10  

1TCCC／SBI／1997／L．11  

FCCCβBI／1997／Misc．1  

FCCC／SBI／1997／Misc．2  

FCCC／SBT／1997／Misc．3及びAdd．1  

FCCC／S】∋T／1997／Misc．4  

FCCC／SBI／1997／Misc．5  

FCCC／SBI／1997ノMisc．6  

FCCC／SB7／1997／Misc．7  

FCCC／SBl／1997／Misc．8  

FCCC／SBI／1997／Misc．9  
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財政事項：1り98－99年度の予算案  
運営事項：違営アレンジメントの報告  

非附属雷Ⅰ締約国からの国別報告書  
附属雷Ⅰ締約国からの第コ回国別報告誉：排出鼓予測   

附属書Ⅰ締約国からの第2回国別報悪書：詳細レビュ→の進捗状況  

財政事項ニ1996－97年度の出資と支出状況  

FCCC／SBl／1997／lNF．1  

FCCCβBI／1997／lNF．2  

FCCCySBl／1997／INF．3  

FCCCβBT／1997／1NF．4  

FCCC／SBI／1997／INF．5  

FCCC／SBl／1997／INr．6  

FCCC／SBl／1997／INF，7  

3－3 AG13  

FCCC／AG13／1995／1  

FCCC／AG13／1995／2  

FCCC／AG13／1996／1  

FCCC／AG13／1996n  

FCCC／AG13／1996β  

FCCC／AG13／1996／4  

FCCC／AG13／1997／1  

FCCC／AG13／1997／2  

FCCC／＾G13／1995／3  

FCCC／AG13／1997／4   

FCCC／AG13／1996／Misc．1及びAdd．1  

FCCC／AG13／1996／Misc．2及びAdd，1  

FCCC仏G13ノ1997／Misc．ユ  

FCCC／AG13／1997／Misc．2及びAdd．1   

3－4 補助機関全般  

FCCC／SB／1997／1  

FCC（プSBノ1997／2  

F（：℃G′SB／1997／3  

FCCC／SB／1997／4  

FCCC／SB／1997／5  

FCCC／SB／1997／6  

FCCqSB／】ウ97／TNF，1  

AG1ユー1の議題  

AG13－1の報告書  

MCPに関するアンケート調査への回答の集約  

AG13－2の報告書  

AG13－3の議題  

AG13－3の報告書  

AG13－4の議題  

AG13－4の報告書  

AG1ユー5の議題  

AG13－5の報告書   

MCPに関するアンケート調査への回答  

MCPに関するアンケート調査への回答  

手巌きに関する範囲と要素  
手続きに関する範囲と要素  

技術及び技術移転に関する進捗レポート  
SBlとS13STA間の作業分担  

開発及び技術移転に関する進捗レポート  
開発及び技術移転に関する進捗レポート  
附属書1締約国からの第2匝‖司別報告香の詳細レビュースケジュ  

ー／レ  

附属書Ⅰ締約国からの第2回国別報告雪：目録と予測データ   

国別報奇書：非附属書↑締約国からの通報の準備を促進するため  

の事務局の活動  

その他、資料 （会議の参加者名簿など）  （1NF）  

テクニカルペーパー（TP）  

国別通報のサマリー（IDR）、及び詳細レビュー報告書がある。  
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